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戸
廂
上
の
市
勢
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

住

民

荘

録

人

口

及

び

世

術

致

に

つ

い

て

・

・

・

・

七

広
島
市
教
改

U
糾
合
の
荘
録
事
項
の
変
夏
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
七

◎
諜

戟

◎
辞

令

広
島
市
事
務
決
故
規
程
の
一
部
改
正

皿

建
築
基
地
法
に
よ
る
近
路
の
位
低
の
指
定
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．． 

――
 

逍
路
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
…
…•
p
:
·
:
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.......................................... 
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市
近
の
供
用
開
始
に
つ
い
て

....................................... 
――
 

珀
路
の
区
域
の
変
涎
に
つ
い
て

市
道
の
供
用
開
始
に
つ
い
て
：
・
：
............... ＂ ．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
―
―
 

仮
換
地
予
定
地
変
災
指
定
等
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
―
―

◎
訓

令

広
島
市
助
役
亦
務
担
任
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る。

昭
和

i

二
十
年
六
月
十
七
日

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
一
＿
十
一
号

広
島
市
助
役
事
務
担
任
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

広
島
市
助
役
事
務
担
任
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
十
五
日
広
島

市
規
則
第
八
丘
り
）
．
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

・

ー
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
＾

2

広
品
市
改
且
共
済
机
＾
＂
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
＿
二
十
年
広
島
市

規
則
第
一
サ
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

◎
告

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
に
よ
る
市
長
代
理
順
序
を
廃
頁

一

止
す
る
規
則
…
…
．
．
．
．
．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
“
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…
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広
島
市
助
役
事
務
担
任
規
則
の
廃
止

広
島
市
の
公
務
員
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
袷
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
・
・
：
●
●
●
●
●
●
…
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
；：・・・・・一

広
島
市
職
員
共
済
組
合
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一

広
島
平
和
記
念
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
―
―

示

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
に
よ
る
市
長
代
理
順
序
を
廃
止
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
．
．
．

昭
和
三
十
年
六
月
十
七
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

・

広
島
市
規
則
第
二
十
号

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
に
よ
る
市
長
代
理
順
序
を
廃
止

す
る
規
則

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
に
よ
る
市
長
代
理
順
序
（
昭
和
二
十

六
年
六
月
十
九
日
広
島
市
規
則
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
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、
第
三
条
第
一
項
中
「
総
務
局
担
任
助
役
」
を
「
助
役
」
に
改
め

る。

． 
2 1 ・る の行 広行

に務る和 四三 ° 第 六 第 よ 規 広 島 規広・
か員も三‘昭こ 給・ 五 二 う 則 島 市 昭則島
かにの十和の附料給給 条 臨 条 に ＾ 市 例 広 規 和の市
わ支に年三規 の料料 第時第改昭の施島則 三一の
臣給対六十 ~l!l 則日がが 四職六正和公行市第・ 十部公
すすし月年は 額日 月 号員号す二務規の二 年を務｀
‘るて三四‘ の額額 をでをる十員月l［公十 六改員
こ特は十月公 二でで 第勤次°七にの務二広月正に
れ別‘日三布 十定 定 五続の 年対一員号島二す対
を手昭現十の 五め め 号 期 よ 広す部に 市 十 る す
支当和在日日 日らら と間う 島るを対 長日規る
給に：：：：に以か分れれ しがに市特改す 則特
す限十お llijら にて て ， ‘ 六 改 ． 規 別 正 る を別
るり年いに施 相いい＇第月め 則手す特 渡 こ手
°‘六て屈行 当るる ＝ tこる

言
第当る別＇ こ当

改月引用すす准•准方満゜八の．規手 にの
正：：：：きさる る職職 をた 十支則当 辺公支
後十続れ゜．額員員 次な 五 給 の ・布給

｀ の 日 き た 及 のい 号に支 すに
第に屈臨 ・び給ょ者 ーツ関給忠る l関
二広用時 臨料 のすに I 0 す
条島さ職 時 の う ーる関 る
の市れ員 職月に， 部 条 す ． 雄 条
規のてで ＇ 員額 改 ， ーを例'・ る ， 例
定公い昭 ク； 9,  め、＇・次施ふ 施
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広
島
市
戦
員
共
済
組
合
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
年
六
月
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十
七
日
．

t
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島

市
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渡

辺

忠
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-

l
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広
島
市
職
員
共
済
組
合
条
例
施
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の
一
部
を
改
正
す
る
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昭和3；年＿7-：b・ロ•一；ーロ//―ロロニ一丁ロニ日ー 広 占冨 1市`了―
広
島
市
告
示
第
八
十
二
号

．
昭
和
三
十
年
七
月
五
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

•

第
五
十
四
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定
中
未
発
表
の
も
の
、

第
五
十
六
．
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定
並
び
に
第
一
二
十
四
回

・

未
指
定
地
補
充
換
地
予
定
地
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

一
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
典
土
地
区
画
整
理
施
行

に
伴
う
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
画
墜
理
委
員
会
の
諮
問
を
経
て

仮
換
地
予
定
地
が
決
定
し
た
か
ら
、
関
係
者
は
、
東
部
復
典
事
務

所

で

、

詳

細

承

知

さ

れ

た

い

。

‘

’

二
土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
害
は
、
土

地
所
有
届
を
提
出
済
の
も
の
に
の
み
送
達
す
る
。
な
お
、
土
地
所

有
届
を
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
も
の
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た
い
9

―
―
―
今
問
発
表
の
土
地
を
売
却
又
は
譲
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
に
必

，
ず
東
部
復
典
事
務
所
に
協
談
の
上
取
り
述
ぴ
願
い
た
い
。
万
一
辿

絡
が
な
い
場
合
は
、
、
決
定
し
た
仮
換
地
予
定
地
を
坂
り
済
す
こ
と

に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
是
非
述
絡
方
実
行
願
9
た
い
．
o

四
前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
権
そ
の
他

の
権
利
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
指
定
す
る
。
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1
第
五
十
四
回
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換
地
予
定
地
変
更
指
定
中
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発
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の
も
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開
始
の
区
間

高
須
四
三
七

先
か
ら

高
須
四
五
五

先
ま
で

広
島
市
長

渡

忠

雄

「
供
用
開
始

5
期
日

oml考一

昭
和
一
二
十
年
九

・月
一
日
―
―
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昭
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六
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二
十
七
日

.. If．ヽ＼・豆 • ¥ : ; 5; : !; ( 9 --；．1c ;;• (．9 9 (;’• •',"! 
』 、

、 . ，• .： • I. ； ： ：̀[i, .. ;'／ :'J‘,•.. 
• : ． r 、 り•‘·:’: 

.., 
• I 

•‘` 9.. • ・ •9: ，t. . '“ ゞ・ ；＇』や 1•. ・’, ', ．i -

• ・’’ ’’ 

（第111号）

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
諜
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。
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附とで

，ツ 1 、

は‘昼 I

則‘夜問
I I・

午問と
前．とは
九は‘
時‘
三午
十後九
分五時
か時三
ら か 十
午ら分
後午か
九後ら
時九午，
ま 時 後

円問
ーーー用l

．でま四
をで時

昼 ．I

り五旱苔 1夜 I
°夜分°

i 料

問ま＇旦竺し l

広
島
市
現
則
第
二
十
四
号

広
島
平
和
記
念
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

年
広
島
市
規
則
第

広
島
平
和
記
念
館
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
一
―
-
+

十
九
号
）
の
一
部
を
松
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
•
以
下
一
条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

‘
、
附
屈
設
備
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

3

前
二
項
の
規
定
は

を
適
用
し
な
い
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
附
屈
設
備
の
使
用
料
）

＇

第
七
条
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
徴
収
す
る
附
属

設
備
の
品
名
及
び
使
用
料
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

昭
和
一
二
十
年
七
月
十
五
日

．

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
平
和
記
念
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

」
に
公
布
す
る
。

広
島
市
獄
員
共
済
組
合
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
一
二
十
年
広
島
市
規

則
第
‘
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

9

第
十
五
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
准
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
一
一
＿
十
年
広
島
市
規
則

第
十
号
）
第
一
一
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
料
表

附

則

こ
の
規
則
は
、

昭
和
＿
―
-
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

五広
島
市
告
―
示
第
七
十
八
号

道
路
の
区
域
の
変
更
に
関
す
る
告

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
き
道
路
の
区
域
を
次
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
土
木
課
に
お
い
て
．
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。
｀

・

昭
和
ー
―
一
十
年
六
月
十
九
日
、

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

道

路

の

種

類

市

．

逍

路

線

名

矢

賀

温

品

線

道
路
の
区
域
・

＂り・ロ

区

間

'

_

祉賀町
fT-却
-

の
一
地
先
か
ら

矢
質
町
六
一
八
-

の
二
地
先
ま
で

広
島
市
告
示
第
七
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

5
位
置
を
次
の
通
り
指
定
し
た
。

な
お
、
こ
の
関
係
図
書
は
建
設
局
建
築
指
群
課
に
お
い
て
一
般
の

縦

究

に

供

す

る

。

・

・

昭
和
＿
＿
＿
十
年
六
月
十
七
日

＇

広

島

市

長

．

渡

辺

忠

雄

指

定

番

号

第

三

号

．

指

定

年

月

日

昭

和

三

十

年

六

月

十

一

日

．

ー

逍
路
の
位
脱
広
島
市
舟
入
川
口
町
一
―
一
九
番
地
八

0
．フ

ロ
ッ
ク
、

幅
員
四
メ
ー
|
ル
‘
延
長
二

0
、
二
八
メ
ー

ト
ル

別
紙
の
遥
り
。

表

示

｀

図

面

（
別
紙
省
略
）

四

幅
員
及
び
延
長

◎ 

告

示

こ
の
規
則
は
｀
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、

日
か
ら
適
用
す
る
。
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一
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次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
逝
路
法
‘
（
昭
和
二
．

八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
公
示

十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

す
る
。

，
 

＇ ヽ．．
 

.、

,，
 

＇ 
¢
 

,1
 

し

・ヽ＇

↑一

メ

、

'ig‘

.

,．' ，
 4

鳳
r
 .

.

 
,
 

．．
． 

,
 

i
r
 

.9
 

，．
 

-
9
.
'
 ．．
 ，

 

介・

L,“
ー
A

．．．

．
 

，
 

‘..

..5 
＇．
 

9

"
 

,
.
 ．．
 

•
'
, 

i
 

•
、鼻．，．

•

5
、
・,．

 

•I 

．
 

• 
．、9
、、`
 

,
.
.
,
'
 

)
、．ヽ
，
 

4

.

 ，
 

，
 

、．
9
,

＂, 

9
,

5
 

.

.
 

•. ．
 

｀
 

、9
,

9

、
一＇．
 

9

,
 ＇，

 
い

．

<9..

＂
・>．
 ヽヽ

．．
 

．
 

．．
 

.’
 ク

・'`

 
•• 

•3 

．̀ 
.• 

’
 

疇

．
 o. 

＂ 

．
 

．．．
 

•• 
．．
 ．

．
 

．． 

道
路
の
種
類

路

線

名

道
路
の
区
域

澗
一
旧
新
別
蜘
地
の
幅
員
い
涎
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」
備
考
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区-fll四
三
七
番
地
一
旧

l_-、
七
噂
ー
＝
二
洸
五

0-

，

古

田

町

高

須

四

五

五

番

ー

一

、

八

o:――-
．一、

0
0

• 

一
地
地
先
ま
で
'

•

一

新

広
島
市
告
示
第
八
十
号

道
路
の
区
域
の
変
更
に
関
す
る
告
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
き
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
吏
す
る
。
．

そ
の
関
係
図
面
は
広
島
市
建
設
局
土
木
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
蕊

に
供
す
る
。

3

昭
和
一
二
十
年
六
月
二
十
七
日

広
島
市
長

市

道

古
田
高
須
一
号
線

渡

辺

忠

雄•

広
島
市
告
示
第
七
十
九
号

市
道
の
供
用
開
始
に
関
す
る
告
示

ヽ

・
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
科
ニ

十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
公
示

す
る
。そ

の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
諌
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。
．

昭
和
一
二
十
年
六
月
十
九
日

，

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

tii名
一

靡

胤

始

の

区

間

一

靡

圃

闘

期

圃

固

二

矢
賀
町
六

1

一
五
番
地
一
昭
和
一
＿
一
十
年
七
月
左
日
＿
’

に

の

一

覧

か

ら

一

貪、
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町
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＿

広

島

電

鉄

株

式

会

社

II

―

二

九

八

ノ

七

外

三

縮

一

渡

辺

忠

夫
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手

町

八

丁
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ノ
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霜

士

郎
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株
式
会
社

II

一

ラ

―
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一

外

一

旅

―

中

国

不

慟

位

ー

大
手
町
七
丁
目
―

1
0
八
ノ
一
外
二
筆
一
若
狭
乙
次
郎

I

I

-

i

-

―

六

一

若

狭

灰

吉
関

隆

明

!
|
|
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l
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ー
ー
ー
ー
外
1
，
函
ー

富
士
見
町
一
四
ニ
ノ
ニ
外
一
旅

竹
屋
町
一
．
五
五
外
一
僚
9
-
•
藤
本
幸
男

中
外
商
工
株
式
卸

ul

外
一
名

宮
士
見
町
一
四
ニ
ノ
四
外
一
築
一

下

流

川

町

―

一

ノ

ー

一

関

西

典

菜

株

式

会

社

＿

ー

ロ

ゾ

九

一

田

中

饂

届

ー

3

第
三
十
四
回
末
指
定
地
補
充
換
地
予
定
地
指
定

~
_
ー
地
所
•
在

'
T出
測
所
布
者

町

名

一

地

番

．

氏

名
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九
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九

円

II

―

二

九
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五

五

ノ
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外

一

策
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ー
九
外
一
筆
一
沖
•
本
茂
一
郎
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一
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ノ
一
外
二
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一
旭
典
産
株
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会
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近
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秀
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／
広
島
市
訓
令
第
二
十
号

広
島
市
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
九
日
広
島
市
訓
令

第
七
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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和
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島
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広
島
市
水
防
協
議
会
委
員
を
委
嘱
す
る

事
務
吏
員

西
保
睫
所
予
防
課
勁
務
を
命
ず
る

，

事

務

吏

員

橋

本

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
昭
和
三
十

一
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
休
職
を
命
ず
る

一
般
戦
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項

に
よ
り
昭
和
一
―
―
十
一
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
給
料
、
扶
旋
手
当

及
び
勤
務
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

．

事

務

吏

員

．

森

保

．

秀

休
戚
の
期
間
を
昭
和
三
十
年
八
月
一
二
十
一
日
ま
で
災
新
す
る

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項

に
よ
り
昭
和
一
＿
＿
十
年
八
月
一
二
十
一
日
ま
で
給
料
、
扶
殺
手
当
及

び
勤
務
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る
．

事

務

吏

員

笹

野

口

，

休
職
の
期
間
を
昭
和
一
二
十
年
十
月
一
＿
一
十
一
日
ま
で
更
新
す
る

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項

に
よ
り
昭
和
一
一
一
十
年
十
月
一
二
十
一
日
ま
で
給
料
、
扶
旋
手
当
及
び
勤 裕 俊 健 男

（
各
通
）｀

 

盛池吉横反任明長永、施

都

田川田田栗星尾原山

周由吉周林 正節芳

造企三平次司明造雄養

助

役

広
島
市
水
防
協
議
会
委
員
を
命
ず
る

佐

々

木

銑

．
 

（
六
月
二
十
一
＿
＿
日
）

事

務

吏

員

本

田

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

（
六
月
一
二
十
日
）
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広
島
市
技
術
吏
員
に
任
命
す
る

技
師
に
補
す
る

十
級
一
号
給
を
給
す
る
，

東
保
健
所
予
防
課
勤
務
を
命
ず
る

（
七
月
十
五
日
）

服

・噌 部

務
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

事

務

吏

員

峠

増

太

休
職
の
期
間
を
昭
和
一
二
十
年
十
二
月
一
二
十
一
日
ま
で
更
新
す
る

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項

に
よ
り
昭
和
三
十
年
十
二
月
一
＿
＿
十
一
日
ま
で
給
料
、
扶
養
手
当

及
び
勁
務
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

（
以
上
七
月
一
日
）
＼

事

務

吏

員

藤

広
島
平
和
記
念
館
事
務
所
勤
務
を
命
ず
る

．

事

務

吏

員

川

総
務
局
総
務
課
勤
務
を
命
ず
る

（
以
上
七
月
五
日
）事

務
吏
員

広
島
市
史
絹
修
委
員
会
書
記
を
免
ず
る

事
務
吏
員

広
島
市
史
親
修
委
員
会
祖
記
を
命
ず
る

（
以
上
七
月
六
日
）
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一
九
人
計
二
四
九
人

一
日
平
均
八
、
三
人

（
）
は
事
件
発
生
地
か
ら
本
籍
地
で
あ
る
本
市
へ
郵
送
届
出

た
も
の

一
市
内
の
出
生
と
死
亡
か
ら
見
た
増
数

男
、
一
七
三
人
女
、
一
一
九
人
計
二
九
二
人

一
日
平
均
九
、
七
三
人
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広
島
市
被
服
箕
与
規
則
の
一
部
改
正
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一

広
島
市
母
子
寮
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
：
；
・
r
.
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広
島
市
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

――. 

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
改
正
・
・
:
．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
―
―
 

広
島
平
和
記
念
狂
料
館
条
例
施
行
規
則
・
・
・
・
・
・
・
・
:
............. ；
 .... 
――
 

建
築
許
可
に
関
す
る
公
開
聴
間
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
•
•
•
•
•
…
•
四

臨
時
市
説
会
の
招
集
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
…
…
…
…
•
•
•
四

臨
時
市
談
会
付
談
卒
件
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．． 
：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四

計
献
器
定
期
検

it
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
:
.......... 
;·………………
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歳
入
出
予
枠
追
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に
つ
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て
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…
…
…
…
…
…
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の
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つ
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開
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て
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・
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・
・
・
・
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・
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広
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研
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硲
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住
民
登
録
人
口
及
び
世
帯
数
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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広
島
市
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

昭
和
一
＿
＿
十
年
七
月
二
十
二
日

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
二
十
五
号

広
島
市
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
．

広
島
市
被
服
貸
与
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
六
日
広
島
市
規

則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
非
常
勤
の
戦
員
及
び
臨
時
に

kii用
さ
れ
る
者
を
除

<
fl)」
を
「
（
准
戟
員
以
外
の
臨
時
又
は
非
常
勁
の
戦
員
を
除
く
。
）
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
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行
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母
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条
例
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,. ヽ

月

日

・布
巾
請
行

住
所

氏
名

俯
考
木
観
究
券
は
、
二
枚
複
写
と
し
、
正
券
は
、
正
券
は
、
団
体

の
代
表
者
に
交
付
し
、
・
副
券
は
、
控
と
し
て
発
行
者
に
お
い
て
保

管
す
る
も
の
と
す
る
。

別
詑
第
二
号
様
式

，

箕

料

調

査

研

究

許

可

中

請

習

町
ぎ
布
の
住
ー
iix,-

及

び

氏

名

品

名

―

一

噂

疇

瞑

．

．

1
9
,
．,．
I
'ー

、

I
I

I

1

,

'

,

1

,

1

,

i

9

.

，

‘

 

勺
一

[
 

H

.

u

 ••
• 
，
．

1
•

一
9
|

ー
|
|

_

_

 

|
 

去

方

• 

,9

1
、

歪
の
他
一

右
の
と
お
り
広
島
平
和
記
念
代
料
館
の

ti料
に
つ
い
て
特
別
の
調
行
研
究
を
し
た
い
の
で
、

巾
閑
し
ま
す
。

広

島

市

長

殴

ヽ

1
,

9,1，↓
．ー
ー
'
_

1

,
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観

広

島

市

昭和
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9

9
 ヽ

1
,

F

l

,

．
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(
―
回
限
り
有
獣
）

年

,
 
．．
 
r
 

9

――-＿． 

各
ぶ
9
.
J

濡ー

i-1 

1
‘"
＇・ 

-＂

ぃ
9

和

記料

党

券

月

No. 

円

一
般
団
体
）

（

観

覧
．
料

日

（
団
体
用
）

（
学
生
、

生
徒
又
は
児
童
の
団
体
）

発行

る
用
紙
は
、
赤
色
と
す
る
。

昭
和

を
受
け
ま
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。

出
品

寄

託

~

右
の
と
お
り
広
島
平
和
記
念
館
箕
料
館
に
箕
料
の

預

り
受

託

料

ー

出
品
（
寄
託
）
者
の

住

所

及

び

氏

名

饂
名
―
|
—
'
個
一
f
:

一

昭

和

日

＿

疇

謬

尭

闘

一

昭

和

一

出

（

寄

託

）

年

月

9

,

 

そ

の
品

及

第

号

別記第四号様式

広 右 鷹の
島と

旦
の

殿年 闘
料

寄寄出
月

贈託品

右込者申 日 資料をに
申

込

氏品住所 寄贈寄託品出
個

書

し 特

た
徴し‘

の

て

： み

そ
R 

l 

別
記
第
一
＿
一
号
様
式

昭和 39年 8 月 20日 広 島 市 報 （第112号）

年

殷 広
島
市
長

氏

名

⑲

-•1•1 

月

H
 

他 日の

年

月

年

月

日

批ぴ 資

証

9, 

＇， 
', 

r' 

99,.`

し，
4

，
．
，

.. 

9
,
 

,
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,.，＇‘‘ヽ
，
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ー

‘ヽ 

9

、,＇ 
し
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昭
和
三
十
年
七
月
＿
＿
七
六
日

'

広

島

市

長

広
島
市
規
則
第
二
十
七
号

広
島
市
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
手
数
料
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
広
島
市
規
則
第

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
手
数
料
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
滅
免

す
る
こ
と
が
あ
る
。
．
，

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
八
月
一
日

広
島
市
長

‘
¥
、

渡 渡 渡

辺 辺 辺

忠 忠 忠

雄 雄

―
-
―
―
●
●
―
―
―

-9―-
．．
． 
―
―
―
―
―
 

昭
和
三
十
年
七
月
二
十
二
日

□'
，
広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
二
十
六
号

広
島
市
母
子
寮
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

広
島
市
母
子
寮
使
用
料
微
収
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
・
一

月
十
二
日
広
島
市
規
則
第
六
十
一
号
の
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
表
納
額
告
知
害
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
別
記
第

一
号
様
式
に
よ
る
納
額
告
知
甚
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
別
表
母
子
寮
使
用
料
徴
収
節
（
第
二
号
様
式
）
」
を

「
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
徴
収
徳
」
に
改
め
る
。

'

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
改
め

る。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

.

,

.

,

．

9

.9ー
・

広
島
市
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
．
リ
に
公
布
す

る。

雄

広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
一
ー
ー
十
年
八
月
六
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
市
規
第
二
十
九
号
．

広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例
施
行
規
則

（
休
館
日
及
び
開
館
時
問
）

第
一
条
広
島
平
和
記
念
資
料
館
（
以
下
「
資
料
館
」
と
い
う
。
）

の
休
館
日
及
び
開
館
時
間
は
、
左
の
と
お
り
と
す
る
。
但
し
、
都

合
に
よ
り
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
鉗
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
休
館
日

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で

．

二

開

館

時

間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
一
二
十
分
ま
で

（
観
梵
券
の
交
付
）
，

＾

第
二
条
広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例
（
昭
和
一
二
十
年
広
島
市
条
例

第
二
十
一
＿
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
観
究
料
を
納
付
し
た
者
に
対
し
て
は
、
別
記
第
一
号
様

式
に
よ
る
観
究
券
を
交
付
す
る
。

（
低
待
観
究
券
及
び
招
待
券
の
発
行
）

第
三
条
市
長
は
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
者
に
対
し
て
、
9

飯
待
観
賀
券
又
は
招
待
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
調
査
研
究
の
手
続
）

第
四
条
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
調
査
研
究
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
許
可
申
請
書
を

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備

考一
本
観
質
券
は
、
百
枚
を
も
つ
て
一
冊
と
し
、
冊
に
は
、

の
冊
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
円
券
に
使
用
す
る
用
紙
は
、
白
色
、
十
円
券
に
使
用
す
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広

島

市

規

則

第

二

十

八

号

一

（

資

料

の

出

品

、

寄

託

及

び

寄

贈

の

手

続

）

．

広
島
市
公
印
録
宜
使
消
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
第
五
条
資
料
館
に
原
子
爆
弾
に
よ
る
被
災
物
そ
の
他
の
資
料
を
出

，

広
島
市
公
印
保
管
応
用
規
即

（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
一
1-

―
品
、
寄
託
叉
は
寄
贈
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
一

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
よ
る
申
込
書
を
市
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

第

七

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

一

な

い

。

2

徴
税
令
書
、
督
促
状
そ
の
他
別
に
定
め
る
文
魯
に
は
、
印
影
の

2

出
品
又
は
寄
託
の
箕
料
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
別
記
第
四
号
・

印
刷
に
よ
り
、
公
印
の
押
な
つ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
様
式
に
よ
る
証
古
を
交
付
す
る
。

（
出
品
、
寄
託
及
び
寄
贈
資
料
の
取
扱
）

附

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

第

六

条

出

品

又

は

斎

託

を

受

け

た

資

料

の

取

扱

に

つ

い

て

は

、

箕

料
館
所
蔵
の
資
料
と
同
一
の
方
法
に
よ
る
。

2

寄
贈
を
受
け
た
資
料
に
は
、
寄
贈
者
の
氏
名
、
由
来
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
記
載
す
る
。

（

出

品

及

び

寄

託

盗

料

の

返

述

）

-

第
七
条
出
品
又
は
寄
託
を
受
け
た
資
料
の
返
還
は
、
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
証
書
と
引
替
に
行
う
。

附

則

．

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
d

別
詑
第
一
号
様
式

（
個
人
用
）
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但
し
、
右
の
検
罹
実
施
区
域
内
に
お
け
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
計
批
器
の
定
期
検
査
は
、
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
一

工
作
物
に
坂
り
付
け
て
使
用
す
る
計
祉
器
及
び
巡
搬
が
著
し
く
困
甦
一
、
検
在
実
施
期
日
昭
和
一
二
十
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
月

で

あ

る

場

合

、

そ

の

他

特

別

の

事

由

に

よ

り

市

長

の

許

可

を

受

け

た

三

十

一

日

ま

で
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記

招
集
日
時
昭
和
一
二
十
年
七
月
二
十
七
日
午
後
一
時

招
集
場
所
広
島
市
役
成

自
動
車
整
備
工
場
木
造
平
家
建
、
六

0
九、

一
八
平
方
メ
ー
ト
ル
動
力
二
五
馬
力

住
居
地
域

当
該
建
築
物
は
建
築
基
礁
・
法
第
四
十
九
条
第
一

項
（
別
表
第
二
炉
項
第
二
号
）
の
建
築
制
限
に

該
当
す
る
の
で
同
条
同
項
但
書
の
規
定
に
よ
る

許
可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ
る
。
'

広
島
市
告
示
第
八
十
一

l

一
号
．

左
記
の
通
り
臨
時
広
島
市
議
会
を
招
集
す
る
。

昭
和
一
二
十
年
七
月
二
十
日

広
島
市
長

広
島
市
告
示
第
八
十
四
号

七
月
二
十
七
日
招
集
の
臨
時
広
島
市
談
会
に
付
す
る
事
件
は
、
左

記

の

孤

り

と

す

る

。

＇

八七

理地

由域

ーノ‘
用

途

概

要

五

，
 

建

築

場

所

四三

申
請
者
住
所

申
請
者
氏
名

開

催

日

時

開

催

場

所

◎

告

‘-’  

ホ

，＇ 

が

,., 
, • 

'•’‘ i, 

渡

辺

忠

雄

1‘ 

広
市
島
告
示
第
八
十
二
号
の
二

建
築
甚
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

第
一
項
但
手
日
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
同
法
第
五
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
間
を
行
う
。

昭
和
三
十
年
七
月
十
九
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

昭
和
三
十
年
七
月
二
十
二
日
午
後
一
時
三
十
分

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地

浅
野
図
祖
館
第
四
閲
翌
室

広
島
市
国
泰
寺
町
六
七
番
地
｀
・

中
国
日
産
民
生
ジ
ー
ゼ
ル
株
式
会
社

代

表

取

締

役

桑

田

、

茂

•
四

広
島
市
大
手
町
九
丁
目
ニ
ニ
四
番
地
の
―
―

昭
和
一
二
十
年
七
月
二
十
日

ー
・
広
島
市
長

記

一
昭
和
三
十
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加

一
広
島
市
事
務
分
掌
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て
一
市
長
の
附
屈
機
関
の
設
脱
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条

例

制

定

に

つ

い

て

，

ー
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
専
決

処
分
耶
項
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て
一
広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例
制
定
に
つ
い
て
．
，

一
広
島
市
競
輪
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

一
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

―
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
．

一
予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て

一
契
約
締
結
の
同
窓
に
つ
い
て

一
昭
和
一
二
十
年
炭
第
四
期
水
道
拡
張
工
事
中
一
部
工
事
委
託
協
定

締
結
の
同
意
に
つ
い
て

一
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て

一
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て

一

契

約

締

結

の

承

認

に

つ

い

て

、

一
安
芸
郡
府
中
町
外
一
市
二
箇
村
立
府
中
中
学
校
組
合
の
議
会
の

識
員
の
選
挙
に
つ
い
て

ー
徴
罰
委
員
会
の
委
員
並
び
に
正
副
委
員
長
の
選
任
に
つ
い
て
．

-
，
請
願
白
島
地
区
幹
線
道
路
補
修
に
つ
い
て

一
請
願
鉄
砲
町
町
界
変
更
反
対
に
つ
い
て

一
請
願
南
大
橋
架
設
に
つ
い
て

一
請
願
失
菜
対
策
事
菜
就
労
者
に
対
す
る
夏
期
手
当
等
の
支
給

に
つ
い
て

広
島
市
告
示
第
八
十
五
号

七
月
二
十
七
日
招
集
の
臨
時
広
島
市
議
会
に
付
す
る
追
加
事
件

は
、
左
記
の
通
り
と
す
る
。
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一
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年
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二
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日
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至 室

計
批
器
所
在
の
場
所

忠

記

広
烏
市
平
和
記
念
施
設
管
理
事
務
所
条
例
制
定
に
つ
い
て

広
1
空
市
告
示
第
八
十
六
号

計
誼
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
七
号
）
の
規
定
に
基
き
広

島
市
の
計
批
器
定
期
検
査
を
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
一

昭
和
一
＿
一
十
年
・
八
月
一
日

広
島
市
長

広
島
市
長 四

検
渡

辺
誤

芭
忠

雄

査

実

施

区

域

樹

査
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宇
品
マ
ー
ケ

九

月

五

日

一

宇

品

町

、

元

宇

品

町

ッ
ト
前

六
日
一
宇
品
小
学
校
一
宇
品
町

宇
品
出
張
所
一
宇
品
町

七
日
一
横

・
宇
品
町
、
皆
実
町
一
＿
一
丁
目
、
詈
町

昏
実
胤
房
．
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皆
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一
、
二
丁
目
、
比
治
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本

，
 

脊
一
皆
実
小
学
校
一
ー
町

ー
ニ
日
一
・
大
河
小
学
校
一
介
保
町
（
大
河
）
出
汐
町
、
旭
町

一
三
日
楠
那
小
学
校
一
仁
保
町
（
日
宇
那
、
楠
那
、
丹
那

e
．
一
ー
廿
仁
保
町
（
本
浦
、
淵
副
ー
閑
加

T

本
雲
町
（
下
）
ー
＇
ー
ー
ー
ー

・
:
|
i

一
四
且
仁
保
小
学
校

段
原
本
浦
町
、
段
原
末
島
町
、
段

ー
五
日
一
段
原
中
学
校
ー
原
新
町
、
，
謂
段
原
町
ー
ー
ー

1

ー
ニ
酎
，
＿
固
が
中
学
校
一
韓
岬
響
段
原
日
の
出
町
、

I:

'
}•91,9', 

一
比
治
山
小
学
一
本
雲
町
（
上
）
雹
町
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一

九

日

校
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ー
i
I
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l

ー
台
屋
町
｀
如
醐
町
、
，

1

鉗
場
町

1金
ー

ー

ニ

十

日

一

段

原

小

学

校

一

贔

韓

唱

翫

揺

五

原
大
畑
町

二
十
六
日
一
広
島
市
役
所
一
右
区
域
全
殷

J
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二
十
七
日
一
広
島
市
役
成
一
右
区
域
全
般

検
査
受
付
時
間
白
午
前
九
時
一
二
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で
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昭和30年 8月 20日
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用述中申
途築乱＇は 'i
概場

者者
氏 住

挺所名所、

広
島
市
告
示
第
八
十
八
号

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

翡
巖
・
法
（
昭
和
l-よ

る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

第
一
項
但
壁
の
規
定
に

よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
附
を
行
う
。

条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
次
の

昭
和
三
十
年
八
月
八
日

広

島

市

最

渡

辺

忠

雄

開

佃

日

時

昭

和
i

-

l

十
年
八
月
十
一
日
午
後
一
時
三
十
が

開
催
場
所
広
島
市
国
泰
寺
町
三
八
番
地

翡
欝
靡
骨
盈

広
島
県
大
竹
市
五
区
大
和
館
内

日
麻
七
郎

広
島
市
段
原
中
町
蓄
醤

0
一
番
地
の
一

映
画
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木
造
二
附
述
廷
九
七
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広
島
市
告
示
第
八
十
七
号
の
一
＿

る
事
務
の
う
ち
、
広
島
平
和
記
念

広
品
市
収
入
役
の
梱
限
に
屈
す

、
同
館
の
観
屁
券
発
売
に
伴
う
現
金
収
納
事
務
を

貸
料
館
に
お
い
て

広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
理
事
務
所
に
勁
務
す
る
出
納
員
に
委
任
さ

せ
た
。昭

和
三
十
年
八
月
六
日
・

広
島
市
長

渡

辺

忠

雄
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s
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域
住
居
地
域

由
当
該
建
築
物
は
穂
染
基
準
法
第
四
十
九
条
第
一

項
（
別
表
第
一
⑲
項
第
五
号
）
の
建
築
制
限
に

該
当
す
る
か
ら
同
条
同
項
但
古
の
規
定
に
よ
る

許
可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ
る
。

広
島
市
告
示
第
八
十
九
号

昭
和
三
十
年
八
月
九
日
．

翡
後
典
土
地
区
画
紫
理
施
行
者

広
品
平
和
記
念
都
市
建
設
堺
菜

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
班
蘭
部
復
典
土
地
区

塁
理
設
計
変
災
に
つ
い
て

靡
蔀
復
典
土
地
区
画
善
理
設
計
を

広
島
平
和
記
念
都
市
咎
器

そ
の
関
係

昭
和
三
十
年
i

―-JJ-
＝+
-
a督
の
よ
う
に
変
涎
し
た
。

図
由
は
、

iー
に
備
え
一
般
の
縦
惚
に

広
幼
翡
設
局
速
醤
典
水
移
斤

供
す
る
。
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世
界
大
会
支
持
決
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定

晨
病
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戦
没
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逍
家
族
援
謳
法
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一
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律
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広

島

市

事

務

史

且

坪

谷

照

休
戦
の
期
間
を
昭
和
三
十
年
十
一
1

月
二
十
＿
―
-
日
ま
で
災
新
す
る

一
般
荻
の
欺
且
の
袷
r古
垢
凶
す
る
条
例
第
十
三
条
の
一
＿
＿
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
昭
和
一
二
十
年
十
二
月
二
十
三
日
ま
で
給
料
及
び
勁
務
地
手

当

の

そ

れ

ぞ

れ

百

分

の

八

十

を

文

給

す

る

。

＇

（
六
月
二
十
四
日
）

広

島

市

事

務

史

且

郎

＊

進

地
方
公
務

U
法
第
十
八
条
第
二
lji第
一
几
り
に
よ
り
昭
和
ー
ニ
十
一
年
一

月

四

日

ま

で

休

深

を

命

ず

る

。

・

一
般
双
の
成

A
の
給
ゲ
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
昭
祁

i

-

i

十
一
年
一
月
四
日
ま
で
袷
粁
、
扶
殺
．志
ゴ
及
び
勁

粉
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
文
給
す
る

（
七
JJ
五
日
）

雄

宮杉伊山田山j
 

広
島
市
表
彰
審
荘
委
員
会
委
員
を
委
邸
す
る

（
以
上
八
月
四
日
）

（
水
邁
局
）

（
各
通
）

II 

川本中田藤村川

政
早央好辰忠 造

太 ・

苗ー一実男郎六

ー

条
の
規
定
に
よ
る
吏
員
を
命
ず
る

技

術

吏

員

本

永

数

恵

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
昭
和
一
二
十
年
十
．

一
月
ー
―
―
十
日
ま
で
休
職
を
命
ず
る

一
般
職
の
職
員
の
袷
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
＿
―
-
第
二
項
に
よ

り
昭
和
三
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
給
料
、
扶
蓑
手
当
及
び
勤
務
地

手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

（
以
上
八
月
一
日
）
．

助

役

（

各

通

）

消

防

吏

員

広
島
市
表
彩
審
在
委
員
会
を
命
ず
る
．

教

育

長

市
議
会
議
員

II 

佐

．
々

木

石

井

博 銑

、3. '.、i
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広
品
市
立
尾
長
小
学
校
勁
務
を
命
ず
る

広
島
市
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

佐

々

木

広
釉
Irl（
広
品
基
町
甜
等
学
校
勁
務
を
命
ず
る

＇
（
以
上
七
月
六
日
）

正

広
島
市
児
蛮
図
忠
館
主
任
を
命
ず
る

広
島
市
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

宍

戸

言ヽー

広
島
市
立
江
波
中
学
校
勤
務
を
命
ず
る

広
島
市
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
戚
員

殿

田

栄

広
島
市
立
三
篠
小
学
校
勤
務
を
命
ず
る

広
島
市
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

．

田

中

耕

作

九

総
務
課
勤
務
を
命
ず
る

兼
ね
て
指
媒
課
勁
務
を
命
ず
る

・
広
島
市
教
府
委
員
会
事
務
局
事
務
戚
員

杉

本

（
教
育
委
員
会
）広

島
市
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

木

内

義

師

{It 

助

役

佐

々

木

広
島
市
市
有
財
産
評
価
委
員
会
常
任
委
員
を
命
ず
る

（
六
月
十
六
日
）

（
市
長
専
務
部
局
）

銑

広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例
制
定
に
つ
い

て

，
•
原
案
可
決

広
島
市
競
輪
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

財
産
の
取
得
に
つ
い
て
原
案
可
決

恵
出
路
線
の
認
定
に
っ
い
て
原
案
可
決

予
算
義
務
負
担
の
契
約
締
結
の
同
意
に
つ

同
意

い
て

契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て
同
意

昭
和
三
十
年
度
第
四
期
水
道
拡
張
工
事
中

一
部
工
事
委
託
協
定
締
結
の
同
意
に
つ
い

て

同

意

一
、
第
九
十
三
号
誠
案
・
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
心
て
承
認

一
、
第
九
十
四
号
議
案
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て
承
認

一
、
第
九
十
五
号
誤
案
契
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て
承
認

一
、
安
芸
郡
府
中
町
外
一
市
二
箇
村
立
府
中
中
学
校
組
合
の
議
会
の

議

員

の

速

挙

に

つ

い

て

任

都

栗

司

伊

藤

忠

男

当

選

一
、
懲
憫
委
員
会
の
委
員
並
び
に
正
副
委
員
長
の
選
任
に
つ
い
て

談
長
一
任
に
決
定

一
、
請
第
一
号
白
島
地
区
幹
線
道
路
補
修
に
つ
い
て

．
 

．．
 

建
設
委
員
会
付
託
閉
会
中
審
査

一
、
諮
第
二
号
鉄
砲
町
町
界
変
更
反
対
に
つ
い
て

建
設
委
員
会
付
託
閉
会
忠
翌

一
、
諮
善
一
号
南
大
橋
架
設
に
つ
い
て

建
設
委
員
会
付
託
閉
会
中
審
査

一
、
諮
第
四
号
失
業
対
策
事
業
就
労
者
に
対
す
る
及
期
手
当
等
の

支
給
に
つ
い
て

．
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ず
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ず
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令

建
築
砧
準
法
に
よ
る
道
路
の
位
置
の
指
定
に
つ
い
て
：
r・

…
…

J
•••• 

-
B
 

........ ,
 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
-P-

道
路
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

市
遣
の
供
用
開
始
に
つ
い
て
•
•
…
•
…
…
…
…

..... ;•………… 

.... ＿四

建
築
許
可
に
関
す
る
公
開
聴
開
に
つ
い
て
…
•
•
…
…
…
…
…
•
t
••... 

-
写

計
批
器
定
期
検
査
に
つ
い
て
．
；
•
•
•
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
:
-
二

建
築
許
可
に
関
す
る
公
開
聴
開
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
・:1写

第
五
十
七
回
仮
換
地
変
更
指
定
、
第
一
＿
平
＇
、
五
回
仮
換
地
補

充
指
定
及
び
仮
換
地
借
地
描
指
定
取
消
の
発
表
に
つ
い
て
…
…
・:1
六

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
•
…
…
•
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
·
:
-
．

道
路
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

r•••••• 
ぃ
•
…
…

•
•
r…
…
…
…
…
…
一
七

定
例
市
議
会
招
集
に
つ
い
て
•
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
[
：
-
＾

令

在
会
保
険
広
島
市
民
病
院
処
務
規
程
の
一
部
改
正
：
・
…
…
…
…
…
-
＾

事
務
組
織
の
変
更
に
伴
う
職
員
の
勁
移
替
に
つ
い
て
：
・
：
・
…
…
…
-
^

広
島
市
事
移
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
・
[
…
…
…
…
…
…
…
…
~
…
…
-
^

一九
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広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
珊
事
窃
所
処
務
規
程

ー
◎
教
育
委
員
会
事
項

．

．

 

広
島
市
教
育
委
負
会
事
務
局
諜
長
害
決
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
一
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広
島
市
条
例
第
二
十
一

I

一号

広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例

藷
恩

第
一
条
本
市
に
広
島
平
和
記
念
資
料
館
（
以
下
「
資
料
館
」
と
い

•
う
。
）
を
設
樅
す
る
。．
．

．

 

（
位
樅
）
・

第

＿

一

条

衰

料

館

は

、

広

島

市

材

木

町

に

條

く

。

・

-

（
事
菜
）
．

第
一
＿
一
条
資
料
館
は
、
左
に
掲
げ
る
ホ
架
を
行
う
。

・
、
一
原
子
燦
那
に
よ
る
披
災
に
関
す
る
物
件
、
校
型
、
写
真
、
記

録
、
文
献
そ
の
他
の
毀
料
を
収
渠
し
、
．
保
管
し
、
及
び
展
示
す
＇

．
る
こ
と
。

二
原
子
燦
弾
に
よ
る
被
災
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ

と。

三
•
原
子
爆
弾
に
よ
る
被
災
に
開
す
る
案
内
忠
、
解
説
粛
、
調
壺

研
究
の
報
告
唐
等
を
作
成
し
、
及
び
頒
布
す
る
こ
と
。
．

9

四
そ
の
他
市
長
に
お
い
て
必
嬰
と
認
め
る
こ
と
。

（

親

覧

料

）

＇

第
四
条
衰
料
館
に
展
示
す
る
沢
料
を
観
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
表
に
掲
げ
る
額
の
観
覧
料
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

六
歳
未
糊
の
者
に
つ
・
い
て
は
●
前
項
の
観
覧
料
は
、
無
料
と
す

る。

第
五
条
壺
料
館
に
特
別
の
資
料
を
展
示
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
．

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
観
覧
料
の
額
は
、
市
長
が
そ
の
都
度
定

め
る
額
と
す
る
。
噌

2

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
焚
料
を
展
示
し
た
場
合

の
観
覧
料
を
定
め
た
と
き
ほ
、
そ
の
額
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

、。
な
し

島

行 所

所

◎

条

・ヽJ
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広
島
平
和
記
念
資
料
館
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
ー
―
―
十
年
八
月
六
日

広
島
市
長

追
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一
広
島
平
和
記
念
館
、
広
島
市
公
会
堂
及
び
広
島
平
和
記
念
資
•
第
玉
条

る。．

料
館
の
管
珂
に
開
す
る
こ
と
。

二

慰

證

碑

並

び

に

平

和

記

念

公

園

及

び

そ

の

区

域

内

の

諸

設

備

．

附

則

、

．
こ
の
条
例
は
、
公
布
の

H
か
ら
施
行
す
る
。

ー

の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
・

（
喘
員
）

ll 

<
 

第

四

条

管

珂

事

務

所

に

所

長

そ

の

他

所

婆

の

職

員

を

醗

く

。

◎

規

．

目
＾

2

所

長

ほ

、

上

司

の

命

を

受

け

、

所

務

を

掌

理

し

、

所

属

戦

員

を

・

-

・

・

広

島

市

事

移

組

織

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

・
指
揮
監
督
す
る
。
．

3

戦
負
は
、
所
長
の
命
を
受
け
、
班
移
、
技
術
又
は
そ
の
他
の
鞭
す
る
。

．

昭

和

＿

＿

＿

十

年

八

月

十

八

日

・

務
に
従
喋
す
る
。

汰

島

市

長

渡

邊

忠

雄

（
委
任
規
定
）

．

」

塁
条
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
嬰
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
ぃ
広
島
市
規
則
第
一

l-
＋
号

，

広
島
市
事
甜
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
＇

広
島
市
寄
附
財
産
管
理
委
員
会
、
広
島
市
失
栗
対
策
事
業
就
労
者
就
一
疇
る
。

職
資
金
貸
付
審
壺
会
、
広
島
市
更
生
褒
金
連
営
審
議
会
及
び
広
島
市

広
島
市
事
移
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
市
規
則
第
一
―
-
+
＝
-

消
防
委
員
会
の
項
を
削
る
。
．

号
）
の
一
部
を
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

ー

附

則

、

第
三
条
第
一
＿
＿
項
但
雹
を
削
る
。

ー
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

広

島

市

公

会

堂

条

例

、

（

昭

和

三

十

年

広

島

市

条

例

第

四

号

）

の

第

四

条

第

四

項

を

削

る

。

．

’

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

の

次

に

欲

の

一

条

を

加

え

る

。

第

四

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

室

の

事

移

局

）

｀

＼

．

，

箔

四

条

削

除

第

四

条

の

二

条

例

第

一

条

に

規

定

す

る

室

に

、

第

一

一

条

第

二

項

に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
窃
局
を
樅
く
。

2

前
項
の
事
移
局
に
事
務
局
長
を
樅
く
。

3

事
移
局
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
移
局
の
市
務
を
掌
珂
す

る。
'

第

五

条

中

「

市

長

室

を

「

市

長

室

に

政

め

、

籾

笞

係

稿

街

係

連

絡

係

連

絡

係

広

報

係

」

広

報

係配
車
係

審
議
事
窃
局
」

•

島

.t
．̀
．
い
広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
珊
事
甜
所
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

・

‘

r

昭

和

三

十

年

八

月

十

八

日

が
．、、
広

一

：

広

島

市

長

渡

邊

忠

雄

：

広

島

市

条

例

第

二

十

七

号

昭
和
三
十
年
八
月
十
九

H

．．
 

ゞ

‘

‘

]

，

広

島

市

平

和

記

念

施

設

管

珂

事

移

所

条

例

・

・

・

広

島

市

長

う
た
め
、
広
島
市
平
広
島
市
条
例
窟
二
十
八
号

務
所
」
●
い
う
。
）
を
広
島
市
競
綸
均
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
競
綸
場
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
六
十
三
号

「
自
動
車
腺
」
を
削
る
。

菖
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
・

内

に

殴

く

。

第

三

条

第

四

号

を

笏

五

号

と

し

、

同

条

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

第

五

条

中

「

総

移

牒
庶

務

係

・

庶

窃

係

．
を
加
え
る
。

文

忠

係

」

．
‘.
文
甜
係

胃
、
左
の
と
お
り
四
選
手
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

:
•
[
"
,

9
'

：

統
計
係
」
・
9
,
＇[

-
,
i

璧
条
も
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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渡

邊

’ 忠

雄

広
島
市
競
論
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る。
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別

表

中

「

市

長

の

諮

問

に

応

じ

、

広

島

平

広
島
市
平
和
和
記
念
都
市
建
設
法
に
拮
く
建

i‘,'’ 号

記

念

都

市

建

設

計

画

及

び

疎

設

事

業

の

促

進

，．．，：

3

.
設

協

議

会

と

完

成

に

渕

し

怖

議

す

る

こ

,、

I

と

。

」

’ー
1

り

，
•
-
如

〗
"[』
,
；
し
'
~
、
「
-

．
、
り

，’
•
’
-
'

浙記広 議都広
委念島 ＇ 会市島
員施市 ， 建市
会設平・ 設産
運和 稲栗

項施市哉れ計の市
を設長 すら画建長
審のの鼻るの等設の
議述諮 こ躙こに諮
す蛍間 と項つ渕問
るにに °にき和こ
こ関応； つ調る応
とすじ い査市じ
°る‘ て審英、
軍平 市設tょ産
要和 長し施業
な記 に‘策都
事念． 建こ‘市

を

に
改
め
、

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

広
島
平
和
記
念
館
条
例
（
昭
和
三
十
年
広
島
市
条
例
第
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
／

•
第
三
条
及
び
節
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
＿
一
条
及
び
第
四
条
削
除

3

広
島
市
公
会
堂
条
例
・
（
昭
和
―

-H'年
広
島
市
条
例
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第一
l

一
条
削
除

-； 

＾ 
2 第-第＾笏＾第＾第＾ 2,第＾I•

委て品．の十褒いお＋貸ほしを九観五四三 二 ．≫ -絶八入料七観五 ば調六特
任も叉天出ー料゜い条出そた含条覧 疵、め し条館及条覧十前 tょ査条別
規‘'は災品条の て ののとむ 者そ管秩 lこ毀る伝‘ のび 料円項ら研 ・の
定市寄事‘ ． 川 特資制損き＄暇のの珂序 t£ 料者染叉左制特市のののな究資調
ツは託変寄査品 に料限祖はが翌損（也 4二又るを 性（・文の限別長減特規いを料査

‘をそ託料‘ 必館ツを‘資者宙管必ほ物祖 の退各ツ蹴ほ免別定°じ館研
そ受の又館窃 要の 賠市料・-賠理要風品傷 病涼号 覧‘ツ競に よ＇ に究
のけ他はほ託；が資 依長館炎償上な俗叉し 気ヤの 料特 覧・よ う展及
賠た避寄‘及 あ料 しのの料義支指をは‘ 1こ命ー を別 料る 、 と示び
恨資け贈原び るは な認査 1こ務即示み動（也 かすに 減・の を許 す又特
の料るを子寄 と‘ け定料つ-ヵ： lこだ物人 かる該 免事 前可 るは別
貰がこ受煤贈 諮貸 れ 1こ ‘ い ． あ 従 す の 1こ りこ当 す・由 約を 者保観
にきヽとけ序iiツ め出・ば焙建て るわ虞類危 ‘とす るが し受~ほ管覧
任損のるに るを なき物‘・とながを智 又 が る こあ なけ ‘す琶
じ叉でこょ 行 ら‘‘特認し、あ＃りをはあ者とる け た 市 る
なはぎとる とわ なこ備別 め者る布及精るにがと れ者 長褒
い滅なが 1疫 きな いれ品の る とすぽ神゜対で認 ば（，ま の料
° 失 い で 災 （、士い ゜を等調 者認るしに し きめ な‘許に
す事き物 ‘゚ 原を査 め者‘異てるる ら 一 可 つ
る由るそ こ但 形きヽ研 る ・ 又常ほ °と な回をい
こに°の のし に損究 者は．が・ ‘ きい一受て

．とよ他ー 限‘ 復又を （也あ入 （な ゜点け‘
がりの り市 しほす 人 る 館 ‘ にな特
ぁヽ‘資 ， で長 ‘滅る ‘のとを 観 つ ．け別
つ出料・なに 又失者 迷・認拒 覧クきれの

七三云五，の分 広I る分 ーロ
と 本一事地 馴 ゜事地
゜訴市則部項方 商昭項方
訟をにをに自専地・知 和 に自
物被次次隧治決方例i 三 渕治
の告ののす沫処自第t ーヤ す法
価と三よる第分治二l年 る第
額し号う条百．事法十 八 条百
がてをに例八項第四広月 例八
五提加改＾十 1こ百剥島六 の十
十起え正昭条•関八 市日 一条
万さるす和第すー「 長 ． 部第
円・オし゜るニーる条 ・ を一
以た ゜：ャ項条第 改項
下訴 八の例一渡 正の

・の訟 ・・ 年規の項 ．•す規
訴 1こ・広定ーの る定
訟応 島に部規遜 条に

晶翠 塁点姦翌 讐点
起る ’ 例市正よ 忠 こ市
にこ＇ 第長する こ長
関と 六のる市 1この
す° ・十専条•長 雄 公専
る ・号決例の・ 布決
こ ッ処 す処

仮
差
押
及
び
仮
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

個
人
で
悶
覧
す
る
雙
＂

区

分

一

恨

+
―
―
一
歳
以
上
の
者
一
人
一
同
に
つ
き
一

一

-_——|| 

十
一
＿
一
歳
未
満
の
者
一
一
人
一
回
に
つ
き

二
団
体
で
親
覧
す
る
場
令

区

分

＿

箪

位

一

金

額

．

学
生
、
生
徒
又
は
一
一
人
一
回
旦
き

児
蛮
の
団
体

生
の
他
の
団
体
一
一
人
一
圃
に
つ
き
一

団
体
と
は
、
十
人
以
上
の
団
体
を
い
う
。

備
考

十
円

五
円

十
円

二
十
円

位

金

額

別
表

一
附
．
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
二
条
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
瑛
た
事
項
は
、
市
長
が
定

め
る
。
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に
改
め
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広

品

市

条

例

条

ー

ー

十

五

号

、

広
島
市
事
務
分
掌
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
専
務
分
掌
条
例
（
昭
和
1

一
十
六
年
六
月
十
九
日
広
島
市
条

例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
自
動
車
課
」
、
「
調
査
謀
」
及
び
「
計
画
謀
」
を
削
る
。

第
二
条
中
市
長
室
の
分
掌
事
蒋
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

産

業

都

市

建

設

審

哉

会

に

関

す

る

こ

と

。

．

式
庁
用
乗
用
自
動
車
に
関
す
る
こ
と
。
．

笹
一
条
中
総
謗
局
総
務
課
の
分
掌
事
祁
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
統
計
調
査
に
開
す
る
こ
と
。

．

．
 

笹
一
条
中
建
設
局
総
壁
課
の
分
掌
甕
翌
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
都
市
計
画
に
開
す
る
こ
と
。

六
工
事
関
係
技
術
の
連
絡
調
賂
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
中
自
動
車
課
、
調
査
諜
及
び
計
画
課
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

．

市
長
の
附
属
機
関
の
設
骰
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
八
月
十
八
日

広
島
市
長

．
渡

邊

忠

雄

広
島
市
条
例
第
二
十
六
号

市
長
の
附
属
機
関
の
設
骰
に
開
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

．
す
る
条
例

市
長
の
附
属
椴
関
の
設
骰
に
開
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島

市
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
‘

昭
和
三
十
年
八
月
十
八
日

広

島

市

長

渡

・

追

忠

堆

広
島
市
事
蒋
分
掌
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

附

則

こ
の
条
例
ほ
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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こ
の
条
例
の
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必
要
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亦
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は
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広
島
市
平
和
記
念
施
設
迩
営
委
負
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
ー
―
―
十
年
八
月
●
八
日

広

島

市

長

渡

追

忠

雄

広
島
市
規
則
第

l=＋
l-l号

広

島

市

平

和

記

念

施

設

述

党

委

負

会

規

則

．

（
）
」
の
規
則
の
趣
旨
）

．

第
一
条
広
島
市
平
和
記
念
施
股
述
党
委
負
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
の
糾
織
、
所
掌
事
窃
及
び
委
且
並
び
に
そ
の
迎
党
に
槻

し
て
は
、
市
長
の
附
屈
槻
渕
の
設
骰
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

入
年
広
島
市
条
例
第
一
＿
平
宜
号
）
第
三
条
の
規
定
に
非
き
、
こ
の

．
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
所
掌
事
務
）
．
．

第
二
楽
委
仇
会
は
、
市
長
の
詩

IUlに
応
じ
、
平
和
記
念
施
設
の
述

党
に
閑
す
る
前
淡
な
市
項
を
弗
磁
す
る
も
の
と
す
る
。

（
紐
織
）
．

第
三
条
委
仇
全
は
、
二
●
人
以
内
の
委
は
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

（
委
位
）

第
四
条
委
位
は
●
左
に
掲
げ
る
浙
の
う
ち
か
ら
市
役
が
命
じ
、
又

ほ
委
別
す
る
。

市
問
仇

一
―
―
市

L“̂“
菜

U

\
＊

~

，

＇

ー

1

（
議
事
の
手
続
）

第
六
第
粥
議
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

．

2
.
寄
議
会
見
委
負
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
全
識
を

開
く
●J
と
が
で
き
な
い
。

l
 

3

弗
猿
会
の

．議
事
ほ
、
出
席
委
鎖
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
庶
孫
）

第
七
条

．寄
議
会
の
庶
務
ほ
、
市
長
室
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第

ハ

条

こ

ーの
規
則
）
と
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
審
議
会
の
哉
事
の

手
続
そ
の
他
稲
踊
会
の
迩
党
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審

哉
会
に
ほ
か
つ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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但
し
、
補
欠
委
員
の
任
期

T r 

9』.,. ー
レ

·"'~ 

「
計
画
謀
を
削
る
。

r

調
査
係

計
両
係
」

．

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、
（
甜
務
所
に
貌
＜
腺
、
室
課
の
係
等
の
分
掌
布
務
）

第
六
条
布
務
所
に
骰
＜
課
及
び
課
（
局
に
属
し
な
い
課
を
除
く
。
）

分
棠
布
移
に
つ
い
て
は
、

局`
長
が
、
室
又
は
局
に
屈
し
な

係
及
び
市
務
局
の
分
掌
事
窃
に
つ
い
て
は
、
室
長
又
は
課

長
の
派
詔
を
得
て
定
め
る
。

・

"＂-
目^

規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
り

．

市
市
勢
調
寮
区
設
樅
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
十
月
一

H
広

則
娩
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

条
中
「
獨
査
諜
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
る
。

条
中
「
潤
査
課
長
」
を
「
総
務
腺
長
」
に
改
め
る
。

寮
附
財
産
管
珂
委
負
会
規
則
等
を
蹄
止
．
す
る
規
則
を
こ
こ

゜
る―

―
―
十
年
八
月
十
八
日
、•

．

広

島

市

長

渡

追

忠

雄

．

則
第
一
―
-
+
―
号

<•

• 

島
市
寄
附
財
産
管
珂
委
員
会
規
則
等
を
酪
止
す
る
規
則

げ
る
規
則
は
、
鹿
止
す
る
。

島
市
寄
附
財
産
管
珂
委
負
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島

め
る
。第

五
条
中
「
総
務
謀

庶
務
係

醗
珂
係

士
地
係
」

を
「
総
務
課

庶
粉
係

経
珂
係

計
画
係

士
地
係
」

l”~ 
9 ..... 

改
め

．ヽ

I-

内
「
調
査
課
j

を

誓

d

1

第
五
条
中
「
社
会
課

庶
務
係

福
利
係

援
陵
係
」

．
 

• I 

を
「
社
会
謀

庶
務
係

福
利
係

援
漉
係

国
民
健
康
保
険
調
花
係
」

三
学
識
経
験
者

2

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
委
員
長
及
び
澗
委
員
長
）
―

’

第
五
条
委
負
会
に
委
員
長
一
人
及
び
澗
委
員
長
二
人
を
平
懸
き
、
委

負
の
互
選
に
よ
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
．
‘

2

委

員

長

は

、

会

窃

を

総

理

す

る

。

．

3

躙
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
負
長
の
定
め
る
順
序
に
よ
り
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。

（
議
事
の
手
続
）
｀

第
六
条
委
員
会
は
、
委
負
長
が
招
集
す
る
。
．

2

委
員
会
は
、
委
負
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
・
会
議
を

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

・

,

3

委
員
会
の
識
瑣
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
委
負
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（

部

会

）

．

第
七
条
委
負
会
に
、
公
会
堂
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
を

屁
く
。

2

部
会
は
、
広
島
市
公
会
裳
の
巡
営
に
関
す
る
布
項
を
恕
議
す
る

も
の
と
す
る
9

3

部
会
は
、
市
長
の
賭
間
に
応
じ
、
市
長
が
指
名
す
る
委
員
九
人

で
謂
成
す
る
。

．

4

部
会
に
部
会
長
を
骰
き
、
部
会
所
屈
の
委
員
の
花
遥
に
よ
っ
て

こ
れ
を
定
め
る
。

‘

（
庶
務
）

第
八
条
委
負
会
の
庶
移
ほ
、
広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
珂
事
務
所

に
お
い
て
処
珂
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第
九
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
委
位
会
の
踊
事
の

手
続
そ
の
他
委
負
会
の
迎
派
に
閲
し
必
婆
江
市
攻
は
、
委
位
托
が

委
負
会
に
は
か
つ
て
定
め
る
。

．

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
廊
行
す
る
。

．

広
島
市
堕
＇
田
町
皿
立
地
払
下
処
烈
質
裔
爾
を
こ
こ
に
公
布

・

ー

・

ー

ー

・

・

，；
＂
ー

・
_-n

「ー

,.
 

＇ 

;
-.

,̀

', 

,.

.

ノ̀-＇し
トー
・・

ヽ

.

.

 
9

9

 

.＇
,1
.,．,r
,
1
`
・
・
 

、`

;̀
・
 

,． 

•' ．．
 

9
.,

..‘し．

．‘.

A
 

,
`
 

、

P
.

し

．．．
 

，
 A'，.
；'

.』.，'[',..J
1
；
ー
，
・，

J

f

．ー
、
一、
．
．．
 
・

、

＇̀●，
 

、.

9

i
}

., "}
,̀ "

•,
5 

9
,
.
 

',

•

' 

ー・

.
,
 

す
る

昭
和
三
十
年
八
月
十
八
日

・

広
島
市
長

広
島
市
規
則
震
一

l

一
十
四
号

，
広
島
市
南
千
田
町
埋
立
地
払
下
処
珂
委
員
会
規
則

（
設
腔
）

第
一
条

・木
市
に
広
島
市
南
千
田
町
埋
立
地
払
下
処
那
委
負
会
（
以
‘

下
「
委
負
会
」
と
い
う
。
）
を
樅
く
。

・
（
任
務
）

＇

第
二
条
委
員
会
は
、
市
長
の
諸
問
に
応
じ
、
南
千
田
町
埋
立
地
の

払
下
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
。

（
委
負
）

第
一
＿
一
条
委
員
会
は
、
若
千
人
の
委
負
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

2

委
負
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
命
じ
、
又
は
委

掘
す
る
。

‘

―
市
檄
負

二
市
哉
会
議
負

．

三
学
識
経
験
者

（
委
負
長
及
び
澗
委
負
長
）

．

第
四
条
委
員
の
う
ち
一
人
を
委
員
長
と
し
、
・
一
人
を
澗
委
負
長
と

＇
す
る
。

2

委
偵
長
及
び
湖
委
員
長
は
、
委
員
が
花
速
す
る
。

．

3

委
負
長
は
、
会
務
を
総
珂
す
る
。
＇

4

硝
委
員
長
は
、
．
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
檄
務
を
代
理
す
る
。

（
招
鉗
）

，

第
五
条
委
貞
会
は
、
委
員
径
が
招
集
す
る
。

・

’

蕊
芭

第
六
条
委
員
会
は
、
半
数
以
上
の
委
負
が
出
船
し
な
け
れ
ば
会
議

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

委
紋
会
の
黎
市
ほ
、
川
府
委
位
の
過
半
数
で
決
す
る
。
可
否
阿

数
の
と
き
は
、
委
負
袋
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
o

,

（
庶
窃
）
．
會`

第
七
条
委
仇
全
の
庶
務
は
、
総
務
局
財
粉
既
に
お
い
て
処
刑
す

゜
る
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＇
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い
市
規
則
第
四
十
六
号
）
、

二
広
島
市
平
和
記
念
都
市
建
設
協
識
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年

に
改

広
島
市
規
則
第
五
十
八
号
）

．

三
広
焦
市
失
架
対
策
事
業
就
労
者
就
職
妥
金
貸
付
審
壺
会
規
則

・
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
規
則
第
五
十
六
号
）

四
広
島
市
更
生
資
金
連
営
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島

市
規
則
第
三
十
三
号
）

五
広
島
市
消
防
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第

――-+＝一号）

六
広
島
市
公
会
堂
運
党
委
員
会
規
則
（
昭
和
ー
ー
ー
十
年
広
烏
市
規

則
第
五
号
）

七
広
島
市
京
橋
会
館
入
居
者
選
老
徘
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
九

年
広
島
市
規
則
第
五
十
八
号
）

八
広
島
市
生
活
保
険
対
策
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広
島

市
規
則
第
十
六
号
）

九

図

帯
館
建
読
委
負
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
規
則
第

七
十
九
号
）

十
広
島
市
火
葬
場
建
設
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市

規
則
第
八
十
七
号
）

．，

十
一
広
島
市
児
窟
福
祉
審
煕
会
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
一
月
五

．
日
広
島
市
規
則
第
七
十
五
号
）

十
二
広
島
市
蹄
国
神
社
建
設
対
策
委
負
会
規
則
（
昭
和
二
十
八

年
広
島
市
規
則
第
九
十
ー
―
―
号
）
．

十
＿
―
-
広
島
市
供
旋
塔
建
設
対
策
委
負
会
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

広
島
市
規
則
第
九
号
）

十
四
広
島
市
仏
舎
利
塔
建
設
対
策
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
九

年
広
島
市
規
則
第
八
号
）

．

十
五
広
島
市
汚
物
処
珊
対
策
委
負
会
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広

島
市
規
則
第
十
五
号
）
．

十
六
広
島
市
吏
員
退
隠
料
等
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広

島
市
規
則
第
二
号
）

十
七
広
島
市
復
興
土
地
区
画
黙
珂
問
題
処
珂
対
策
審
識
会
規
則

（
昭
和
二
十
九
年
広
島
市
規
則
第
六
号
）

．
．
 

十
八
広
島
市
電
鉄
問
題
対
策
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広

島
市
規
則
第
六
十
六
号
）
・

（
委
負
）

第
四
条
委
員
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
命
じ
、
又

ほ
委
菰
す
る
。
”

一
ー
市
職
員
．

．

二
市
議
会
識
負

・

`
―
―
―
学
識
経
験
者

2
.，委
員
の
任
期
ほ
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
捕
欠
委
員
の
任
期

ば
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
会
長
及
び
副
全
長
）

．．
 

第
五
条
審
議
会
に
会
長
一
人
及
び
湖
会
長
二
人
を
骰
き
、
委
員
の

互
選
に
よ
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

．

2

会
長
は
、
会
務
を
総
珂
す
る
。

3

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
L
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
会
長
の
定
め
る
順
序
に
よ
り
、
そ
の
職
務
を
代
狸
す

る。

審
議
奎
ほ
、
＝
平
入
以
内
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

（
所
掌
事
移
）
．

第
二
条
粥
談
会
ほ
、
市
長
の
諮
間
に
応
じ
、
産
業
都
市
の
建
設
に

関
す
る
煎
瑛
な
施
策
、
計
画
等
に
つ
き
調
査
審
哉
し
、
及
び
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
市
長
に
建
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

．．

第一
l

一条

広
島
市
規
則
第
三
十
二
号

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
哉
会
規
則

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
）

、

．

第
一
条
広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
談
会
（
以
下
祠
議
会
」
と
い

う
。
）
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
畠
並
び
に
そ
の
渾
蛍
に
隧
し
て

ほ
、
市
長
の
附
屈
機
関
の
設
腔
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年

広
島
市
条
例
第
三
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
某
き
、
こ
の
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

• ↑
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十
九
広
島
市
臨
時
伝
染
病
防
疫
対
策
委
員
会
規
則
（
昭
和
ニ
ナ

・
七
年
広
島
市
規
則
第
四
十
九
号
）

＇

，

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
議
会
規
則
を
｝
ピ
J

に
公
布
す
る
。

，
昭
和
一
＿
一
十
年
八
月
十
八
日

：

広
島
市
長

渡

追

忠

雄
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で

広
島
市
競
綸
特
殊
競
走
実
施
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
ー
―
―
十
年
八
月
―
―
十
日

広

島

市

長

渡

邊

忠

雄

広
島
市
規
則
第
一

l

l

十
六
号

広
島
市
競
綸
特
殊
競
走
実
施
規
則

第
一
条
市
が
行
う
競
輪
で
、
そ
の
競
走
の
方
法
が
先
頭
責
任
競
走

又
ほ
ミ
ス
・
ア
予
・
ア
ウ
ト
・
レ
ー
ス
に
よ
る
も
の
の
実
施
に

つ
い
て
は
、
広
島
市
競
輪
実
施
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規

則
第
七
十
一
号
）
に
よ
る
外
‘
•
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る，

別
表
に
定
め
る
周
回
先
頭
責
任
賦
諜

第
二
条
先
頭
責
任
競
走
は
、
、

非
準
に
甚
き
、
選
手
に
周
回
先
頭
責
任
を
賦
謀
す
る
も
の
と
す

る。
2

選
手
は
、
周
回
先
頭
責
任
数
が
一
回
の
場
合
は
、
当
該
競
走
中

ヘ

広
島
市
視
則
第
三
十
五
号

・
広
島
市
競
綸
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
競
輪
実
施
規
則
（
昭
和
．
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
七
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
＿
＿
十
四
条
第
四
項
中
「
先
頭
翌
醤
塁
」
を
「
先
頭
責
任
競

走
、
ボ
イ
ン
ト
・
レ
ー
ス
、
実
用
車
競
走
」
に
改
め
る
。

誓
羞
条
中
「
又
は
複
式
競
走
車
競
走
」
を
「
複
式
競
走
車
競

こ
定
、
先
眠
貢
任
競
走
、
ミ
ス
・
ア
ピ
ド
・
ア
ウ
ト
・
レ
ー
ス
又
は
ボ

ィ
ン
ト
・
レ
ー
ス
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
十
年
八
月
二
十

H

広
島
市
長

渡

逹

忠

雄
ヽ
，

広
島
市
競
輪
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

•

．．
 

．
 〗＇

（
委
任
規
定
）
3

．

-•第
八
条
．、こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
委
負
会
が
定
め
る
'

,'

附

則

＇`

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

．． 

第
三
条
先
頭
判
定
線
（
ホ
ー
ム
ス
・ト
レ
ッ
チ
及
び
バ
ッ
ク
ス
ト
レ
・

ッ
チ
に
お
け
る
判
定
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
．）

に
二
人
以
上
の
選

手
が
同
時
に
到
荒
し
同
齋
と
判
定
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
選
手

士
、
そ
れ
ぞ
れ
周
回
先
頭
責
任
を
一
回
果
し
た
も
の
と
み
な
す
。

1, 

選
手
の
自
転
車
の
前
維
の
最
前

2

先
頭
判
定
線
到
荒
の
判
定
は
、

部
が
先
頭
判
定
線
に
到
齋
し
た
瞬
問
を
も
つ
て
行
う
。

．

3

先
頭
判
定
線
に
お
け
る
判
定
は
、
写
真
を
参
考
と
し
な
い
。

第
四
条
先
頭
責
任
競
走
の
箔
順
は
、
当
該
箆
走
に
お
い
て
賦
諜
さ

れ
た
周
回
先
頭
責
任
を
完
了
し
た
選
手
嚢
勝
綜
に
到
箔
し
た
順

位
に
よ
る
も
の
と
し
、
周
回
先
頭
責
任
を
完
了
し
な
い
選
手
に
つ

い
て
ほ
、
周
同
先
頭
責
任
を
完
了
し
た
選
手
の
次
に
先
滸
順
に
よ

り
決
定
す
る
。

て
は
、
先
頭
牧
ほ
交
付
し
な
い
。

第
五
条
先
頭
責
任
競
走
に
お
い

第
六
条
ミ
ス
・
ア
名
ド
・
ア
ウ
ト
・
レ
ー
ス
は
、
毎
周
又
は
二
周

、
て
最
後
尾
の
選

目
ご
と
に
ホ
ー
ム
ス
ト
レ
ッ
チ
の
判
定
線
に
お
＼

手
を
除
外
し
て
行
き
、
出
走
選
手
の
数
が
総
出
走
選
手
の
致
の
半

数
以
下
（
端
数
は
、
団
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
な
っ
た
と
き

に
お
い
て
残
っ
た
選
手
に
よ
っ
て
競
走
路
を
二
周
じ
て
決
定
す
る

•
も
の
と
す
る
。

、
ビ
ク
そ
の
他
1

下
よ
り
自
転
車
に
飛
大

2

競
走
中
落
車
し
、
又
は
パ

な
故
隙
を
生
じ
た
選
手
ほ
、
競
走
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
す
る
。
．

ヽ

.,.,. 

.

_

1

・

示
ー
ム
ス
ぃ
レ
ッ
ヂ
又
は
．
＾
ッ
グ
ス
ト
レ
ッ
チ
．に

お
け
る
判
定
線

．．
 の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
そ
の
責
任
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

選
手
は
＼
周
回
先
頭
責
任
数
が

1

一
回
以
上
盈
、
数
の
場
合
は
、

当
該
競
走
中
ホ
ー
・
ム
ス
ト
レ
ッ
チ
及
び
バ
ッ
ク
ス
ト
レ
ッ
チ
に
お

け
る
判
定
線
の
双
方
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
回
数
の
責
任
を
果
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9

,

4

選
手
は
、
周
回
先
頭
責
任
数
が
一
＿
回
以
上
で
奇
数
の
場
合
ほ
、

そ
の
責
任
数
か
ら
一
を
減
じ
た
回
数
に
つ
、
い
て
は
ホ
ー
ム
ス
ト
レ

ッ
チ
及
び
バ
ッ
ク
ス
ト
レ
ッ
チ
に
お
け
る
判
定
線
の
双
方
に
お
い

．．
 

て
そ
れ
ぞ
れ
同
回
数
の
責
任
を
、
残
り
の
一
回
に
つ
い
一
し
は
ホ
ー

ム
ス
ト
レ
ッ
チ
又
は
バ
ッ
ク
ス
ト
レ
ッ
チ
に
お
け
る
い
ず
れ
か
に

お
い
て
責
任
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

5

決
勝
線
に
お
け
る
先
頭
通
過
は
、
こ
れ
を
周
回
先
頭
責
任
数
に

加
算
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

., 

~
會

● 9 

ヽ

1ー

ー

_

-
I
 

,．,― 

_
 

但
し
、
決
勝
線
到
斎
前
＿
一
周
の
競
走
中
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

．

3

除
外
選
手
に
対
す
る
遥
告
ほ
、
審
判
委
員
（
審
判
長
）
が
定
め

•ー
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

‘

9
、

第
七
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
最
後
尾
の
選
手
の
除
外
は
、
‘

ー
最
後
尾
の
選
手
の
後
綸
部
が
判
定
緑
の
垂
直
面
を
通
過
し
た
瞬
間

を
も
つ
て
判
定
す
る
。

2

最
後
尾
の
選
手
が
一
＿
入
以
上
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
選
手
は
、

全
部
除
外
す
る
も
の
と
す
る
。

3

除
外
の
判
定
は
、
写
兵
を
参
考
と
し
な
い
。

第
八
条
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
除
外
さ
れ
た

選
手
は
、
直
ち
に
競
走
を
中
止
し
て
、
他
の
選
手
を
妨
害
す
る
こ

と
な
く
内
幽
線
の
内
側
所
定
の
場
所
に
退
逹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。
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者料 者 糀
印移印窃
’~ 

匹、国
9 99, H • 9 9 9 '  

かヽ てヽ
いヽ んヽ
也： fu 

鳥
総 各総総総
窃 fH混9務務
局 張局局局
総 所市戸総
窃 民笥．移
腺 税課課

牒

印印第 糀市＇
に刷七 窃・艮

岱尽急貸貪 II貸

・
市
長
印
盲
一
ぶ
芝
•
二
五
＿
雷
麟
疇
住
民
登
録
斑
[
[
亨
讀
汀
汀

Bを
こ
こ
に
公
布
す
る
。

-

市

長

印

ロ

一

か

、

ぃ

忠

一

方

一

五

＿

嗜

局

総

務

＿

認

臨

疇

広

島

市

規

則

第

四

＋

―

[

市

長

渡

辺

忠

田
子
住
宅
条
例
施
行
規
則

（

こ

の

規

則

の

目

的

）

．

，

’

そ
の
他
主
管
事
務
に
関
す
る
文
術
一
木
印
―
一
九
に
、

•
第
一
条
．
こ
の
規
則
は
、
舟
子
住
宅
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市

一
条
例
第
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
英

二
項
の
規
定
に
焔
き
印
影
の
印
刷
に
よ
木
印
一

」

靡

印

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

斎

―

-

な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

．

．

 

、

扉

局

総

務

課

市

長

（

入

居

の

手

続

）

「

、

、

総

務

局

市

民

税

腺

rlr
長
戦

肩

珂

回

て

ん

困

方

二

四

総

務

局

戸

籍

腺

第

I

一
条
斑
子
住
宅
（
以
下
「
住
宅
」
、
と
い
う
。
）
に
入
居
し
よ
う
と

喜

登

用

張

所

喘

務

す

る

者

は

、

別

記

第

一

号

様

式

に

よ

る

許

可

申

睛

寄

を

市

長

に

提

．
 

ー
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「一

市

長

第

一
I

一
条
住
宅
入
居
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
す
み
や
か
に
、
市
内

に
居
住
し
て
独
立
の
生
計
を
党
む
者
で
市
長
が
適
当
と
認
め
る
連

帯
保
証
人
の
連
署
す
る
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
助
術
を
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(lA居
許
可
寄
の
交
付
）

第
四
条
住
宅
入
居
の
許
可
を
受
け
た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
手
続

を
完
了
し
た
と
き
は
、
別
記
笏
一
二
号
様
式
に
よ
る
許
可
街
を
交
付

す
る
。

（
使
用
料
の
額
）

第
王
条
条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
使
用
料
の
額

は
、
左
の
表
の
と
•
お
り
と
す
る
。

に

,'，'̀ 

し
'
•

代欠
珂負
者又
名は

〖腐
つが
てあ
•9 ...... 
95 る
すと
るき
文市
忠艮

裔

＇旦
し

を

市
長

代
理

住
民
登
録
そ
の
他
、
王
管
事
務
に
関
す
る
文
雹
一
木
印
一
・
一
九
一
を

ー」

広
島
市
規
則
第
四
十
号

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
，

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
一
―
―

P

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、

‘

一

．

総

務

局

戸

籍

―

「

別
表
中
一
市
長
印
＝
曰
一
て
ん
瞥
方
二
五
課
各
出
張
所

ヽ`

．． c
 

.'i 

雄

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の

H
か
ら
施
行
す
る
。

又
は
事
故
が
あ
る
と
き
市
長

‘
木
印

者
名
を
も
つ
て
発
す
る
文
害

二
項
の
規
定
に
某
き
印
影
の

り
市
長
撒
移
代
理
者
印
の
押
木
印

る
こ
と
が
で
き
る
文
雹

L ` 

に
改
め
る
。

ヽ

`~· J 

•• 
．
 

ー
！
ー
~
，．

 
,4 

（
図
而
省
略
）

侶
い
疾
紺
に
因
る
退
糀
等
の
場
令
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
広
島
市
規
則
第

l

l

-

＋
八
号

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

傷

い

疾

病

に

因

る

退

職

等

の

場

合

の

退

職

手

当

に

関

す

る

規

昭

和

―

―

―

十

年

八

月

＝

子

一

日

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

広

島

市

長

傷

い

疾

病

に

因

る

退

職

等

の

場

合

の

退

職

手

当

に

関

す

る

規

則

（

渡

追

忠

雄

●
●
●
-
―
―
 

・

地

質

茶

根

色

の

布

]

上

前

開

際

（

小

開

き

式

）

訊
地
質
と
以
た
色
の
ボ
ク
ン
四
個
を
一
行
に
つ
け
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
は
、
胸
部
左

‘盛

右

こ

各

一

個

と

し

、

ふ

た

を

つ

け

ポ

ク

ン

で

と

め

る

。

．

、
図
の
遥
り
と
す
る
。
．
．
、

而

形

状

は

肩
外
叫
の
端
を
屑
の
締
目
に
蒜
い
込
み
、
捺
側
を
地
質
と
似
た
色
の
ボ
ク
ン
一

と
め
る
。

夏

衣

三

璽

式
袖
一
長
袖
カ
フ
ス
つ
き
ボ
ク
乞
と
め
と
す
る
。

ズ
地
夜
一
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

ビ

衣一
―
長
ズ
・
ボ
ン
と
し
、
両
も
も
及
び
右
側
後
方
に
各
一
個
の
ボ
ケ
ッ
ト
を
つ
け
る
。

―
―
ン
一
製
式
―
形
状
は
、
図
の
通
り
と
す
る
。

地
・
究
一
黒
色
又
は
濃
紺
の
毛
織
物

円
形
と
し
、
黒
色
の
革
製
前
ひ
さ
し
及
び
黒
色
の
革
製
あ
ご
ひ
も
を
つ
け
る
。

あ
ご
ひ
も
の
両
端
は
、
絹
の
両
側
に
お
い
て
消
防
き
掌
を
つ
け
た
金
色
ボ
ク

ン

各

一

個

で

と

め

る

。

、

、

姐
の
周
囲
こ
ま
、
黒
色
斜
子
線
及
び
じ
ゃ
腹
組
金
線
を
つ
け
る
。

式

衣
を
荒
用
す
る
場
合
は
、
茶
褐
色
の
疫
を
つ
け
る
。
．

図
の
通
り
と
す
る
。
．

息靡は、
金
色
金
厩
消
防
き
寧
を
モ
レ
せ
金
色
桜
で
か
こ
む
。

・
ニ
聾
賢
翠
穂
這
燭
ocす
る
。

黒
色
の
革
、
締
輪
を
前
金
具
の
左
右
に
各
一
個
を
つ
け
る
。
．

ド
中
央
に
消
防
き
章
を
つ
け
る
。

．
形
状
寸
法
は
、
図
の
遥
り
と
す
る
。

質
一
黒
色
の
革
、
，

i

、

、

、

、

、

、

、

側
面
に
一
＿
＿
個
の
び
じ
よ
う
を
つ
け
、
ニ
下
部
に
靴
底
を
回
し
て
と
め
る
び
じ
よ

式

｀

□鰭

い

’

り

と

す

る

。

．． 
んほ脚半

製 1地
ヽ

ノミ

ン
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帳 製
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●

r
 

区

九

住

宅

名

一

単

位

金

大

芝

盛

数

が

六

畳

の

室

/

ニ

_
-
0
0円

翌

住

宅

畳

数

が

合

の

室

一

一

月

に

つ

き

＿

一

五

0
円

（

使

用

料

の

納

付

）

．

第
六
条
使
用
料
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
手
織
を
完
了
し
た
日
か

ら

徴

収

す

る

。

．

2

使
用
料
は
、
毎
月
末

H
ま
で
に
そ
の
月
分
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3

新
た
に
住
宅
に
入
居
し
た
場
合
又
ほ
住
宅
を
立
ち
退
い
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
月
の
使
用
期
間
が
一
筒
月
に
満
た
な
い
と
き

住
、
そ
の
月
の
使
用
料
は
、
日
割
計
算
に
よ
る
。
．

（

使

用

料

の

滅

免

及

び

延

納

）

．

第
七
条
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
減
免
又
は

延
納
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ

る
減
免
（
延
納
）
願
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
徴
収
及
び
盤
理
）
．

第
八
条
使
用
料
の
徴
収
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
納
額
告
知

街
に
よ
り
、
使
用
料
収
納
の
盤
理
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る

徴
収
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
●

（
使
用
期
間
の
更
新
）

第
九
条
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
期
間
更
新
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
期
間
淀
了
の
日
の
十
日
前
ま
で
に

別
記
第
よ
号
様
式
に
よ
る
承
認
申
防
街
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
｀

2

使
用
期
間
更
新
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
三
条
の
例
に
よ

り
、
新
た
に
岡
店
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

(ilt籾
員
の
暴
動
及
び
住
宅
の
破
狙
の
届
出
）

窃
十
条
入
居
者
は
、
そ
の

ilt措
貝
に
展
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
別

肥
第
八
号
様
式
に
よ
る

ilt術
負
展
動
報
告
宙
に
よ
り
、
そ
の
旨
を

市
長
に
届
け
川
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
居
者
は
、
住
宅
が
破
拍
し
た
と
き
は
ー
別
記
邪
九
号
様
式
に

よ
る
住
宅
破
損
報
告
由
に
よ
り
八
そ
の
旨
を
市
袋
に
屈
け
出
な
け
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広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

昭
和
―
―
一
十
年
九
月
六
日

広
島
市
長

渡

邊．

忠

雄、

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

・

昭

和

ー

ー

ー

十

年

九

月

五

日

．

広

島

市

長

渡

邊

忠

雄

広
島
市
規
則
第
一

l

l

十
九
号

広
島
市
産
栗
都
市
建
設
審
睾
会
規
則
の
一
部
を
改
正
．

す
る
規
則

広
島
市
産
栗
都
市
建
設
審
議
会
規
則
昭
和
ー
―
―
十
年
広
島
市
規
則
第

三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
以
下
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
条
の

次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
参
与
）
．

第

六

条

審

議

会

に

、

参

与

十

人

以

内

を

置

く

。

＇

2

参
与
は
、
関
係
官
公
庁
の
職
員
そ
の
他
学
識
経
験
が
あ
る
者
の

f

う
ち
か
ら
、
市
長
が
委
堀
す
る
。

3

参
与
ほ
、
稲
議
会
の
所
掌
事
窃
に
参
与
す
る
。

翁

班

）

、

第
七
条
粥
職
会
に
、
幹
事
十
人
以
内
を
腔
く
。
．

2

幹
事
は
、
市
職
戯
阪
ひ
審
議
会
の
推
胞
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

市
長
が
任
命
又
ほ
委
堀
す
る
。

3

．
幹
事
は
、
徘
識
会
の
所
掌
事
窃
に
つ
い
て
委
負
を
補
佐
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
ほ
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー

ー
ト

昭
和
二
十
九
年
広
島
市
規
則
第
五
生
―
―
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
号
中
「
百
分
の
百
」
を
「
百
分
の

i

八
十
か
ら
百
分
の
百
ま
で

の
範
囲
内
に
お
い
て
任
命
描
者
が
市
長
の
承
認
を
得
て
定
め
た
制

合
」
に
改
め
る
。

附
則

•
こ
J
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
一
＿
＿
十
年
八
月
十
八

日
か
ら
適
用
す
る
。
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昭
和

右
の
と
お
り
母
子
住
宅
入
居
を
許
可
し
ま
す
。

許
可
帯
号
第

別
記
第
三
号
様
式

｀ ＼ ・広
ヽ

（こ
島．

：、市
！長

入
居
を

必
嬰
と

す
る
珂

由 の
状
況

現
住
居

梅 負 枇 入

成

9
,
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年
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殿
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¥'ーし‘ー
↓9’

日

広
島
市
長

氏

名

．

、
．
 

入
居
住
宅

入
居
者
数

氏 計 広
島
市

9‘
 

“
'
 

P
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，
 

,
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＂ 
＇ 

t
.

＼

¥Jiiい，愈

r

ヽ
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｀` 
名

⑪ 

ヽ

名
田
子
住
宅
第

号

母

子

住

宅

入

居

許

可

祖

広

品

市

長

殿

昭

和

年

月

右
の
と
お
り
に
つ
き
田
子
住
宅
入
居
を
許
可
下
さ
い
ま
す
よ
う
申
諮
し
ま
す
。
．

昭

和

年

月

日

右
申
濶
布
住
所

＇
・
氏
名

＠ 

9’ ● 

●'-， 

t' ， 

，＇  

右
使
川
浙
仕
所

氏

H
 

右
の
と
お
り
舟
子
住
宅
使
川
料
の
醗
碑
を
お
願
．
い
し
ャ
上
'
。

使
用
者

氏

名

減
免
叉

ほ
延
納

を
希
望

す
る
月

分
別
記
第
四
号
様
式

母

子

住

宅

入

居

許

可

申

諧

杏

．
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申
睛
者

年
訟
函
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現
住
所

氏

名

|
|
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盲
業
＿
璽
，

ー

碍

岱

麟

一

幻

，

名

京

贅

翠

勤

務

事

菜

場

名
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使

用

住

宅

減

免

ー
希
望
額

国

．

子

住

宅

使

用

料

疇

麟

願

広

島

殿 連
帯
保
証
人
本
籟

・
現
住
所

使

用

者

本

籍
現
住
所

昭

和

年

．

月

日

右
の
条
項
履
行
脊
約
の
証
と
し
て
署
名
押
印
し
ま
す
。

＇ 
使

用

の

住

宅

・
ト“
`

汀

号

様

式

炉

：

る

住

宅

返

還

届

に

よ

り

町

計

計

引

叶

「

別
記
第
二
号
様
式

脊
約
し
ま
す
。

市

長

使

用

料

使
用
料
納
付
期
限

使

用

期

間

，
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蝉
に日

害

氏 氏
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使
用
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一
箇
月

延

納

希

菫
期

日
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阻

則

こ
の
規
則
ば
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
箇
月

毎
月
末
日
限
り

許
可
の
日
か
ら
二
箇
年

減
免
叉
は
延
納
願
出
の
理
由
．
一
．

氏

名

一

綿

柄

一

年

齢

一

塁

―

勤

務

事

業

讐

一

平

均

月

収

一

摘

●
●
—

T

「

ー

1

「
~
「

家

族

＿

」

一

―

―― 

の

'

,

.

-

l

[

[

ー

ー

ー
ー
「
「

-

l

-

―
 

ー
ー
「
一
_

―

―

 

l

-

＿
-

状

況
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民

生

委

虹

の

窓

見

（
署
名
押
印
す
る
こ
と
。
）
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名 名

．．要 ⑰ ⑰ 

広

島

市

斑

子

住

宅

第

号

（
登
、
建
具
そ
の
他
造
作
付
）

円

円

右
の
と
お
り
住
宅
の
使
用
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
に
つ
い
て
ほ
、
左
の
事
項
を
履
行
す
る
こ
と
を

母
子
住
宅
条
例
及
び
母
子
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
条
項
ヽ
そ
の
他
市
の
指
示
を
達
守
す
．

る
こ
と
。
若
し
使
用
者
に
お
い
て
使
用
料
の
納
付
そ
の
他
の
義
務
を
囮
行
し
な
い
と
き

は
、
保
証
人
に
お
い
て
使
用
者
と
連
帯
で
そ
の
一
切
の
義
窃
を
履
行
す
る
こ
と
。

二
住
宅
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
使
用
に
つ
い
て
ほ
、
最
普
の
注
意
を
払
う
こ
と
。
・
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． の 線 の 和す関に法道告
区種三る係某＾路示示

','.,.- 城名類・ + °図き昭の第
し 図

年 而道和区九,,..,, 
.．．．g, 八 は路二城十而

．9:．虐」` 江市広月 ‘の十の一

I・｛
ば、‘,"［;トー 波道島二広区七変号別

糾．か潟
，． ． 皿市十島域年更 紙

: ・、 1,
山、長三市を法に の
線・ 日建次律関 通

設の第す り--:
• •• a.．．. い 渡局よ百る 備

.'. •':: ： • • : 土う八堂 ＾ 考
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木に十ホ ．別
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珂地

山城

開

催

日

時

開

催

場

所

広
島
市
告
示
第
九
十
三
号

建
築
胡
準
法
（
昭
和
二
●
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

娩
一
項
但
粛
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
某
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
開
を
行
う
。

昭
和
―
―
一
●
年
八
月
二
十
七

H

-

．．

広

島

市

長

遜
渡

忠

雄

路
名
一
供
用
開
始
の
区
問
，
＿
供
用
開
始
の
期
日
＿
備
考

ー

罰

謬

番

地

の

l

。
一
昭
和
―
―

-
i
-

江
波
―
―
―
―
―
―
―
-
＿
番
地
の
一
宍
九
月
一
日

江
波
皿
山
線

地
先
ま
で
・

綜

検

査

実

施

検

査

実

施

一

期

日

ー

場

所

I

月
＿
―
-
日
＿
戸
坂
小
学
校
＿
戸
坂
町

四
日
麟
麟
繹
相
事
務
一
大
洲
町
、
南
聾
墜
町

一所

五
日
＿
｀
荒
神
小
学
校
西
璽
展
町
、
荒
神
町

六
H
＿

広

島

市

場

醤

欝

、

松

原

町

・

七

H
一
広
島
．
市
場
一
松
原
町
．

|

]

止

大

欝

唇

所

一

大

須

加

は

町

+
-
n一
矢
賀
小
学
校
矢
質
新
町
、
矢
賀
町
、
応
投
町

十
二
＂
＿
応
焚
小
学
校
＿
讐
＇
嘔
踪
、
閉
町
、
京

土＿＿

H-
牛
川
小
学
校
一
牛
川
町

十
四

R
-
F
n
椅
小
学
校
仁
保
町
（
脊
岱
、
向
料
，
堀
越
） ’ 

検

査

実

施

区

域

広
島
市
告
示
第
九
十
四
号

計
批
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
七
号
）
の
規
定
に
抜
き
、

広
島
市
の
計
批
器
定
期
検
査
を
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
。

昭
和
＝
平
＇
年
九
月
二
日

広
島
市
長

渡

追

忠

雄

八 七

｀ 
理地

由域

住居地域

当該建築物は、建築非迪・法第四十九条

第一項（別表第一（い）項第二号）の建

築制限に該当するので＼同条同項但忠

の規定による許可に開し行りものであ
る。

ま 宅

よ
＇,＇， , 1,． 

塩i 
破

の 日
で

住使．． 
ー損'

お

に
I'•. ' , 1` ＇・`

屑 届

し
宅用

•そ ※ ． 
;,'.-

・氏 広 :.. 

靡＿．

． I 

“‘ , 

． ． ． 瓜塁
や↓ヽ・ 疇， 名

． ヽ

⑪ 
. 5, 

, 9.  

号，＇・．~, 
.'.. ~ ·• :-

,i:'• f".. 

五

広
島
市
告
示
笏
九
十
六
号

昭
和
ー
ー
字
＇
年
九
込
ニ
ハ
日

｀

広

島

市

長

渡

辺

9 1’ ヽし』9

雄

広
品
市
告
示
第
九
十
五
号
・

建
築
某
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
1

号
）
節
四
十
九
条

第
二
項
但
雹
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
茄
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
開
を
行
う
。
、

昭

和

ー

―

―

十

年

九

月

五

日

．

り

，

‘

.

広

島

市

長

渡

追

忠

．

雄

開
催
日
時
昭
甜
一
二
十
年
九
月
八
日
午
後
一
時
一
＿
＿
十
分

開
催
塙
所
広
島
市
国
泰
寺
町
―
―
―
九
番
地
洩
野
図
粛
館
紹

四
阻
蓋

患
署
住
所
広
島
市
国
泰
寺
町

1
0
一
の
一
番
地

―

-
0
の
二

．

患
叩
者
氏
名
渋
下
常
四
郎
，
．
‘
.

¥
0
一
の
一
帯
也

―-
0
のニ
-
t

建
築
堪
所
広
島
市
国
泰
寺
町

用
途
概
要
摺
硝
子
製
造
工
場
、
木
造
二
階
建
、
四
五
坪
、

延
七
六
坪
、
動
力
四
馬
力

．

．．

域

商

栗

地

域

．

由
当
該
建
築
物
は
、
建
築
茄
那
法
第
四
十
九
条
邪

二
項
（
別
表
第
一
（
ろ
）
項
第
一
＿
一
号
の
（
宅
）
の
建

砲
制
限
に
該
当
す
る
の
で
同
条
伺
項
但
冴
の
許

可
に
閲
し
行
う
も
の
で
あ
る
。

八七

珂！地

-
六五四三

二
十
日
一
広
島
市
役
所
一
右
区
域
全
般

二
十
一
日
一
広
島
市
役
所
右
区
域
全
般

受
附
時
間
午
前
九
時
―
―
―
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

但
し
、
右
の
検
亜
実
施
区
域
内
に
お
け
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の

工
作
物
に
取
り
付
け
て
使
用
す
る
計
批
器
及
び
迩
搬
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
市
長
の
許
可
を
受
け
た
計

批
器
の
定
期
検
査
は
、
，
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
。

‘

ー
検
査
実
施
期
日
昭
和
三
十
年
十
月
十
七
日
か
ら
昭
和
三
十
年

十
一
月
―
―
―
十
日
ま
で

計
批
器
の
所
在
の
場
所

検
査
実
施
場
所
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白
島
東
中

町 西
白
島
町

西
白
島
町

西
白
島
町

西
白
島
町

西
白
島
町

四
ノ
一
外
二
班

六
六
ノ
一
外
一
畑

六
入
ノ
一
外
二
確

・大

r 即

邦

男 易 市、

古

林

羞

汀 外艶

名子 男

誕
信
託
銀
行

株
式
会
社 雄 油

輝
一
繹

•
1

・

1
.
I
'
,

.. ,
 ．．
 

＂
第
五
十
七
回
仮
換
地
変
更
指
定
、
第
一
＿
＿
十
五
回
仮
換
地
補
充

．．
 

指
定
及
び
仮
換
地
借
地
描
指
定
取
消
の
発
表
に
つ
い
て

一

・

一

仮

換

地

元

《

更

指

定

及

び

同

柿

充

指

定

ー

・

1

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
典
土
地
区
画
黙
珊
施

行
に
伴
う
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
画
漿
理
委
負
会
の
諮
問
を

経
て
仮
換
地
の
変
更
並
び
に
補
充
が
決
定
し
た
か
ら
、
関
係
者

ほ
、
東
部
復
典
水
移
所
で
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

2

士
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
の
指
定
遥
知
雹
は
、
土
地
所

有
届
を
提
出
の
者
に
．
の
み
送
逹
す
る
p
．
な
お
、
・
土
地
所
有
届
を

ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た
い
。

，3
．
今
回
発
表
の
土
地
を
売
却
又
は
覇
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
に

必
ず
東
部
復
興
事
務
所
に
協
議
の
上
取
り
迎
び
願
い
た
い
。
万

．
一
連
絡
が
な
い
場
合
は
、
法
定
し
た
仮
換
地
の
指
定
を
取
り
消

す
こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
是
非
連
絡
方
実
行
さ
れ
た

、。
,
2
 

4

前
記
仮
換
地
の
効
力
発
生
の
時
期
及
び
借
地
権
そ
の
他
の
権

利
に
つ
い
て
ほ
、
追
つ
て
指
定
す
る
。
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卯
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卯
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八

村
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長
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郎
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佐

吾
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郎
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八
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中
島
本
町
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-
0
五
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四

〇
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中
島
本
町
．
一

0
五

ノ

四

四

中
島
本
町
＿
一

0
五

ノ

四

五

中

島

本

町

一

0
五
ノ
ー
七
一

中
島
本
町
―

1
0
五
ノ
一
九
4
-

中
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仮
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第
五
十
七
同
仮
換
地
変
更
指
定
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一

JII 
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野

町

七
三
七
ノ

正

田

誠

新
川
場
町

竹
岡
ジ
ヅ
．
コ

外
二
名

ク

新
川
場
町

生

田

寿

作

下

中

町

日
本
電
信
霜
話
公

杜

昭
和
町

西

田

佐

市

濶

生

町
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1 円 I 島 1 田株
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広
島
市
告
示
第
九
十
八
号

消
路
区
域
決
定
に
関
す
る
告
示

逆
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
怯
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
笏
一
項

の
規
定
に
某
き
、
消
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
街
は
、
広
島
市
建
設
局
に
お
い
て
一
般
の
築
況
に
供
，

す
る
。

」
昭
和
ー
ー
ー
十
年
九
月
六
日

“ 
ベ‘•

三番賂
二地珂

塀 仁 路

響謀
字名

I 

仁仁
保保
町町 1終l起
字字・
掘期
越 越
完 三
百十
三七
十哨
九地
喘の
地 地
の先

盟 「I曲雄

広
島
市
告
示
第
九
十
．
七
号

市
道
路
線
認
定
に
関
す
る
告
示
・

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
紹
百
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に

悲
さ
、
市
道
の
路
粽
を
次
の
よ
う
に
認
定
す
る
0

.

そ
の
椀
係
図
而
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
諜
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

昭
甜
ー
―
―
十
年
九
月
六
日

広
島
市
長

渡

迅

忠

関
係
図
街
縦
覧
場
所

広
島
市
甚
市
一
番
地

広
島
市
建
設
局
東
部
復
典
ホ
務
所

胡 1町 r

銀

田

土

竺1三1地
五•地

所

ー

土

地

所

有

者

氏

名

借

地

権

者

氏

名

在

こ一
広

島

行

＿

安

悧

一

広
島
平
和
記
念
都
市
建
骰
事
業
東
部
復
典
土
地
区
両
賂
理
施
行

に
伴
い
、
さ
き
に
発
表
し
た
左
記
の
土
地
に
対
す
る
借
地
椛
の
指

定
は
、
土
地
区
画
盤
珂
委
員
会
の
諮
間
を
経
て
こ
れ
を
坂
消
す
こ

．
と
に
決
定
七
た
か
ら
、
関
係
者
ほ
、
東
部
復
興
事
称
所
で
詳
細
承

知
さ
れ
た
い
。
．．
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金
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ヽ
ヽ

広
島
市
訓
令
第
一

l

l

十
八
号

広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
理
事
務
所

広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
理
事
務
所
処
商
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。
；昭

和
一
＿
平
＇
年
九
月
一

H

｀

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
珂
事
務
所
処
移
規
程
[

（
館
長
）

第
一
条
広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
珂
班
窃
所
（
以
下
「
管
理
事
窃

，
所
」
と
い
う
。
）
に
、
所
長
の
外
、
左
に
掲
げ
る
樅
名
の
罹
員
を
骰

＜
 

・
一
平
和
記
念
館
長

rl

公
会
堂
館
長

三
平
和
記
念
疑
料
館
長

2

平
和
記
念
館
長
、
公
会
堂
館
長
及
び
平
和
陀
念
貸
料
館
長
ほ
、

所
長
を
補
佐
し
＼
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
関
係
職
員
の
担
任
す

る
事
務
を
藍
好
す
る
。

（
所
長
の
専
決
事
項
）

堕
一
条
所
琵
が
芯
決
で
き
る
事
項
は
、
左
の
と
お

b
と
す
る
。

ー
所
屈
糀
位
の

nf窃
分

掌

に

開

す

る

こ

と

。

＇

二
所
屈
瑞
員
の
勤
窃
時
間
、
休
憩
時
問
及
び
勁
移
を
嬰
し
な
い

H
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
所
属
硫
ハ
の
休
暇
泳
認
及
び
市
内
出
張
命
令
に
関
す
る
こ

と。

四
所
属
糀
位
の
超
過
勤
務
命
令
及
び
休
H
勁
務
命
令
に
椀
す
る

こ
と
。
．

五

当

直

nの
勁

務

に

関

す

る

こ

と

。

‘

六
収
大
命
令
、
安
川
命
令
及
び
振
秤
命
令
に
閲
す
る
こ
と
。

七

ご
"-t十
万
円
未
澁
の
杓
＂
血
の
防
入
伺
及
び
作
紐
伺
に
関
ず

．
る
こ
と
。

八
一
件
只
往
料
の
年
額
又
は
総
割
が
二
十
万
円
未
洪
の
財
所
の

代
与
又
は
併
受
に
関
す
る
こ
と
。

九
見
積
価
格
●
万
円
未
油
の
不
川
"ml
の
俎
分
伺
に
関
す
る
こ

~
と
。

•
他
川
料
、
烈
笠
料
、
そ
の
他
こ
れ
に
伽
工
る
収
入
金
の
吠
謀

|

＇
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らte, 
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＇ 

二
『
●
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9
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；・了

i
i

号
.
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、
1

、

1
＇ヽ硲第'

(
 

広
島
市
敬
育
委
員
会
訓
令
刃
ー
I
l

号
ー

'• 
，`， ， 

r る :, ; :． 

．

．
 

ヽ

'
（
・
‘
`

1

、

’↓

’

 

,‘9
、

，
 

＇ 

・＇
),` 

“
 

．
 

’
 

,`
 

,' 
．
 

,

1

 

◎
教
育
委
員
会
事
項

しt'

一
九

i 9 

ヽ

,, 

亦
務
吏
位

総
務
局
戸
笥
牒
兵
を
命
ず
る
，

、

市

務

吏

伐

厚
生
屈
衛
生
牒
投
を
命
ず
るホ

務
吏
は

厄
生
局
労
政
牒
投
を
命
ず
る市

務
史
伐

建
殻
局
総
粉
謀
兵
を
命
ず
る
．
＼
・

井

．

上

只

．雄
卜

，
 

ょ

．

賣

9
1

1

0

9

、

ャJ4
i
 

＊ 

1,5 

徴
収
、
減
免
及
び
逮
付
に
腺
す
る
こ
と
。

十
一
保
証
金
の
徴
収
、
遼
付
及
び
未
払
金
損
害
金
へ
の
充
当
に
＇

9

関

す

る

こ

と

。

．

十
二
平
和
記
念
館
、
公
会
堂
、
平
和
記
念
費
料
館
、
平
和
記
念

・
公
園
、
そ
の
他
平
和
記
念
施
設
の
使
用
許
可
及
び
入
場
の
制
限

そ
の
他
管
理
上
必
要
な
処
骰
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
難
易
又
ほ
定
例
の
証
明
、
照
会
、
回
答
、
届
出
、
報
告
、
．

通
強
、
申
諮
等
に
開
す
る
こ
と
●
●
9
,

（
専
決
に
つ
い
て
の
特
例
）
．
．

第一
l

一
条
所
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
専
決
事
項
で
あ
っ
て
も
、
左

に
掲
げ
る
事
項
は
、
上
司
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
“

一
煎
要
叉
は
臭
例
に
屈
す
る
事
項
口

二

規

定

p
解
釈
上
疑
義
が
あ
る
事
項

（
管
珂
状
況
の
報
告
）
．
’

第
四
条
所
長
は
、
平
和
記
念
館
、
公
会
堂
、
平
和
記
念
炎
料
館
、

平
和
記
念
公
園
、
そ
の
他
平
和
記
念
施
設
の
管
珊
に
隧
し
取
h
扱

．
っ
た
事
項
を
、
毎
月
、
文
審
を
も
つ
て
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
公
印
）

第

王

条

管

珂

事

務

所

に

、

脊

裔

嘉

<
o
.

讐

＿

ひ

な

形

了

一

寸

法

ー

使

用

区

分

＿

g＿9個
数

広
島
市
平

広

島

市

平

和

苔

一

五

和

記

念

施

、、

質

印

記

念

施

設

腐

れ

い

術

ミ

リ

メ

芦

霜

碑

木

印

一

事

務

所

長

之

印

！

ト

ル

も

つ

て

発

す
る
文
由

（
事
務
処

Fn)

第
六
条
こ
の
規
訟
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

t"Fn事
窃
所
に
お
け

る
文
恕
の
取
扱
、
公
印
の
使
川
そ
の
他
の
事
務
処
珂
は
、
＊
庁
の

例
に
よ
る
。

小

林

•延

恩を

広
島
市
事
窃
吏
員
に
任
命
す
る

珂
市
に
補
す
―
d

'

十
四
級
一
号
給
を
漁
す
る

産
架
局
長
を
命
す
る

JII 

＊
 

“浄

r
 

Jノ

珂
事
に
補
す
る

+
＿
_
＿
級
‘
一
号
給
を
給
す
る

厚
生
局
托
を
命
ず
る

JII 

瀬

秀

夫

市
務
吏
員

広
島
漉
誘
委
負
会
委
負
を
免
ず
る

（
八
月
十
六
日
）
・

・

助

役

総
務
局
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

市
務
吏
負

向

井

買

佐

々

木

銑

加

際

政

夫

（
市
長
事
務
部
局
）

◎

辞

令

昭
和
三
十
年
八
月
一
日

.

，

広

島

市

教

育

長

宮

川

造

六

第
六
条
中
第
一
＿
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
＿
一
号
と
し
、
第
一
号
を

第
二
号
と
し
、
．
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
定
例
又
は
輛
品
な
杜
会
教
育
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
に
開
す

る
こ
と
。

＇ 

1

,

 

広
島
市
教
育
委
員
会
事
務
局
課
長
専
決
規
程
・
（
昭
和
二
十
六
年
四

月
十
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。

．
 

．
 
J9, 

9
9
,
 

,

、

.
,

9

9

,

 

、̀
9

,

9

.

”’
 J‘

・

ヽ

'
,

^
，
．
，
．
＇
，
`
4
9
.
,
•
,
9
~
r
"

，
1

‘
f
 

．ヽ．
 

'
，
 

'`’•' 

• 

'̀u 

9

,

、
t

,

J̀、

l
7
 ＂` 

ー、―ヽ
.
.
 
-
9
 

・・，』 ＇ 

・ノ

ヽ

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
処
務
規
猫
（
昭
甜
二
十
八
年
広
島
市
訓

令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
三
十
年
八
月
十
八
日

．

広

島

市

長

渡

追

忠

雄

J

第
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

布
務
局
に
左
の
係
を
罷
く
。

庶
窃
係

餌
珂
係

粟
謗
係

給
食
係
，

第
二
条
中
布
窃
局
の
分
掌
事
務
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

布
秒
局

庶
秒
係

昭
和
―
―
―
十
年
八
月
十
八
日

広

島

市

長

渡

追

忠

-＿雄

広
島
市
訓
令
第
三
十
一
号

自

動

』

車

課

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院

総

移

．

局

調

査

謀

公

会

堂

事

務

ヽ

所

広
島
平
和
記
念
館
事
謗
所

建

設

局

計

画

課
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．． 
広
島
市
訓
令
第
一
―
-
＋
号

・1
・・i
―
1
1
9

◎

訓

令

已全“

招
葉
日
時
昭
和
ー
―
―
十
年
九
月
二
十
一
日
午
後
一
痔

招
集
場
所
広
島
市
役
所

渡
'
,
I

広
島
百
告
示
第
九
十
九
号

た
記
の
通
り
定
例
広
島
市
睾
会
を
招
集
す
る
。

昭
和
一
二
十
年
九
月
十
四

H

広
島
市
長

邊

忠

堆．

区路・路I旦§哀晶
城名類

間、.I !~ 

- 1 _ 

鸞
ー．の． 卜幅
六 Jレ員'‘

I. 
I ，キ延

〇＇口
・メ

二 l
二，卜

五 JI,長

広
島
市
長

市
道沐

町
字
塀
越
線

ヽ

ヽ•

．渡

遜

忠

雄

'[ 

.~ 

・

ー

ィ＇．翠
'̀
I，宅
A

ぃ

i
g
ぶ星

.；・・、＇5
,

う、
9
芯
．
苺
屯
’
泊
面
§
・
姜
沿
"
,
1
,
1
9
1
J•• 

5
.
9
．
ベ
ー
礼
、
訂
・
’
9,．[＇‘

•• 

,
．
`
 ．． 
r:,.
3,
r
,
’
.
-
.
＇
r
5

,＇．＂．̀
9`.tJ.K. 

し、'“・;力入
2
;
9
,
＆

•>'; 

．．
 

＾
1

、

..；
6●
‘
.
3
t
.
”
らい

9"

ヽ

'~ 

一
人
専
汲
び
誰
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

．
．
．
 

二
文
寄
の
接
受
、
発
送
、
作
成
及
び
保
管
漿
理
に
関
す
る
こ

'
と

三
財
産
の
管
珂
に
開
す
る
こ
と
。

四
院
内
の
筈
備
、
取
締
及
び
消
掃
に
開
{
•
る
こ
と
。

'

五
公
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六
事
務
局
の
庶
務
及
び
他
の
い
ず
れ
の
所
管
に
も
属
し
な
い

も
の
に
関
す
る
こ
と
。

鋒
現
係
・

一
予
邸
及
び
決
尊
に
開
ず
る
こ
と
。

二

会

計

布

商

に

関

す

る

こ

と

。

．

三
物
品
の
出
納
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

≫
 

業

務

係

'

.

一
患
者
の
受
付
及
び
入
退
院
に
闊
す
る
こ
と
。
．

二
社
全
保
険
及
び
一
般
医
療
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
'

三
診
療
録
の
賂
備
及
び
統
計
に
開
す
る
こ
と
。
・

給
食
係

.
-
．
患
者
給
食
に
閲
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
中
「
諜
に
謀
長
を
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次

の

よ

う

に

改

め

る

。

．

，

2

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
事
窃
局
に
事
窃
次
長
を
腔
く
。

3

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
総
看
識
婦
長
及
び
喜
蘊
長
を

辰
く
。

第
四
条
第
二
項
中
「
謀
長
、
」
を
削
り
、
同
項
を
第
一
＿
＿
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

2

布
務
次
長
ほ
、
事
務
長
を
補
佐
し
、
所
管
事
務
を
掌
理
す
る
。

庁

中

一

般

広
島
市
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
九
日
広
島
市
訓
令

第
七
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
三
十
年
八
月
十
八
日

広

島

市

長

渡

迫

忠

雄

．

第
三
条
中
「
主
任
を
含
む
。
」
を
「
室
に
腔
く
事
謗
局
の
長
を
含

む
。
」
に
改
め
る
。

第
十
条
市
長
室
長
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
庁
用
乗
用
自
動
車
（
専
用
車
を
除
く
。
）
の
配
車
に
腺
す
る
こ

と。

五
庁
用
乗
用
自
動
車
の
睦
易
な
修
珂
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
中
自
動
車
課
長
及
び
調
査
諜
長
の
項
を
削
り
、
総
移
局
総

務
課
長
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

．．

．

六
定
例
瞬
亜
に
お
け
る
調
査
員
の
選
定
及
び
改
任
並
び
に
調
査

区
の
骰
院
及
び
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

七
定
期
的
調
査
の
統
計
表
提
出
及
び
統
計
寄
の
編
集
発
行
に
関

す
る
こ
と
。
．

広
島
市
問
令
第
三
十
二
号

広
島
市
事
移
分
掌
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
一
＿
＿
十
年
一
．

広
島
市
条
例
第
二
十
五
号
）
及
び
広
島
市
平
和
記
念
施
設
管
理
事
務
，

所
条
例
（
昭
和
三
十
年
広
島
市
条
例
第
二
十
七
号
）
の
施
行
並
び
に

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
処
務
規
程
の
一
部
改
正
（
昭
和
三
十
年
広

島
市
訓
令
第
一
―
―
十
号
）
に
伴
い
、
左
記
上
段
の
所
屈
職
員
（
准
腺
負

及
び
臨
時
戦
負
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
別
に
辞
令
を
用
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
年
八
月
十
八
日
附
を
も
つ
て
下
段
の
勤
移
箇

所
に
発
令
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

已0--n 

自

動

車

謀

社
会
保
険
広
島
市
民

病
院
庶
移
謀

社
全
保
険
去
島
市
民
'

病
院
会
計
謀

総

務

局

閲

査

腺

公

会

堂

事

窃

所

平
和
記
念
館
祁
務
所

建

設

局

計

両

諜

建市平窄平総病社病社市
手移和務和，院全院会

秘匹所記所『已項保珀保
局念念局窃険移険＝
総施施叫駆局広•長

去几三｝d恥、

務麿隠蒋 島島
市市

牒理理諜民民室
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ず
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ず
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踊
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負

．

加

膀

．

政

夫

．

一
月
一
＿
＿
十
日
ま
で
休
樅
を
命
ず
る

・一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
＿
―
-
第
二
項
に
よ
広
島
市
中
小
企
業
證
備
近
代
化
碑
姿
諸
問
委
負
会
委
員
を
免
ず
る

り

昭

和

ー

―

―

十

年

十

一

月

＝

―

●

日

ま

で

給

料

、

扶

旋

手

当

及

び

勤

務

地

事

移

吏

員

川

瀬

．

秀

夫

手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

J

広
島
市
中
小
企
栗
設
備
近
代
化
紬
資
諮
問
委
負
会
委
員
を
命
ず
る

技
術
吏
員
．
久

．
保

辰

．

二

‘

ー

市

議

会

識

員

木

野

霧

雄

翡
の
期
間
を
昭
和
ー
―
―
十
一
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
更
新
す
る

•

広
島
市
中
小
企
業
設
備
近
代
化
讐
藷
問
委
員
会
委
員
を
委
嘱
し
ま

ー
一
般
詭
の
職
員
の
給
与
に
雙
す
る
条
例
第
十
一
＿
一
条
の
＿
―
-
第
二
項
に
よ
す

り
昭
和
―
―
ー
十
一
年
二
月
二
十
九

H
ま
で
給
料
及
び
勤
移
地
手
当
の
そ

れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

.

，

、

技

術

吏

員

高

田

勝

治

休
職
の
期
間
を
昭
和
ー
―
―
十
年
十
一
月
一
＿
一
十
日
ま
で
更
新
す
る

・
一
般
檄
の
職
員
の
給
与
に
隧
す
る
条
例
第
十
＿
＿
一
条
の
＿
―
-
第
二
項
に
よ

り
昭
和
一
＿
＿
十
年
十
ゴ
月
＝
―
十
日
ま
で
給
料
、
扶
投
手
当
及
び
勤
務
地

手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る

．

技

術

吏

員

山

｀

本

窪

一

休
職
の
期
間
を
昭
和
ー
ー
一
●
年
十
二
月
ー
―
―
十
一
日
ま
で
更
新
す
る
"

一
殷
職
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賛
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給
与
に
関
す
る
条
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第
十
三
条
の
三
第
二
項
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よ

り
昭
和
ー
―
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十
年
千
二
月
＝
平
'
-
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ま
で
給
料
、
扶
毀
手
当
及
び
勤
務

地
手
当
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そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
紛
す
る

‘

技
術
吏
員
ー
前

広
島
市
と
帝
検
査
員
を
命
ず
る
、．

広
島
市
食
品
衛
生
藍
視
負
を
命
ず
る

・

広
島
市
親
税
術
生
監
視
員
を
命
ず
る

（

各

通

）

助

役

佐
事

務

吏

員

川

ダ
広
島
市
工
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設
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委
員
会
委
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を
命
ず
る

.
、
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談

会
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木
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、
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（
各
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）
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燕
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ヽ

広
品
市
技
術
吏
災
に
任
命
す
る

抜
師
に
補
す
る

九

級

二

号

給

を

給

す

る

・

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
勁
粉
を
命
ず
る

nt 

-―-
1

 ＇ 

広
島
市
巾
央
卸
究
市
埠
猟
沢
委
位
仝
委
位
を
筋
き
ま
す

J
 

.
、

ん

〈

中 ‘ 

罰

村

勝

田

松

田

森

、

本

山

木
新

・

沢

白

井
宮

地

松

坂
他

永

.`‘~ {

伊

朦

．

秋

田

．

広
島
市
産
業
都
市
建
設
徘
競
会
委
員
を
委
載
し
ま
す

・

椎

野

、

宮

田
佐

膀

西

岡

（
各
逝
）

．

大

野

木

下

、

広
島
市
産
架
都
市
建
設
審
議
会
参
与
を
委
航
し
ま
す

、

．，

事

窃

吏

負

川

涼

技

術

吏

負

寺

・
西

ホ

移

吏

負

律

田

（
各
通
）

技

術

吏

負

寺

碕

広
島
市
産
栗
都
市
建
設
帝
峨
会
幹
事
を
命
ず
る

教

育

長

宮

川

広
島
市
産
業
都
市
建
設
廂
姦
全
斡
亦
を
委
菰
し
ま
す

（
以
上
九
月
六
日
）

！登源
繁一辰

ー ・ 次

信郎三郎実

爪 実
ヽ

．蔽

顕

治

造

六

幸其正秀

． 
・助行雄夫

征台 正忠消義惣市憲実

一助庭雄郎雄 ｀之男真正三郎造ーキ次市

隆
秀幸

――
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’、 , 事

務

吏

員

馬

場

事
務
吏
負

会
計
課
用
度
係
長
を
命
ず
る事

務

吏

負

吉

．

田

厚
生
局
社
会
謀
国
民
健
艇
保
険
調
査
係
長
を
命
ポ
る

．

事

務

吏

員

木

．

村

厚
生
局
衛
生
諜
保
健
係
長
を
命
ず
る

．

事
務
吏
員

ー
松

本

厚
生
局
衛
生
課
箔
掃
係
長
を
命
ず
る

市

猪

吏

負

．

和

田

福
祉
事
務
所
庶
窃
係
長
を
命
ず
る

，

技

術

吏

員

，

朦

永

建
設
局
総
務
課
庶
窃
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

員

朦

井

建
設
局
総
務
諜
経
理
係
長
を
命
ず
る

事
窃
吏
負

い
和

木

建
設
局
総
務
課
土
地
係
長
を
命
ず
る

技
術
吏
負

．

土

谷

建
設
局
土
木
牒
維
持
係
長
を
命
ず
る

事

登

羹

・・高

橋

建
設
局
東
部
復
典
事
那
所
補
償
課
補
償
係
長
を
命
ず
る

•
技
術
吏
負
渡
辺

建
設
局
東
部
復
興
事
粉
所

H
謗
牒

H
事
係
長
を
命
ず
る

市

務

吏

員

数

佐

段
原
出
張
所
長
を
命
ず
る

．事
務
吏
負

仁
保
旧
張
所
長
を
命
ず
る
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係
長
を
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ず
る

谷

ロ

事
務
吏
負

中
央
卸
売
市
場
管
理
諜
長
を
命
ず
る

事
務
吏
負

市
長
室
広
報
係
長
を
命
ず
る
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JII 

紹

春

男

久`

雛

広

市・

•四 糖
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利

明

幸
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英

作
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念
施
設
運
堂
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を
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ま
す
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上
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布
務
吏
員

ク

厚
生
局
社
会
諜
勁
移
を
命
ず
る

．

事
務
吏
負

建
設
局
誓
璧
蒻
を
命
ず
る

・

助

役

佐

（

各

遥

）

市

移

吏

負

汀

難

ク

広
島
市
咬
綸
競
馬
迩
党
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

市

談

会

議

員

池

永

消

ク

上

村

吉

中

野

．

tij

ク

（

各

遥

）

．

，

ノ

田

中

睦
柳

坪

東

クク

松

谷

‘i

徳

ク

秋

田

．

正

ク

；

宮

木

正

広
島
市
戟
給
競
馬
巡
腎
委
負
会
委
只
を
委
狐
し
ま
す

念

＂

述

）

助

役

佐

々

木

・
ホ

窃

吏

只

向

井

、

―

'

,

1
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買銑 夫之市一三実郎其
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木ロ
・披

松

巖芳銑

吉

岡

ふ

”1≪
 ．

 

吉金

松 満

昭

油和

名

柄
山

木

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
委
員
を
委
嘱
し
ま
す

事

移

吏

員

向

井

広
島
市
財
政
調
査
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

井

市
移
吏
員

広
島
市
財
政
調
査
委
員
会
幹
事
を
命
ず
る

山

広
島
市
財
政
調
査
委
員
会
粛
記
を
免
ず
る

（

各

涌

）

．

事

窃

吏

員

岡

ク

．

片

広
島
市
財
政
調
査
委
員
会
宙
記
を
命
ず
る

（
以
上
九
月
七
日
）事

務
吏
負

市
長
室
勤
務
を
命
ず
る

（
各
遥
）

佐

々~ 讐

木

．
幹

疹

山田

勉 繁

野

中 ・、i;r.

治

上

t
 

貞

11
貰

二正

郎之．｀

広
島
市
失
業
対
策
委
員
会
委
負
を
命
ず
る

宮

市
蹄
会
議
員

松

ク

吉

ク

（
各
通
）

、

ク

、

中
．
土

ク

田

ク

岡

広
島
市
失
菜
対
策
委
負
会
委
負
を
委
枇
し
ま
す

江

亦
蒋
吏
負

広
島
競
輪
開
催
執
務
委
員
長
を
免
ず
る
一

助

、役

佐

々

．

木

広
島
競
輪
開
催
執
務
委
貝
長
を
命
ず
る

羽

事

務

吏

負

田

・

広
島
競
綸
開
催
執
窃
澗
委
員
長
を
免
ず
る

（
以
上
九
月
八
日
）助

役

佐

々

木

事

務

吏

負

向

井

・

技

術

吏

負

甲

斐

（
各
遥
）

巻

事

務

吏

負

荒

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
述
営
委
負
会
委
員
を
命
ず
る

市

躁

会

哉

負

網

木

芳

•
池
永
消

ク

黒

・

川

義

（

各

逝

）

野

並

臣

本

田

―

―

―
市

白

井

海

老

谷

宮

今

川

卓

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
沌
悩
委
位
全
委
位
を
委
祇
し
ま
す

（
各
迎
）

Jjr
窃

吏

只

森

弘

助

江

口

．

松

ク

広

凡

市

史

糾

修

委

且

全

委

位

を

免

ず

る

｀

助

役

広
島
市
史
紺
修
委
伐
全
委
員
を
命
ず
る

佐

々

木

銑 ,'J治 ｀ 治雄郎郎夫夫其人
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義郎貰 銑

増
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ロ

松

芳

本中岡 田下本
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盛睦 ‘治一正
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義三一勝平男夫

二
五

会
計
課
兼
祁
を
命
ず
る

（
九
月
十
二
日
）

助

役

佐

広
島
市
住
宅
対
策
委
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会
委
員
を
命
ず
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市

菜

会
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負

吉
田

クク

姻

（

各

通

）

ク

．
角

ク

山

――― 竹

広
几
市
住
宅
対
策
委
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会
委
負
を
委
狐
し
ま
す

ホ

窃

吏

負

江

口
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広
島
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市
沢
住
宅
入
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廂
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会
委
負
を
免
ず
る

助

役

佐

々

木

広
島
市
市
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宅
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逃
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蒋
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ヽ

．雄吉登雄一三雄
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広
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編
修
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解
き
ま
す
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逍

）
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任

広
島
市
史
編
修
委
員
会
委
員
を
委
嘱
し
ま
す椎

野

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
競
会
参
与
を
解
き
ま
す

瀬
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月

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
議
会
参
与
を
委
服
し
ま
す

（
以
上
九
月
九
日
）事

蒋
吏
負

広
島
市
性
病
予
防
吏
員
を
免
ず
る

事
務
吏
負

広
島
市
性
病
予
防
吏
員
を
命
ず
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（
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上
九
月
十
日
）
．

技
術
吏
負

烏

谷

幾

雄

小

．．｀浦

実

男

檜

山

甫

真

悦

幸

雄

都
膀

．

忠
ll 

禾
栗

司 雄 男

（
各
遥
）

館寿貞

蓼

~, ｀
 

9

.
 ，

．
 

r

、

ヽ

市二夫'.

・,, 、.', • 『
f 

メ
．r

●疇
．
，＇

•

9
,
9

.'
,' 

i、
•

,9、
.19
｀
 ，
 

ヽ
j

“ 
9
,＇ 

-

"‘ 

t
 

象赤吉大任浜近

＝ 

ク

広
島
県
土
木
建
築
部
長

広
島
県
土
木
建
築
部
計
画
課
長

広
島
県
総
秘
部
地
方
課
長

広
島
県
苦
察
木
部
緊
務
部
長

•• 
・̀ 
’ヽ
•

• 
‘
.
..
 

`• 

ヽ．． 
・-
.

.

.

 

．．

．
 

,
 
．．
 .

r'、
ド

,
 ．
 

．
 ヽ
‘
．
．
 

t
 

,‘
,＇ 
.
^
 

．
．
 

．．
．．
．
 

'‘
、
．
．
 

，
 

．．
 
ヽ

•
、

一

9
 ..

.. ,
 

• 

.
 ̂-

r
 .

.

.

 

,
1
、,▲

・
配

．．
 

．
 

ヽ
．L

ぃ．，

．
．
 

．．
 

,. 
．． 

•. 
．．
 :

＇J<
 

．
 

”

、

’奇
'

•, 

，・ジ

・＋，．．．＂‘

ど．，凸

1ぃ旦
，塁
沿
5
-“'1冴

Il.
炉
'
‘

',.
 

r
‘

•

』

ヽ
I，`

 

．
 

．．
 

• 
，
 

谷＊関

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
員
会
委
員
を
委
嘱
し
ま
す

ー、

（

各

遥

）

事

謗

吏

員

江

口

，松

ク

加

＇
藤

政

広
島
市
農
業
生
産
施
設
再
建
礁
褒
諸
問
委
負
会
委
員
を
免
ず
る

．

事
務
吏
員
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．

瀬

秀
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問
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

広
島
市
煤
菜
生
産
施
設
再
建
臨
資
諮

（

各

通

）

助

役

佐

々

木

・

．

消

防

吏

負

石

井

広
島
市
町
界
町
名
地
番
整
●
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

9

市

識

会

議

員

中
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邑

堀

汀

永

'
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百

太

秋

田

正

講

元

．

英

西

，

名

義

岩

，

岡

住

広
土

岡
八

百
宮

．
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平
•
井

西

・

木

大
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泉

金田早大格
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道
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田
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尾
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村
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一

地
番
雅
理
審
議
会
委
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を
委
嘱
し
ま
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広
島
市
町
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名
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弘

助
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月

ク

（
各
涌
）

鍼
技

術

吏

員

本

永

数

喜蔵

因
島
市
町
界
町
名
地
番
盤
狸
審
談
会
幹
渾
を
免
ず
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浄

事

務

吏

員

川

蔵

井

上

，
貞

友

（
各
通
）
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・

ク

・

新

宅

武

査助

・

ク

台
広
島
市
町
界
町
名
地
番
賂
珂
粥
議
会
幹
事
を
命
ず
る

・

広

島

県

事

務

吏

負

小

，
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林

久

治
’
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治
広
島
市
町
界
町
名
地
帯
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審
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緑
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各

通
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広

島
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技

術

吏
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木
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司
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幸
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広
島
市
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町
名
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番
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審
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会
幹
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審
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審
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広
島
市
東
保
健
所
速
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協
議
会
委
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を
解
き
ま
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広
島
市
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＿
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五
九
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前
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の
出
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、
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国
同
項
の
次
に
次
の
1

項
を
加
え
る
。

．

．．．
ヘ

7
．
前
項
の
規
定
は
、
第
五
条
第
二
項
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

，

市島広
退
職
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
ろ
勤
続
期
間
の
計
算
に

．
．

．
つ
い
て
は
、
滴
用
し
な
い
。

-
•

'―
ヽ
ー
・

第
十
条
第
一
項
中
「
退
職
し
た
者
」
を
「
遠
職
し
た
職
員
」
に
、
．
，
．．

一
四

••••••••••••••••••••• 

「
（
以
下
・
「
失
業
保
険
金
の
日
額
」
と
い
う
。
）
の
百
八
十
日
分
に
相

、
鼻

を
担
当
す
る
国
勢
調
査
員
の
氏
名
に
つ
い
て
．

市
金
庫
事
謗
取
扱
銀
行
の
指
定
に
つ
い
て
．．
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…
…
…
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-
六
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、
当
す
る
金
額
」
を
「
（
以
下
元
失
業
保
険
金
の
日
額
」
と
い
う
。
）

”ヽ

市
長
印
等
の
印
影
刷
込
み
に
つ
い
て
．
；
…
…
…
．．．．．． 
…
…
…
…
ニ
ナ

に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て

'、9
し

昭
和
二
十
九
年
度
社
団
法
人
全
国
市
有
物
件
災
筈
共
済
会
の
経

・

二
七
得
た
額
」
に
改
め
、
同
項
に
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
と
し
て
次
の
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営
状
況
の
公
表
に
つ
い
て

．

．
 
よ
う
に
加
え
る
。
．
9

．

一
勁
続
期
問
六
月
以
土
十
月
末
満
の
者

．
九

十

日

．

、

◎
訓

．
令

広
島
市
事
謗
決
裁
規
租
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
三
―
二
勤
続
期
問
十
月
以
上
五
年
末
満
の
者
百
八
十
日
．

◎
規

．

三
勁
続
期
問
五
年
以
上
十
年
末
満
の
者
二
百
十
日

◎

辞

令

広
島
市
定
期
家
帝
市
楊
莱
蒋
規
則
の
一
部
改
正
・
・
:
........ ,
·
…
•
五

四
勤
続
期
間
十
年
以
上
の
者
、
・
ニ
百
七
十
日

広
島
市
助
役
事
謗
担
任
規
則
…
…
…
…
…•
•
r•••••

••• 
…
…
…
…
…
五

•

. 

,
•
第
十
条
第
三
項
中
「
失
業
保
険
金
の
日
額
の
百
八
十
日
分
」
を[.

｀

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
代
．
◎
雑
．
，
・報

三
二
「
失
莱
保
険
金
の
日
額
に
第
一
項
各
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の
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応
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当
該
各
号
に

・

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
,
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の
市
勢
に
つ
い
て
…
•
•

•,

.......

..

...

......... …
…
…
…
…
 

島
裡
順
序
に
関
す
る
規
則

.
,
…
…
…
…
…
…
…
五
住
民
登
録
人
口
及
び
世
帯
数
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
…
・
・
三
三
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第

一
准
職
員
の
葱
与
に
関
す
る
規
則
●
一
部
改
正

広
島
市
職
負
共
済
組
合
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
•
•
…
•
'
：
・
・
・
・
・
・
五
広
島
市
臓
負
共
済
組
合
評
峨
負
の
定
数
及
び
選
挙
に
関
す
る
規
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

‘

．三＿二

4

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
戦
手
当
の
支
給
を
受
け
る
ー

職
負
の
特
殊
勁
謗
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
•
•
•
…
六
程

．．．．
．．．．．．．
．．．．．．．．．．．．． 
；
 ．．．．．． 
r・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 

こ
と
が
で
き
る
職
負
が
そ
の
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

‘

失
粟
者
の
退
職
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
•
し
…
…

．．．．．．．．． 
六
．

＇

広
島
市
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
•
…

.... しぃ
．．． 
；… 
．．．．．． 
：

・

・

・

・

八

年

内

に

再

び

職

負

と

な

り

、

新

た

に

当

該

退

職

手

当

の

支

給

を

受

＼

け

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

な

っ

た

掲

合

に

お

け

る

そ

の

支

粕

額

．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
，
 
．．．．．．．． 

広
島
市
土
地
区
画
賂
理
法
施
行
細
則
…
…

・

広

島

市

衛

生

事

謗

委

任

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

一

ー

及

び

支

給

に

OOし
て
必
要
な
事
項
は
＼
規
則
で
定
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
に
次
の
後
段
を
加
え
る
。

示

こ
の
褐
合
に
お
い
て
、
父
母
に
つ
い
て
は
、
旋
父
母
を
先
に
し

衷
父
田
を
後
に
し
、
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
痰
父
田
の
父
田
を
先

に
し
央
父
田
の
父
母
を
後
に
し
、
．
父
母
の
痰
父
田
を
先
に
し
、
父

田
の
央
父
知
を
後
に
す
る
。

報 ．、、

建
築
基
進
法
に
よ
る
辺
路
の
位
近
の
指
定
に
つ
い
て
：
．．．．．． 
＂…ー一

昭
和
三
十
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加
に
つ
い
て
•
…
•
•
…
…
―
―

昭
和
三
十
年
度
広
島
市
特
別
会
計
建
設
費
歳
入
出
予
算
追
加
に

―――― 

．．．．．．．．．．．．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．． 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

つ
い
て

・
国
緊
器
貧
の
氏
名
並
び
に
当
該
国
勢
額
査
戊
が
担
当
す
る
潤

査
区
者
号
及
び
そ
の
区
城
、
又
そ
れ
ぞ
れ
の
国
勢
四
査
豆
の
指
祁

広
島
市
条
例
第
二
十
九
号

戟
只
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

．

職
只
の
退
職
手
当
・に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
条
例

第 11 tf,号
. ・ 

．発 ． 行

辺

忠

職
負
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
九
月
二
十
八
日

昭和30年10月20日

（水曜日）．

所＇発．行

広島市役
雄

所

9,. 

,_ 

, • 

』

｀ 
，． ．． 

ー

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
翠
年
九
月

ー

．一
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三丁―/，̀．93 .,; 

（第114号） ＇

第＾ 税第銭八二条六等項あー め
定土る数度六固整←四-•第と卜の項はのるに第第る第法にぺる‘申部者なは者よ所 ，9 

・沢地賦の並＋定ハに十 tこ
産又課年び一硲．-I- 改九改項条第申法告人め十•十

ー一八の‘申法改四四°四によきと出をかいーにつ得 1』 ,

十 よ り 給 き が 苦 ら と 部 つ て に
税は期度に条産ー め条め若の四告第啓は‘八七 丘り徴与はあ遥給認をい微係
の家日を昭’ 税条る及るし八項害三を‘同条条 条徴収所‘つ徴与め特て収る

．．．課屋に経和茶のを°び°く第 l- を百←法条 の中 第収し得市た収所ら別給す所
税 ．L... 所過三準課次 第 は一のーニを第第見-, —ーすて以畏場の得・れ徴与る得
標と在 す 十 年 税 の -b. 第項下に十-,三ー出市 項るい外は合方以る収所こ割
準し、する三度標よ ＋ ー又に改ー市百項し民 中もなの‘で法外特の得と額
は-るこ・年＾準う 条 頑は-,め条民二中中芭 -, 0)・Vヽ 所当そにの別方以との
、3土 と度昭ツに 中 叉箔及‘の税十--,→ 市と額得該のよ所の法外，な全

•I 当ッ地のか和 改 _:, Iま― Uく同八を一法法を 民す•のに特事り得事にのつ部
該 1こ 又年ら三 め 法 第項第条舘申条人 ／ ‘ - , 税る全係別情徴に情よ．所た又
土対は度起ヤ る 人 六←六第一告の税税個 ー。部る徴が収係がつ得後は
地し家を算一 ° 税 項を項二項納八割裡j人 を 又所収やする生てしこに一
又て屋いし年 削 I..- -, ←顎か付のを l- 0 -,．は得のむる所じ徴係お部
は課＾うて度 ・ c Iこ法を中らす規申 を 市 個 --i阻j方を．こ得た収るいを
家 す 以 ゜空及 を .'、第加→第る定告-,民 人 部額法得と割たす所て特
配る下以年び -, -,てえ法四義に納法税 ， の をでになと額める得‘別
の基--,下度昭 法 四百‘第項誘よ付 人 l- 市 苛まよいさの当こ割当徴
茄池甚同又和 人 銭二→三まがつす等に 民 逝．だ っ と れ 全 該 と 額 該 収
辿年準じは三 等 c+法百であてるの改 税 徴特て認た部納がの納の
醤度年＄三十 の を一第二及る同詭市め ← 収別徴めい又税適全裔方

の 度にの＝
石

市 -,条三十び法 条辞民る に の徴収，ら旨は詭当部第法
に固の係倍午 民・三の百ー第人同が税゜＿改 方収すれの一謗で叉務に

3.  2 

めはく資ド→は固造たの標二 索の課該著 が の 村 他 期 度 竪 の 標 準 登家-,しヽ係
‘他 は 産 し 一 帳 ‘定にだ課準年基屋荼税土し不固のこ日の課課準年荼録展土うる

基の損税‘等農姿よし税は度準課準標池＜適定区れに土説際は度準さ補地＄賦
準市隈の荼又人産つ菩標‘の年熙年準又均当資城'.らお地合標‘の年れ充課で諜
年町そ賦準は価税てに準当翌度合度はは衡で産のにい又帳準当翌度た腺税土期
度村 の課年炭想の当掲の．該年の帳の‘家をあ税全類てほ等の該年のも税合地日
のの他期度 屋 ＿ 陳該げ荼土度土等価当屋失るの部す地唸に某土度土r の合帳熙に
固区こ日の課 税土る礎地を坦に格咳｝こすか課若る目屋登礎地を地と帳等税お
定城れに土翌令標地事と又い又登 1こ土対る又税し特のに録と叉い又す＾ l- 今け
注のに お 地 合 以 準又情なほうは録比地しとほ標く別変つさなほうはる以と帳る．
産全類い叉帳下とはがつ家°家さ準叉て市市準はの換いれつ家°爽゜、下しー、若 •fii[j
税部すては等本さ家あた屋以屋れすは課長内の一事‘てたた屋以屋 --,つし格
の若る地炭 に 項 れ屋つ価に下にたる家すがを荼部箭索第も価に下に 家＄く＾
課し特 目屋登にたにた格係同対も価屋る認述礎をが屋二の格係同対 屋又は以
税く別のに録お価対た＾るじしの格に第めじと編あの年とでるじし 課は土下
櫻はの羹つさい格しめ第基＄てとで類二るてな入る改度す土某＄て 税家地--,
準ー事 ・いれてがて‘二部の疎す土似年場固つした築のる地準の課 合屋 補 苺
の部箭‘てた同あ課同年年固する地す度合定たため若固°陳年同す 帳 謀 充 準
茶をが 家第もじるす 項 度 度 定 る ° 課 る のに寄価た‘し定た税度定る 等暁陳年
宛国あ屋三の＄拐るたにの汗第 税土固お産格め又く資だ合の盗第 ← 今 税 度
と入るの年とで合第だお固産：：： 今地定い税に‘はほ産し帳固産二 と帳合の
な た改度す土に二 し い 定 税 年 帳叉査てのよ塞他損税‘等定熙年

し
し-ヽ若帳価

つ め薬のる地お 年雰て杏の度・等ほ産は 1見る準の競の某又杏の度 ？し＾格
たた、若固°課い度の前帝課＾ 又家税‘税こ年市そ賦準ほ産課＾ ＄く以
価た又し定た税ての 規 項 説 税 第 は屋の当上と度町の課年家税鋭荼 には下と

昭和 80年10月20日 広 島 市 報
昭和 80年10月 20日 広 島 市

F
報
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●
島
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
月
十
三
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
市
条
例
第
ー
―
-
＋
号

広
島
市
税
条
例
の
一
部
を
或
正
す
る
条
例

広
島
市
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
市
条
例
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
納
付
又
は
納
大
の
委
託
）

第
十
五
条
の
I

I

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
涵
者
が
そ
の
末
納
に
係

る
微
収
金
を
納
付
し
、
叉
は
納
入
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
た
め
、

市
長
が
定
め
る
有
価
証
券
を
微
税
吏
員
に
提
供
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
微
説
吏
員
は
、
・
当
該
証
券
に
よ
り
最
近
に
お
い
て
取
京
が

確
実
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
取
り
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
金
額
を
も
つ
て
当
該
納
付
し
、
叉
ば
納
入
す
る
こ
と
の
委
託

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
立
の
た
め
贅

用
を
要
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
移
者
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• ヽ

日
か
ら
適
用
す
る
。

2

昭
和
三
十
年
尤
月
一
且
即
の
退
職
に
よ
り
支
給
す
る
或
正
後
の

職
負
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と

い
う
。
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る

8

昭
和
三
十
年
九
月
一
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
条
筑
第
十
条

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
勤
続
期
間
が
六
月
以
上
十
月
末
満
で

退
職
し
た
者
で
、
昭
和
三
十
年
九
月
一
日
前
の
当
該
勤
続
期
間
が

六
月
以
上
で
あ
る
も
の
に
支
給
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

細
員
で
あ
る
職
員
に
支
給
す
る
改
正
後
の
条
例
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
退
椴
手
当
に
つ
い
て
ほ
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5

昭
和
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
前
に
退
職
す
る
職
員
に
対
す
る

改
正
後
の
条
例
舘
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
の
滴
用
に
つ
い
て

ほ
、
同
号
中
「
二
百
七
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
百
十
日
」
と

す
る
。

ー
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i 

ヽ

“
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•

ニ

、9

8 7 6 3 4 
．に腺 家の牒る 税土固お産格め又し定た説度定 台度はうる 税土固お産格
法 登 期償屋菟税土第合地走：い税に‘はく狩だ会の要第帳の‘＄土第含地定い税に
第録日却腺準擦地 三 帳 又 衰 て の よ 第 他 は産し帳同産二等価当 地・ニ帳竺資てのよ
＝さに資税年準又年等は産は課る二の損熙

に‘ 等 定 税 年 に 格 該 ． 叉 年 等 は 産 は 課 るー 第百れ‘•お産合度はは度又嫁税‘税こ年市竣の＿又盗の度登に土対は度又家説‘説こ
四だけに帳の．、家には屋の当上と度町そ賦戸は産課し＇）録比地し炭 lこほ屋の当上と
ヤ も る対等価当屋お家の陳該著がの村の課千家税税土さ準又て屋．お家の課該著が
九の当しに格該に い屋荼税土し不固の他期

度 屋 の 標 地 れ す ほ 課 ＾ l,ヽ 屋 基 税 土 し 不
条と該て登 iこ土 対て陳準標地＜速定区こ日ご課課準又たる家す以て陳準標地＜嫡
のす償腺録比地し•新税・年準叉均当資城れに

三1三る‘却す
税舒，ははも価屋る下新税年準又均当

さ準又てた台度はは衡で臨のらぉ雙今擦‘家の格に第-,た合度はは衡で
の゜汗るれすは課に帳の•‘炭をあ税全にい・帳牢当歴とで類二第に帳の‘家をあ
規 産固たる家す固 等 価 当 屋 失 る の 部 類て

は
等の該にす土似年二固等価 ．当屋失る

定 の定も価屋る定に格該にすか課若す地璽に基土対る地す度年定に格該にすか
．の 価査の格に第盗登に土対・る又税しる目 登礎地し°課るの度祷登に土対る又
滴 格産とで類三庶録比地じ

にとは撰く特 9の 録と又て 熙土固の産録．比地しとは
用 で税す土似年説さ準又て市市準は別変

つ
ぃさなは課・合地定土税さ準又這市

を 償のる地す度をれ．すは瞑長内の一の 換 て れ つ 家 す 帳又脊地をれすは課長内
受 却腺°課るの課たる家すがを基部事‘、、たた屋る 等は産叉課たる家すがを 、
け 西税 税土固すも価屋る認迎棗を箭 家第も価に第 又家税はすも価屋る認遥．，
る 産擦 合地定るの格に第めじと網が屋三の格係三 は屋の家るの格に第めじ ‘‘・
固 ，牒準 帳又杏こ と で 類 三 る て な 入 あの年とでる年 家の課屋ことで類三るて，’・ロ
定 税は 等は産とす土似年場固つしる改度す土第度．屋某翌， L. とす土似年場固 ，：＇1

.．→ し 資 合‘ 又家税とる地す度合定たたた築のる地ーの・課準標ととる地す度合定 ・： ＇，

、 い は屋のな゜．課るー？巴戸巴だゲ戸置°課・五固 税年準いな°課竺竺贅＿ 11 
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は
、
当
該
愛
用
に
相
当
す
る
金
額
を
あ
わ
せ
て
提
供
し
な
け
れ
ば
用
さ
れ
る
ー
ベ
き
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
九
」
を
「
百
分
の
九
・
七
」
．
に

な
ら
な
い
・

0

第
十
七
条
中
「
金
額
は
、
当
該
徴
収
金
の
過
納
又
は
誤
納
で
あ
る
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
三
号
中
「
所
得
税
法
第
二
十
六
条
第
二
項
本
文
の

こ
と
が
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
移
者
の
資
に
帰
す
べ
き
事
由
に
因
・

る
と
き
、
又
は
そ
の
額
」
を
「
金
額
」
に
改
め
る
。
規
定
に
よ
っ
て
同
条
第
一
項
に
規
走
す
る
」
を
「
所
得
税
法
第
二
十

六
条
第
一
項
た
だ
し
害
の
規
走
に
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。
・

第
三
十
七
条
の
見
出
し
中
．
「
市
民
税
」
を
「
個
人
の
市
民
税
」
に

第
十
九
条
中

．「
四
銭
」
を
「
三
銭
」
に
改
め
る
。．

．

改
め
、
同
条
中
H

市
民
説
（
法
人
税
割
を
除
く
。
）
」
を
「
個
人
の
市

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

民

税

」

に

改

め

る

。

・

（
市
民
説
の
申
告
）

第
二
十
七
条
市
長
は
、
所
得
瑕
法
の
規
定
に
よ
る
確
定
申
告
害
を
第
三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
市
民
税
」
を
・
「
個
人
の
市
民
税
」
に

提
出
す
る
義
辞
を
有
し
な
い
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
で
市
民
改
め
、
．
同
条
第
一
項
中
「
市
民
税
」
を
」
鋼
八
の
市
民
税
」
醤
め
、

税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
限
り
、
「
又
は
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
の
方
法

•
J．
よ
る
場

、
市
長
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
市
民
税
申
告
害
の
提
出
を
求
め
合
」
を
削
る
。

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

三

十

九

条

か

ら

第

四

十

二

条

ま

で

中

「

市

民

税

」

を

「

個

人

ー

の

第
二
十
八
条
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
後
に
、
又
は
市
民
税
」
に
改
め
る
。

．

同
条
の
申
告
期
限
ま
で
に
甕
口
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
第
四
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
市
民
税
」
を
「
個

人
の
市
民
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
四
銭
」
を
「
三
銭
」
に

．
改
め
る
。

申
告
期
限
後
に
、
」
を
削
る
。

•
第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー
第
二
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
個
人
の
市
民
税
の
特
別
徴
収
）

市
民
税
の
納
税
義
移
者
の
う
ち
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
っ

て
申
告
害
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
も
の
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
っ
第
四
十
四
条
個
人
の
市
民
説
の
納
税
義
蒻
者
が
当
該
年
度
の
初
日

て
申
告
す
べ
き
も
の
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
い
て
紛
与
の
支
払
を
受
け
た
者
で
あ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
三
万
円
以
下
の
過
料
を
り
、
か
つ
、
同
日
に
お
い
て
所
得
税
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規

科

す

る

。

・

定

に

よ

り

給

与

の

支

払

を

受

け

る

際

所

得

説

を

徴

収

さ

れ

る

者

で

第
三
十
条
を
次
の

．よ

う

に

改

め

る

。

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

納

税

義

謗

者

の

前

年

中

の

袷

与

所

第

三

十

条

削

除

得

に

係

る

所

得

割

額

及

び

均

等

割

額

の

合

算

額

を

特

別

微

収

の

方

法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

.

2

前
項
の
納
税
義
移
者
に
つ
い
て
、
当
該
納
税
義
謗
者
の
前
年
中

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

の
所
得
に
袷
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

2

前
項
第
二
号
の
法
人
等
の
均
等
制
の
額
は
、
千
八
百
円
に
、
法

人
和
額
の
課
税
標
準
芝
昇
定
期
間
叉
は
均
等
割
額
の
算
定
期
間
中
該
吟
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
の
全
部
又
は
一
部
を

尽
い
て
市
内
に
事
謗
所
又
は
事
業
所
を
有
し
て
い
た
月
数
を
乗
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
ぺ
き

じ
て
得
た
額
を
十
、
．
二
で
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
給
与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
制
額
の
合
算
額
に
加
算
し

場
合
に
お
け
る
月
数
は
、
豚
に
従
っ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
開
収
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
納
税

義
謗
者
が
六
月
三
十
日
ま
で
の
問
に
お
い
て
自
ら
又
は
特
別
徴
収

＇
い
と
き
は
一
月
と
し
一
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
抑

義
謗
者
を
述
じ
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
測
額
の
全

り
捨
て
る
。
•

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
均
等
割
」
を
「
個
人
の
均
等
割
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
の
額
」
を
「
前
条
築
一
号
の
額
」
に
部
又
は
一
部
を
苦
述
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
い
旨
の

．

．

申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

•

/

改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
同
年
に
お
い
て
迩
用
さ
れ
た
」
を
「
｝
辿

8

．
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
納
税
義
蒻
者
の
給
与
所
得
以
外
の
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広
島
市
定
期
家
帝
市
場
莱
蒋
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

・
昭
和
三
十
年
九
月
十
六
日

．

，

広

島

市

長

渡

．

辺

忠

雄

広
島
市
規
則
第
四
十
＿
一
号

．

．

広
島
市
定
期
家
齋
市
楊
業
辞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
定
期
家
畜
市
場
莱
謗
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
規
則

第
ャ
七
号
）
の
一
部
を
次
の
ょ
う
に
改
正
す
る
。
•

墾
怠
次
の
よ
う
に
改
．
｀
め
る
。

（

開

倣

日

）

．

壁
一
条
市
場
は
、
左
に
掲
げ
る
日
を
除
く
外
、
毎
日
開
催
す
る
も

の
と
す
る
。
但
し
、
市
畏
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
お
い
て
は
、
左
に
掲
げ
る
日
に
お
い
て
も
、
開
催
す
る
こ

と
が
あ
る
。

1

日
琉
日

二

閂

長

祝

日

'

三
八
月
六
日
，

匹
棗
年
姑
拿
一
」
月
三
十
一
日
か
ら
翌
年
i

月
三
日
ま
で
）

附

則

・

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

――
― 

広
島
市
助
役
事
謗
担
任
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
第
二
唄
の
規
定
に
よ
る
市
長
に
事
故
.
‘
:

使
用
料
を
徴
収
す
る
。

第

九

条

使

用

料

ほ

、

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

使

用

を

許

可

・

昭

和

＿

二

十

年

九

月

二

十

六

日

が

あ

る

と

き

、

又

は

市

長

が

欠

け

た

と

き

の

代

理

順

序

は

、

ー

左

の

と

一

・

広

島

市

長

渡

辺

忠

お

り

と

す

る

。

．

．

 

す
る
際
に
、
徴
収
す
る
。

助

役

沖

野

罹

第
十
条
既
納
の
使
用
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
に
お
広
島
市
規
則
第
直
十
ー
ー
ー
号

助

役

佐

々

木

銑

附

則

・

い
て
相
当
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
広
島
市
助
役
事
謗
担
任
規
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

部

を

返

還

す

る

こ

と

が

あ

る

。

：

＇

第

一

条

＇

助

役

は

、

左

の

区

分

に

よ

り

事

謗

を

担

任

す

る

第

十

一

条

市

長

は

、

特

別

の

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

使

，

沖

野

助

授

、

．

―
市
長
室
、
会
計
課
、
東
京
専
讐
所
及
び
社
会
保
険
広
島
市
准
詈
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
、
こ
，
＇

用
料
を
滅
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
公
布
す
る
。
．

第
十
二
条
本
市
は
、
冷
蔵
庫
の
使
用
に
よ
り
使
用
者
が
被
っ
た
損
・
民
病
院
に
関
す
る
事
謗
．

害
に
つ
い
て
、
そ
の
賠
償
の
資
を
負
わ
な
い
。
二
総
謗
局
に
阿
す
る
事
謗
—
•
昭
和
三
ヤ
年
九
月
二
十
八
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

、

．

附

則

．

＇

三

厚

生

局

に

酒

す

る

謀

苓

唸

．

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

四

消

防

局

に

炭

す

る

諏

移

．

広

島

市

規

則

第

四

十

五

号．

准

職

員

の

給

与

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

，

：

佐

々

木

助

役

．

ー

産

業

局

に

関

す

る

事

諮

・

，

．

准

戦

員

の

給

与

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

年

広

島

市

規

則

第

十

"

[

二
建
設
局
に
関
す
る
事
謗
号
）
の
一
部
を
次

(
3よ
う
に
改
正
す
る
。
•
-

＿

1-水道
局

に

関

す

る

事

謗

第

四

条

第

一

号

及

び

第

二

号

中

「

五

千

八

百

七

十

五

円

」

を

「

七

L

千
六
百
二
十
五
円
」
に
、
＇
「
二
百
三
十
五
円
」
＇
を
「
三
百
五
円
」
に

四
競
輪
競
馬
革
謗
局
に
関
す
る
祁
諮
．

に
改
め
る
。

第
＿
一
条
他
の
助
役
の
担
任
事
辞
に
関
連
の
あ
る
事
謗
に
つ
い
て

は
、
両
助
役
が
こ
れ
を
合
議
す
る
も
の
と
す
る
。
•
-
．
附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
め
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
・
・

第
一
＿
一
条
助
役
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
助
役
不
在
の
と
き
は
、

が
ら
適
用
す
る
。

他
の
助
役
が
そ
の
事
辞
を
担
任
す
る
。

附

目

＾

広

島

市

蔵

盈

共

浩

組

合

条

例

施

行

規

則

り

一

部

を

改

正

す

る

規

則

l

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

2
広
島
市
職
負
共
浩
紐
合
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
一
二
十
年
広
島
市
昭
和
三
十
年
九
月
二
十
八
日

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

・

・

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

(
、
広
島
市
規
則
第
四
十
六
号

第
三
条
第
一
項
中
「
助
役
」
を
「
総
叙
局
担
任
助
役
」
に
改
め

広
島
市
職
且
土
祐
組
合
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

る。

規
則

広
島
市
躁
只
共
箔
組
合
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
広
島
市
規

則
第
．
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
．
，
[

第
四
宜
の
ヰ
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

四

平

掛

金

及

び

市

負

担

企

，

第
四
冗
中
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
・

（
市
負
担
金
の
茄
礎
と
な
る
組
合
氏
数
）
．

|
 

五

ー
r~ 

◎

規

附

則

1 ．覧＇ 則
．
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に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
ほ
、
前
七
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
に
定
め
る
額
と
す

る。第
六
十
三
条
中
「
五
万
円
」
を
「
オ
万
円
」
に
改
め
る
。

第
七
古
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、
市
長
は
、
昭
和
三
十
年
一
月
二
日
か
ら
昭
和
三
十
三
年
一
月
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
建
設
さ
れ
た
床
面
積
二
十
坪
以
下
の
家
屋

で
、
建
築
の
日
か
ら
引
き
続
き
も
つ
ば
ら
居
住
の
用
に
供
し
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
に
対
し
て
課
す
る
最
初
の
三
年
・

度
分
の
固
定
資
産
税
に
阻
り
、
当
該
家
屋
に
係
る
固
定
姿
産
税
の

森
額
を
当
該
家
屋
の
床
面
租
の
坪
数
で
除
し
て
得
た
額
に
十
五
を
．

乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
家
屋
が
十
五
坪
以
下
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
家
屋
に
係
る
秤
額
）
の
二
分
の
一
の
額
を
減
額
す
る
。

第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
四
銭
」
を
「
一
＿
一
銭
」
に
改
め
る
。

第
八
言
一
条
第
一
項
た
だ
し
詈
中
「
そ
の
新
た
に
取
得
さ
れ
た
日

の
隣
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
」
を
「
そ
の
新
た
に
取
得
さ
れ
た

日
]
'
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
に
次
の
た
だ
し
害
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
転
車
又
は
荷

軍
の
所
有
者
に
鑑
礼
を
取
り
付
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
証
紙
微

収
の
方
法
に
よ
っ
で
徴
収
す
る
。

第
八
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

C

（
自
転
車
荷
車
税
の
証
紙
徴
収
の
手
続
）

第
八
十
六
条
の
二
自
転
車
荷
車
税
の
納
税
者
は
、
第
九
十
一
条
第

一
項
の
痴
定
に
よ
り
そ
の
所
有
に
係
る
自
転
車
又
は
荷
車
の
軍
・
体

に
熙
札
の
取
付
を
受
け
る
際
、
市
長
の
定
め
る
害
類
に
広
島
市
収

入
廊
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
七
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
項
番
号
を
削
る
。

第
九
十
三
条
中
「
百
十
五
分
の
十
」
を
「
百
分
の
九
」
に
改
め

る。

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
市
税
条
例
（
以
下
・
「
新
条
例
」
と

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に
お
い
て
特
別
の
定
が
あ
る
も
の

● ↓ 

＇ 
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．
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地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
代
硬

悶
序
に

OOす
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
．．
 

担
和
三
十
年
九
月
二
十
六
日
＇

広

島

市

長

．

渡

辺

忠

雄

広
島
市
規
則
第
四
十
四
号

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
第
二
出
の
規
定
に
よ
る
市
兵
の

代
罰
悶
序
に
関
す
る
規
則
、
｀

’
 

雄
ー`  

,． 4‘,i＜
尋
ー

四――-．．． 

を
除
く
ほ
か
、
市
民
税
の
う
ち
、
個
人
の
市
民
税
に
関
す
る
部
分
市
民
税
に
あ
っ
て
は
昭
和
三
寸
年
度
分
以
前
の
分
、
法
人
の
均
等

は
昭
和
三
千
一
年
度
か
ら
、
法
人
の
均
等
割
に
関
す
る
部
分
は
割
●
あ
っ
て
は
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
前
に
事
業
年
度
の
終
了
す

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
事
業
年
度
の
終
了
す
る
法
人
の
る
法
人
の
市
民
税
、
法
人
説
法
第
四
条
の
法
人
及
び
法
人
で
な
い
}

市
民
税
か
ら
、
法
人
栽
法
第
四
条
の
法
人
及
び
法
人
で
な
い
社
団
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
叉
は
管
理
人
の
定
の
あ
る
も
の
の
均
等
}
‘

又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
狸
人
の
定
の
あ
る
も
の
の
均
等
割
に
割
に
あ
っ
て
は
昭
和
三
十
年
度
分
以
前
り
法
人
等
立
巾
民
税
、
法
’
‘
↑

関
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
一
年
度
分
の
法
人
等
の
市
民
税
か
ら
、
人
税
割
｝
と
あ
っ
て
は
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
の
屈
す
る
事
業
年
度

法
人
税
割
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
の
限
す
る
事
の
直
前
ヴ
事
業
年
度
以
前
の
分
菜
ひ
同
日
前
り
解
散
又
は
合
併
に

．． 

栗
年
度
以
降
の
事
業
年
度
分
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
消
署
所
得
に
対
す
る
法
人
磨
翌
係
る
分
、
・
固
定
資
産
税
(
“
.

よ
る
消
算
所
得
に
対
す
る
法
人
和
額
に
係
る
分
（
清
算
中
の
事
業
新
条
例
第
六
十
一
条
第
八
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
疋
．
係

年
度
に
係
る
法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
に
よ
り
納
る
部
分
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
昭
和
一
―
―
千
年
度
分
以
前
り
分
）
に
．

付
す
ぺ
き
法
人
税
額
｝
』
云
係
る
分
を
含
む
。
）
か
ら
、
固
定
資
産
説
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
り
例
に
よ
る
。
・

．
広
島
市
園
芸
指
瑯
所
設
骰
条
例
ゥ
・一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

関
す
る
部
分
（
新
条
例
第
六
十
一
条
第
八
項
及
び
第
七
十
二
条
の
．

に
公
布
す
る
。

二
第
一
項
•
r係
る
、
分
を
除
く
。
）
は
昭
和
三
十
一
年
度
分
か
ら
、

そ
の
他
の
部
分
は
昭
和
三
十
年
度
分
の
市
税
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
ー
＿
平
年
十
月
主
二
日

8

新
条
例
第
オ
七
条
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
年
八
月
一
日
以
後
に
．

広

島

市

長

渡

．

辺

忠

雄

お
い
て
還
付
し
、
又
は
充
当
す
ぺ
き
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た

穴

島

市

条

倒

第

一

―

-

＋

ー

号

．

だ
し
、
当
該
額
で
昭
和
―
―
―
十
年
八
月
一
日
前
の
期
問
に
対
応
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
翌
即
3
例

に

よ

る

。

広

島

市

園

芸

指

滋

所

設

既

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

4

法
人
の
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
一

i

一
十
日
ま
で
の
広
島
市
菌
芸
指
瑞
所
設
腔
条
例
（
昭
和
ニ
ャ
六
年
六
月
十
九
日
広

問
｝
、
篠
了
す
る
事
業
年
度
分
ヴ
市
民
税
及
び
当
該
期
間
内
｝
」
お
け
島
市
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
．

る
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
消
算
所
襲
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
題
名
中
「
設
置
皿
」
を
削
る
。
•
,

市
民
税
に
限
り
、
新
条
例
第
三
十
四
条
第
一
二
項
中
「
百
分
の
九
•
第
三
条
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
一
二
号
の
次
に
次
の
一
号

七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
・
五
」
と
続
み
替
え
る
も
の
と
す
を
加
え
る
。

．

．

．

 

，

．

 

る

。

四

付

設

冷

蔵

胆

立

官

理

に

関

す

る

こ

と

。

．

．

．

5

新
条
例
第
九
十
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
一
日
以
第
七
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
Q

六
条
を
加
え

後
小
売
人
又
は
国
内
消
賀
用
と
し
て
直
接
消
袈
者
に
売
り
渡
さ
れ
る
。
‘
.
.
.
.
.

る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
心
と
し
、
同
日
前
に
係
る
第
七
条
指
禅
所
付
設
ヅ
冷
蔵
匝
C

以
下
「
冷
蔵
庫
」
と
い
う
。
）
を

分
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
り
例
に
よ
る
。
．
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

6

新

条

倒

第

十

九

条

、

第

四

十

三

条

第

二

項

、

第

四

十

八

条

第

二

な

い

。

'

,

‘

.

.

項
及
び
舘
七
十
三
条
第
二
項
り
規
走
は
、
昭
和
三
十
年
．
八
月
一
日

2
i
f
l
J長
に
お
い
て
冷
我
庫
り
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と

以
後
に
納
付
し
、
納
入
し
、
又
は
徴
収
す
る
廷
滞
金
額
又
は
延
滞
・
き
、
又
は
そ
り
使
用
が
不
遥
当
と
認
め
る
と
き
は
、
冷
蔵
庫
の
使

加
算
金
額
に
つ
い
て
姻
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
延
滞
金
額
又
は
用
を
許
可
し
な
い
。

延
滞
加
算
金
額
で
昭
和
三
十
年
八
月
一
且
即
り
期
間
に
対
応
す
る
第
八
条
冷
蔵
庫
の
使
用
者
か
ら
、
一
立
方
尺
に
つ
き
一
月
八
ヤ
八

も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。
．
円
（
軍
裁
に
よ
り
使
用
料
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
す
貰

7

昭
和
二
十
九
年
度
分
以
前
立
巾
税
（
市
民
税
の
う
ち
、
個
人
の
に
つ
き
一
月
二
百
六
十
四
円
）
の
範
囲
内
で
市
長
の
定
め
る
額
の
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■
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準性酸水ひ’多
ずア‘銀著址
る）レ塩 ‘しの
有力酸ひ・く低
害リ．‘素寒混
物‘硝 ‘冷物
を石酸葉な体
取‘ り・場を
り酸硫ん・所取
扱そ酸 ‘にり
うの‘ふ•お扱
業他青．つ・けう
謗こ酸化る業‘
れ‘水業謗
にか•素謗及

第
一
種 別

ー

作地
上
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
に
け

お
る
作
業
（
屋
内
作
業
を
除
く
。
）
ラ

一デ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他

の
有
害
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
莱
瀦

ヱ
キ
ユ
円

業

の

内

容

支
給
日
額

第
二
十
九
の
二
条
例
第
五
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
組

合
員
の
数
は
(
毎
年
四
月
ご
品
翠
仁
に
お
け
る
組
合
員
の
数
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

．

4

昭
和
三
十
年
に
お
い
て
新
た
に
選
任
さ
れ
る
評
誤
負
の
任
期

ば
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
す
、
昭
和
、
三
十
一
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。
．

,
．

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
二
十
九
条

の
二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
年
度
分
の
負
担
金
か
ら
適
用
オ

゜
る

職
員
の
特
殊
勤
謗
手
当
の
支
給
に
膵
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
月
一
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
市
規
則
第
四
十
七
号

朦
員
の
特
殊
勁
謗
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

職
負
の
特
殊
勤
酪
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

八
月
二
十
八
日
広
島
市
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
．

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

l-
危
険
作
業
従
事
職
員
の
特
殊
勁
謗
手
当
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失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
親
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
月
一
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広

島

市

規

則

第

四

十

八

号

：

・

失
業
者
の
退
職
手
当
支
語
据
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

失
業
者
の
退
織
手
圭
支
給
規
租
（
昭
和
二
十
，
九
年
広
島
市
規
則
第

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
教
正
す
る
。
．

第
一
条
中
「
聴
員
の
退
瞼
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年

広
島
市
条
例
第
六
十
二
号
）
」
を
「
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
条
例
第
六
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
る
。
｀

第
二
条
第
一
号
中
「
の
百
八
十
日
分
に
相
当
す
る
金
額
」
を
「
に

勤
続
期
間
に
応
ず
る
条
例
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
数
（
以

下
「
基
準
日
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
八
十
日
」
を
「
基
準
日
数
」
．
に
改

め
る
。第

十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
一
年
内
に
再
退
職
を
し
た
場
合
の
失
業
者
の
退
殺
手
当
）

第
十
条
受
給
資
格
者
が
、
退
戟
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

内
に
再
び
晩
員
と
な
り
、
追
識
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
受

給
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
ほ
、
そ
の
退
職
の
日
以
後

は
、
前
の
受
給
資
格
に
基
く
失
業
者
の
退
職
手
当
は
、
支
給
し
な

d’ 
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地
上
十
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
メ
ー
ド
ル

謬
翌
瓢
に
お
け
る
作
業
（
屋
内
作

水
中
に
お
い
て
行
う
作
業

．． 

地
下
堀
さ
く
作
莱
（
地
下
・
四
メ
ー
ト
ル

以
上
）
．

高
庄
電
線
、
高
熱
物
、
矮
発
物
を
取
り

扱
う
作
業
叉
は
こ
れ
に
近
接
し
て
行
う

咋
菜

と
袈

犬
の
捕
要

附

則

、

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
十
五
円

、。ー2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
二
郎
の
受
給
資
格
に
係
る
基
準
日
数
か

ら
待
期
日
数
及
び
失
業
者
の
退
喘
寺
当
の
支
給
を
受
け
た
日
数
を

控
除
し
た
日
数
（
そ
の
日
数
が
、
新
た
な
受
袷
衰
格
に
係
る
退
職

の
日
の
翌
日
か
ら
前
の
受
袷
査
格
に
係
る
失
業
者
の
退
聴
手
当
の

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
（
以
下
・
「
受
給
期
間
」
と
い

う
。
）
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
日
数
か
ら
前
の
受
給
資
格
に
係
る
待

期
日
数
の
残
日
数
（
待
期
日
数
か
ら
、
前
の
退
職
の
日
の
翌
日
か

ら
再
び
職
負
と
な
っ
た
日
ま
で
の
失
莱
の
日
数
を
控
除
し
た
日
数

を
い
ぅ
。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
日
数
」
を
こ
え
る
と
き
は
、
新

た
な
受
給
資
格
に
係
る
退
椴
の
日
の
翌
日
か
ら
前
の
受
給
褒
格
に

係
る
受
給
期
問
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
日
数
か
ら
当
該
待
期
日
数

の
残
日
数
を
控
除
し
た
日
数
）
が
、
新
た
な
受
給
資
格
に
係
る
塞

準
日
数
を
こ
え
る
と
き
は
｀
、
同
項
の
規
定
に
か
わ
ら
か
ず
、
当
該

日
数
に
そ
の
こ
え
る
日
数
を
加
算
し
た
日
数
を
、
新
た
な
受
給
褒

格

に

係

る

基

準

日

数

と

す

る

。

．

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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附

則

、

，
昭
和
＿
二
十
年
背
一
日

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
・

，
 

ヽ

羹
こ

か
ら
適
用
す
る
。
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

＼

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

・
広
島
市
熙
条
例
施
行
規
則
の

布
す
る
。

;
,．

昭
和
＿
＿
千
年
十
月
十
―
―

1

日

広
島
市
長

一
部
を
改
正
す
る
規
則

広

島

市

規

則

第

四

十

九

号

ー

七
年
忠
塁
田
規
則
第
十
一

、

広
島
市
磋
条
例
施
行
規
則
の

、

（
昭
和
二
十

よ
う
に
改
正
す
る
。

広
島
市
税
条
例
施
行
現
則

号
）
の
一
部
を
次
の

．

す
る
場
合
届
嬰
る
こ
と
が
で
き
そ

第
七
条
を
次
の
よ
ぅ
醤
麿
゜

品
付
又
は
納
入
の
委
託
を
・

有
価
証
券
）
．

．

よ
る
納
懇
夏
は
特
別
徴

、
又
は
納
入
す

五
条
の
二
の
規
淀
に

る
微
収
金
を
納
付
し

第
七
条
条
例
第
十

・

塁

讐

誓

塁

翌

係

と

が

で

き

る

有

価

証

券

特
別
微
収
義
堕
者
の
末
納
に
係
る

る
瑞
合
に
伸
用
す
る
こ

る
こ
と
を
委
託
す

え
な
い
先
日
付
小
塁
手
，
約
塁
手

は
、
券
面
金
額
が
訥
税
者
又
は

徴
収
金
の
金
額
の
合
計
額
を
こ

覧
ひ
為
替
手
柩
と
す
る
。
‘

ら
施
行
す
る
。

・

附

則

．

．
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

忠

羹
布
す
る
。

広
島
市
土
地
区
画
整
穂
法
施
行
細
則
，
こ
こ
、

昭
和
＿
二
十
年
十
月
十
三
日

広
島
市
畏
．

・雄

昭和 30年10月 20.a. 

—----2 第広
二 害を以一 ， 島
部前を受下条 市
を項市け— 広規

添の畏さ法土島則
付申につ

'--t也布第
し躙提とと区土五
な 害 出 す し 、 画 地 ＋
けにしるう諮区号
れはな者＄碑画・`
ば‘けは第法賂
な附れ‘七＾碑
らi丘ぱ別十昭法
な見な記六和施
い取ら様条二行
°図な式第十細

、し、第一九則

配゜一項年
臨号の法

・図 に規律
及 よ定第
もく るに百
平許よ十
面・可り九
図申許号
各睛可 ゜

‘
 

，ト

i
i

ー
↓

•
E
'
ー
•
←
'
ご
'
:

'
}
‘
t
i

;＂
h
り
T
8
3
i
gg
1『
B
C
W
賃
i
`
’
iり`

t

L
'
杢」＇と

:1ri-＇：
E
t•• 

ヽ

悪

忌
苔

H

H

1

唸
言
言
妍
ど
“
仕
浩
図
亘
惹
笛
埓
涅
7
9
巡
菜
1

滋・̀
)

泄
補
｝

n
仕
が
器
痕
吋
恣
槃
8
苦
j

酒
喩
器
k
ぃへ
)
L
1
A
3
K
,
1
晶
B
kぃ
J:
I
)

雫
ゴ
I
L

袖`；呼。

H
 

恙
苔

令

m 

舟

沌

成

許 可 申
ヨ
P日 書

下記のとおり土地区画整理痴郡疇1項
磯定による建築行為等の制隅行為をし

， 

たいので許可下さいます
よう申諧します。

なお、この申睛害添附苔願及
び図面に記載の事項！ぶ

事実と相違ありません'o

昭和 年

一申睛者

、り

5¢

惰ぷ渇＂＇
L
 

ヽ

の
規
定
に
よ
る
許
可
を

よ
ろ
許
可
害
を
交
付
す
p
•

‘
器
磨
＋
六
条
第
一
項

一
号
に

別
記
様
式
笥
．

第
一
一
条
市
畏
は
、
｀

よ
る
遥
知

一
号
に

別
記
様
式
笙
―

し
た
と
き
は
、

た
と
き
は
、

素
の
9

日
を
申
請
者
・
↑
遥
知
す
る
。

歪
許
可
の
巷
定
な
し

る
左
の
各
号
之
．
掲
げ

害
に
よ
り

．
行
う
も

羹

詈

四

項

の

規

應

翌

悶
る
様
式
の
命
令
塵
ょ
り

第
一
＿
一
条
法
第
七
十

Q

命
令
は
、
翌
馨
号
に

の
と
す
る
。

住
氏

一

敷坤の町名及び地番

箱画番恥晶画番号＼
------――-＿＿＿ ---： 
土地所有者・
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仕
t芸
凶
回
惹
彗
逹
硲3
7
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踏
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萎
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同

意

の

印

そ吋）他の関係者

住

氏

所
名

月

所

名

広島市畏

町

番地

日

住
権者氏

氏

プロツク

名・殿

住
権者氏

⑲ 

ロツト

印

．
 

所
名

印

―----＿＿ 
その他の関係者，

建築主の住所及び氏

申

記

．．事

詰

,
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住
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土地の形質の変更

事築物等の新、改、増築

，受

付

8. 物件設置、たい積•
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l 蔀附図面
.• 2 提示岬
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9
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ヽ
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所
名

印

所
名

こ`＇ノ
ー

r,' 
別
記
様
式
第
四
号

ー

罷
塁
璽
号

原
状
回
復
命
令
．

一

翡
懇
蘊
六
号

ニ
・
移
転
命
令

三
除
却
命
令

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

ー

こ

の

規

則

は

、

行

地

区

内

建

築

制

限

令

施

七
色
は
、
廃
止
す
る
。

土
地
区
画
整
理
禁

七
年
広
島
市
親
則
第
十

21

広
島
市
戦
災
復
呉

行
規
則
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昭
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囀

昭 和 30年 10月 20・ 日
とー し
年広五

こ変昭島・
昭の広和市表
和予品 ～ヲ 告＿
三算 71jート示ホ

，ートは歳年第
年‘入九百

図

九即出月一面
広月日予二号
品二旅算十
市十行追烹
従三す力[1 日

日るの市
゜柩哉
領会
はの

沢贋

［； 

広 島 市 報 （第114号） 昭和 30年 10月 20 ・日 広 島 市 報＇ （第114号）

広
島
市
告
示
第
百
号

建
築
荼
準
哭
昭
和
二
十
Ti
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
―

i

条
第

函
第
氏
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
樅
を
次
の
近
り
指
走
し
た
。

た
お
、
こ
の
関
係
図
蓉
は
、
迎
設
局
建
築
指
滋
課
に
お
い
て
一
般

の
縦
武
に
供
す
る
。

昭
和
三
十
年
九
月
二
十
三
日

・'

・

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

指

造

番

号

第

五

号

・

指

定

年

月

日

昭

和

一

二

十

年

九

月

十

日

．

逍
路
の
位
既
広
島
市
南
観
音
町
字
南
七
四
七
番
地

．

幅
負
及
び
延
長
幅
負
四
メ
ー
ト
ル
、
廷
喪
五
四
、
四
九
メ
ー

ト
レ＇ノ

別
紙
の
迎
り
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II 1/0 II横 /1 横”””“””横/1山“”””””””””””三新額 ＋迫城名条
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0
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亨
亨
三
旦
旦
~
冒

・
田
火
災
及
び
自
動
車
事
故
の
全
国
的
椛
況

祗
団
法
人
全
国
市
有
物
件
災
害
共
済
会
昭
和
＿
＿
九
年
陵
事

業

経

営

状

況

報

告

害

，

4
 

十
四
年
一
月
十
四
日
地
方
自
浩
法
第
二
百
六
―

本
会
が
、
昭
和
二

・
内
閣
総
理
大
臣
の

ヽ

許
可
を
受
け
同
月
十

三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

次
で
昭
和
二
十
七
年
七
月

八
日
よ
り
火
災
共
済
の
業
認
を
開
始
し
、

同
年
八
月
一
日
よ
り
市

二
十
一
日
内
閣
総
珊
大
臣
の
認
可
を
受
け
、

こ
こ
に
こ
れ
等
を
包
括

有
自
動
車
損
智
共
麿
業
雙
を
開
始
し
て
、J

と
は
誠
に
同
殿
の
至
り
に

し
た
第
六
年
度
の
決
算
を
報
告
し
得
る
l

堪
え
な
い
。

一
、
昭
和
二
九
年
は
、
全
国
的
に
火
災
の
多
か
っ
た
年
で
次
表
の
よ
ー

八
七

0
件
に
途
す
る
多
事
な
年
で

う
に
件
数
と
し
て
は
、
二
七
、
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渡

辺

忠

雄

届
市
告
示
第
百
六
号

社
団
法
人
全
国
市
有
物
件
災
害
共
済
会
か
ら
、
昭
和
二
十
九
年
度

い
て
、
別
紙
報
告
害
を
受
理
し
た
の
で
、

の
事
栗
の
経
営
択
況
に
つ十

三
条
の
第
一
頭
の
規
定
に
基
き
、
こ
れ
を

地
方
自
治
法
第
二
百
六

公
表
す
る
。

•
昭
和
＿
二
十
年
十
月
十
日

広
島
市
長
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あ
っ
た
。

し
か
し
て
こ
れ
を
、
市
部
郡
部
の
割
合
よ
り
観
察
す
る
と
、
郡

二、

市
部
の
火
災
は

部
の
火
災
八
、
三
六
八
件
（
三

0
%
)
に
対
し
、

市
部
の
火
災
件
数
の
比

l

九
、
五

0
二
件
（
七

0
%）
で
あ
り
、

ま
た
逐
年
そ
の
開
き

率
が
町
村
の
そ
れ
よ
り
も
四

0
％
も
高
く
、

た
と
え
そ
の
間
に
新
市
の
培
加
あ

を
大
き
く
し
て
い
る
こ
と
は
、
．

わ
れ
わ
れ
の
本
い
に
単
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

り
と
す
る
も
、

点
で
あ
る
。

●
か
も
●
年
中
の
全
国
建
物
火
災
件
数
は
二
二
、
六
一
八
件
に

官
公
庁
・
学
狡
等
笑
奢
物
件
の
火
災
は
前
年

逹
し
、
そ
の
中
、

な
お
わ
れ
わ
れ
の
注
意

に
比
餃
し
て
件
数
は
や
や
下
廻
っ
た
が
、

を
深
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
存
在
す
る
。

か
く
、
昭
和
二
九
年
に
火
災
羹
か
っ
た
こ
と
の
原
因
は
国
家

、
原
因
不
明
の
も
の
を
除
い
て
、
多

消
防
本
部
の
調
査
に
よ
る
と

く
は
マ
ッ
チ
・
煙
草
・
醤
・
ガ
ソ
リ
ン
•
こ
ん
ろ
・
電
灯
．
電

話
熙
様
．
晨
・
内
燃
機
関
・
焚
火
等
の
不
始
末
、
ま
た
は
防
火

の
疎
漏
に
よ
る
事
故
と
放
火
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
．

三
、
醗
つ
て
、
自
動
車
璽
巽
済
の
対
象
で
あ
る
市
有
自
動
車
に
つ

い
て
は
、
最
近
公
私
自
動
車
数
の
激
培
に
伴
い
各
市
の
自
動
嘉

故
も
比
年
増
加
し
、
そ
の
原
因
・
損
害
と
も
に
漸
く
多
角
的
に
な

．

す

な

わ

ち

酔

察

庁

の

認

査

に

よ

る

と

、

全

国

ろ
う
と
し
て
い
る
。
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一
県
市
民
説
徴
税
令
害

二
固
定
安
産
和
徴
税
令
害

三
自
転
享
荷
車
税
微
税
令
害

四
市
税
に
係
る
督
促
状

五
県
市
民
税
に
係
る
更
正
（
決
定
）
遥
知
帯

六
法
人
税
割
に
係
る
更
正
（
決
定
）
源
知
害

七
県
市
民
税
特
別
徴
収
税
額
変
更
遥
知
害

八
．
県
市
民
税
特
別
徴
牧
額
変
更
に
係
る
納
税
者
へ
の
遥
知
害

九
県
市
民
税
特
別
徴
収
税
額
遥
知
害

十
保
育
料
措
樅
料
納
額
告
知
害

十
一
保
育
料
決
定
害

十
二
保
育
料
督
促
状

．

古
一
家
畜
市
楊
使
用
料
及
び
手
数
料
納
額
告
知
轡

十
四
．
中
央
卸
売
市
場
使
用
料
及
び
手
数
料
納
額
告
知
書

渡

辺

忠 ． 

雄

次
の
文
饗
に
使
用
す
る
市
長
印
及
が
市
畏
職
秘
代
理
者
印
は
、
印

影
の
刷
込
み
に
よ
り
押
印
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

I

昭
和
一
二
十
年
十
月
十
日

広
島
市
長

広
島
市
告
示
第
百
玉
号

広
島
市
告
示
第
百
四
号

市
金
庫
事
謗
取
扱
銀
行
の
指
定
に
つ
い
て

本
市
の
金
庫
事
啓
は
、
昭
和
一
二
十
年
＋
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
一

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
問
、
株
式
会
社
広
島
銀
行
を
し
て
取
り
扱
わ

せ
る
。

昭
和
三
十
年
・
十
月
一
日

広
島
市
長

渡

辺

忠
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一

5
!
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l
J．
と
ヽ

u

.

／

鼻

一

中

・

国

日

一

市

別

＿

物

件

名

一

罹

災

g
.
―-
0＿
広
島
一
〗
鯰
疇
一
・

B
.

―
―
―
―
-
―
呉
一
長
浜
住
宅
一
・

立
三
塁
―
久
保
中
学
絞
一
四

0
•
~
1—
-
冠
吋
蜘
二
＿
＿
三
七
‘
六
三

六
•
一
九
一
広
島
一
這
畔
疇
ー
・
ニ
四
・
五
〇
一
失
火
四
二

0
、
二
七

三
、
五
八

二
苺
気
ア
イ
ロ

ー

ン

の

屎

^
•
六
-
ナ

g
-
l情
ァe

ニ
二

•
O
O

ヘ
・
-
0

広

島

喜

｝

町

住

宅

一

三

．

0
0一
子
供
窃
火

．

五
三
二

•I 

9

-

―
 

9|

l

i
ー

而

胃

恩

〈

一

＇

七．

0
0一
失

火

七

0
、
0
0

~
 

九
．．
g
一

広

島

一

工

室

ー

｀
ソ
の
＿
0
、1-

．．
 
三

|

l

板

‘

'□已
町

「

刷

副

剛

ロ

―

二

．

0
0
飛

九
•
一
九
＿
開
一
西
小
学
校
一
＿

o
．o
o

一
失
火
ー
ニ
五
、
二
五
0
-

1
0
五
．0
0

一
失
火
一
六
9
七
、
八
0
0
-
—

-
0
•
Hハ
西
大
寺
西
大
寺
小
学
狡

―

―

 

-
l
-
•六
一
方
松
一
下
・
松
小
学
狡
三
四
三
・
ニ
―
―
―
―
失
火
一
九
、
四
六
九
、
五
八
七
―
―

―
―
-
•
一
九
一
光
一
曹
塁
藍

E
-

田-i
u―

図
ヽ

ー

・

九

＿

置

言

ー
・
―
-
＾
一
三
原
一
麟
•

―
-
•
一
七
｀
｀

日
町
一
岡
山
一
鰐

―
―
・
＝
＝
―
-
岡
山
一
岡

r1
 

計
―
―

（
備
老
）

原
因
欄
に
失
火
と
し
て
あ
る
う
ち
に
は
、

等
を
含
ん
で
い
る
。

自

動

車

損

害

共

箔

放
火
の
疑
あ
る
も
の
又
は
原
因
不
明
の
も
の

醤

車

稲

一

損

害

の

種

類

一

原

因

一

災

智

．
＇

'
~' 

一

竺

四

、

九

一

六

月

二

者

日

，

|~ 
山

口

乗

勘

平

一

相

手

方

傷

筈

接

ー

ー

L

_
,
1
1

1

ー

ー

1
1
|
1ー

'
|
|
1
|ー

,
1
1
:．l
l
iー

相

手

方

物

件

損

傷

一

．

同

ー

ニ

、

0
六

0
一
写
月
二
吾
日

回

一

同

一

落

四

0
三
、
四

0
0
六
月
者
日

闘

一

乗

用

自

警

一

車

体

外

部

資

盲

―

―

眉

一

菜

合

自

動

車

一

相

手

方

物

仔

損

傷

一

同

一

一

、

0
0
0言
月
ー
ー
〈
日

三

原

一

同

一

乗

客

負

偽

一

同

一

三

四

、

七

―

―

―

―

―

七

月

一

平

日

同

一

同

一

相

手

方

物

件

損

偏

一

接

錬

一

几

、

五

五

五

一

屑

に

国

六
、
二

0
0
六月――
;o
日

一

車

体

前

部

一

追

9

突

一

―

、

冒

1

|

L
右

側

破

損

三
―
.、
0
五

七

＾

月

首

一
下
関
一
諾
貨
物
目
亭
体
前
部
破
損
一
国
ー
ー
ー
屠

L
ー

ー

ー

一

竺

一

、

芸

―

1
0
0一
六
月
浜
日

ー

ー

阜

―

l
|
I

倉
激
一
合
自
動
車
一
相
手
方
物
件
損
協
一
接

．
 

一

相

手

方

車

蔀

損

揚

一

同

、

一

九

、

五

0
0
行
芸
日

．

一
五

―

-車
体
各
部
大
餃
相

｀

江

醗

徴

物

自

手

方

礫

襲

和

手

方

転

覆

＿

ー

九

0
、
四
＿

o-
育
＾
日

一

翠

ー

―

-0、
九
四

0
七月一＿―-日

し

i
—
-
、
物
翡
腐
|
」
ー

|
1

．9-

ー

山

口

合

自

動

車

一

相

靡

闘

闘

一

掘

一

三

原

一

乗

客

負

偶

一

転

落

一

，

＇

五
、
四
八

0
l
l
i

月
ー
百

二
0
、0
0
0一
者
月
音

岩

国

一

相

手

方

犬

塁

殺

一

接

触

一

3

野
rn

物

自

動

車

一

車

体

外

部

破

損

一

転

落

一

四

九

、

0
0
0一
七
月
＝
＾
日

一

’~ 

岩

国

合

自

動

車

一

車

体

右

側

外

部

破

損

一

接

紬

一

八

‘

六

九

六

七

月

天

日

｀
 

三

原

一

相

手

方

榛

殺

一

同

一

＿

0
0
、
0
0
0
-
＿
月
元
日

ー

一

相

手

方

車

輔

損

侶

一

同

．

＿

二

、

0
0
0＿
七月―
―-1
日

•

一
車
体
前
部
破
損
＿
同
一
二
二
、
九
号
＿
＿

9月
―g
日

＂

防

自

勅

車

相

手

方

傷

害

向

四

五

、

ooo!―0
月＝＿―-日

l

,

 

用
自
蜀
享
一車

・K
'
1
1
J
j
女
J
r
~

波
0
-
J

コ

―
突
ヰ
、
亡
月
七
日

• 、 • .

-
r
u
?
g
t
n
ぎ
泊
金
別
＇
共
済
李
故
表

け

火

災

共

済

、

：

中

国

こ
＿

1

・
ー
、
＿
＿
＿
＿

―
―
―
_
＿
＿•
I

ニ八

: •一」 ·9 .:
., ； . 

! . , ,・. 
｀． ．． ’ヽ

• ` 
. -：. 9, ．1し'.~ , I: •‘•‘ 

¥’"二鴫嶋'....叫



、一＂ 9 . ．1',  •. .' , . , ' ’99'-. •,.: • 9 1. •• 9. 
,、 ，＇・',,・,.;.;_'... -...,,....,. 9, ・ •' • a. ， ，．； 9.“・, 9,．,． 'ヽ、.,..． 、, ・..,、 ¥,,、 : .-.,'.,.

9 , ̀. :＇. ＼ .  

,.
'• 

•• 

＇．

．
．．

．
 

.

.

,
‘
• 

.

,.

、
.
,

．
,． 

,．
 

•

's 

．

ヽ

•̂ 

,ヽ9ヽ
9,
9ヽ
9
,9
999
,

.

a. 
＇ 

,

.,•

‘
• 

．
．
 

`
 
．
．
 

，

．
~

い

．＇

．
 

= i a. ．． 9 ．， 噌 •, ＇，了' `’i .. ＇’. ． ．， 71-••三て·',’ .，9 ,‘ ’‘9 .. 9, 

, ｛，．9 9. J・●、 9' •̀ 9, 9, ．＇ :.，．，.，． ．i、¥’:--:""" ,, 、'̀9 、 • ． ． ， ．‘し，’ •• 9，ー・ ・ ， ，9 .・... . -'・.・ ・, -.-:..,''', ・,, . ' '. :.. f,,.. . - ".:.・ :.・,:.....―-号、'., ．,., 'ヽ ,. , : ;. • I ・・I • ・ →' ” ’ -,． 9, ＇‘ , 9.̀  9’・, ＇ ’ ・ • .':‘ . 9 
、 • '

｀ 
｀ ●’ ...... 、.....' .'_, •, ' ' . . '・.. 

,．,,.．-‘・ •ヽ＇ ・: ' . ' '. '.·、 ：
．. ］． 昭和30し 9 年 io・月 ・20日 ' ．広．島

9 、- ． 一

命第第 ご且，届
畏十ナ、七 昭の品市
が一だ条 和ー 市訓
不 条しに 三部箪令
在を、次 ＋を詰第
の次人
との市

の 年次決四
t.::. 

に‘
九の裁十

きよ だ広月よ規ー
の？一つ

ぃし島こう租 号
代に ―し

て 杏 rn＋に＾
珂改 を長六改•昭
決め は、加 日正和
裁 る唸え すニ
..._.。蒻る液 弓土

局゜
担 ．盆庁
畠辺 羹中．
翁市
か ．忠 訓 一
専
決 ．盆股
す雄七
弓号

の

市:――ー：ロ一7―二0月 20日

,. 軍

≫・

鳥

贔

•
9

.
＇

、

9
>

.‘

,
t
.
i

—
•,'

,

'•

4

-

ヽ

．

.

'
．`

-．．．．．
 9
、
'
t
i

．
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• 
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1

、‘

、`

し

、

'

ヽ

; I.  

．．
 
誠
に
同
慶
に
堪
え
な
い
。

一
五
、
し
か
し
て
本
会
と
し
一
J

は
、
右
の
繰
越
剰
余
す
な
わ
ち
四
一

0
、

0
四
0
、
四
ー
一
円
の
う
ち
よ
り
、
前
年
度
と
同
様
に
共
済

期
間
の
残
存
部
分
に
相
当
す
る
分
担
金
一
四
七
、
五
八

0
、

0
0

0
円
は
、
こ
れ
を
賀
任
準
備
金
と
し
て
保
単
し
、
残
額
す
な
わ
ち

二
六
L
-

＼
四
六

0
四
―
一
円
を
準
備
租
立
金
に
編
入
す
る
こ
と
と

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
準
備
殺
立
金
の
租
立
総
額
は
九
六
四
、
五
六

二
、
四
一
三
円
と
な
り
、
こ
れ
に
上
記
の
責
任
準
備
金
を
加
え
る

と
昭
和
二
九
年
度
末
に
お
い
て
、
太
会
は
総
額
金
一
、
一
「
二
、

一
四
―
｀
一
、
四
一
三
円
（
但
し
、
そ
の
内
金
二
九
、
五

0
0、
0
0

0
円
は
東
京
九
段
の
全
国
都
市
会
館
取
得
な
ら
び
に
造
作
資
金
と

し
て
全
国
市
長
会
へ
濫
通
）
の
支
払
準
備
資
金
を
保
有
す
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
六
、
し
か
し
な
が
ら
‘
わ
が
国
都
市
の
現
状
に
お
い
て
、
木
造
建

物
を
主
た
る
対
象
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
＇
い
こ
の
火
災
共
済
事

莱
に
対
す
る
備
え
と
し
て
は
、
こ
の
程
度
の
準
術
貸
金
を
も
つ
て

万
全
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
す
ま
す
こ
れ
が
備
え
を
固
く
し

吝
租
互
救
済
の
哭
を
挙
げ
各
市
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
各
市
が
共
済
糀
神
に
徹
し
一
J

こ
の

会
が
よ
り
基
碇
を
充
実
し
得
る
よ
う
、
挙
つ
一
」
本
会
を
十
分
に
活

用
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
結
呆
に
お
い
一
」
各
市
の

利
益
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

——••—— 

◎
 

、ヽ 広
島..

理
事
に
補
す
る

十
三
級
一
号
給
を
給
ず
る

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

．

技

術

吏

負

建
設
局
緑
地
課
畏
兼
辞
を
命
ず
る

（
以
上
九
月
こ
十
日
）

4’ ',疇

， 

｀ ‘’' .“ ， 
.'’ 

''.' i 
• '. 
,.,． ・ 、．，'．，

. '• 

＇` 、9 ' 
ヽ 9・ e'. 

→ ,＇ 
ゎ ・

• 9,， '9  
9,  

広
島
市
助
役
に
選
任
す
る

助

・

役

沖

広
島
市
町
界
町
名
地
番
賂
理
審
議
会
委
負

（
以
上
九
月
二
十
三
日
）

．

事

謗

吏

員

奥

市
長
室
勁
移
を
命
ず
る

．
 

．
 事

謗

吏

負

中

会
計
課
動
猪
を
命
ず
る班

壁
詈
〖
，
有

競
館
競
馬
布
謗
局
勁
窃
を
命
ず
る
，

班

翌

羹

前

厚
生
局
衛
生
課
勁
蒋
を
命
ず
る

沖

野

・高

．
 

ヽ
，
 

鼻

、‘

，
 “

 
.

.
 

9、ヽ
‘、

•• 田

日

・吉'

単

と

も

子

而

山

・
一
広
品
市
栗
都
市
述
設
押
哭
奢
娑
委
閲
し
ま
す

（
＋
月
四
日
）蒻

良

ー
・
―
―
-
I
-
I
I
-

、"＇、[
-
l
t
-

村

敏

則

田

m
 

野
を
命
ず
る

悟 悟

•木

新

太

郎

（
市
長
事
務
部
局
）

技
術
吏
負

願
に
よ
り
本
職
を
手
る

・

（

九

月

十

七

日

）

．

事

漁

吏

員

向

井

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
誤
会
幹
事
を
命
ず
る

（
九
月
十
九
日
）

技
術
更
員

木 河

村

ヽ

尚

・、文 貰

野

俊

貞・

第
十
一
条
市
長
が
不
在
の
と
き
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
場
合
を
除
く
。
）
は
‘

地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
代
理

順
序
に
関
す
る
規
則

．（
昭
和
ー
―
-
＋
年
広
島
市
規
則
第
四
十
四
号
）

に
規
定
す
る
順
序
に
よ
り
、
助
役
が
代
理
決
裁
す
る
。

事
移
吏
負

建

設

局

下

・

水

課

勁

移

を

命

ず

る

・

事

移

吏

員

中

野

・

建
設
局
東
部
復
興
事
謗
所
庶
移
課
勁
移
を
命
ず
る

•• 

＼

事

移

吏

員

前

＇
田

日

＿
 

広
島
市
町
界
町
名
地
番
整
理
審
議
会
帯
記
を
免
ず
る

'

','

、
（
以
上
九
月
二
十
六
日
）

．

＇
し

一—

・

・

事

移

吏

負

手

島

総
移
局
職
員
課
勤
移
を
命
ず
る

．．
 

．
 

事
謗
吏
員
田
坂
戒
•

• 一一ー

広
島
市
公
平
委
員
会
委
員
に
選
任
し
ま
す

（
以
上
九
月
二
十
八
日
）

．

、

パ
‘]
-

・

技

術

吏

負

金

沢

弘

ヽ
'

i

.

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

1
 

（
九
月
三
十
日
）
．

・
ヘ
、
．

事

移

吏

負

西

．

田

敏

、

雄

'
-J

総
謗
局
市
民
税
課
勁
移
を
命
ず
る
．

•
項
謗
吏
負
中
野
年
幸

．． 

，．．
i

,

．
 

一

建
設
局
東
部
復
興
事
移
所
補
償
課
勁
幣
を
命
ず
る

・

事

謗

吏

負

安

木

正

雄

し

．

や、
‘L

休
職
の
期
間
を
昭
和
三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
更
新
す
る

'

9,
f
‘

一
般
職
の
戦
負
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
よ

．`
i

，．9

り
昭
和
三
十
一
年
九
月
｀
—
-
平
日
ま
で
給
料
、
扶
投
手
当
及
び
勤
膀
地

二
‘

手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
粕
す
る

事

詔

吏

負

平

田

幾

雄

広
島
市
職
負
園
生
管
硼
規
租
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
昭
和
三
十
一

、

[

年
三
月
二
十
一
日
ま
で
旅
狡
を
命
す
る

、'

技

術

負

田

村

春

広
島
市
町
界
町
名
地
者
幣
珊
寄
試
会
店
記
を
命
す
る

＇

（
以
上
十
月
一
日
）

I,, 

‘ 
i ，． 

ts‘: `
 ` ヽ

、
共
済
某
金
分
担
金
の
四

も
の
と
し
て
算
定
す

-
0、
し
か
し
て
、
右
総
受
託
物
件
の
中

一
七
翡
に
相
当

る
も
の
を
共
靡
穂
漿
了
の

-
＝
岳
ハ
、

・
o％
に
相
当
す

羨
一
円
ー
自
動

分
担
金
総
額
二
三
、兵

在
ハ
八
、

・
る
と
き
は
、

ニ
ー
翡
）
に
つ
烙
は
、
当
二

す
る
も
の
は
（
火
災
共
済
二

0

免
脱
を
受
け
た
金

4

ヽ
八
七
、

し
坑
補
義
謗
の

車
損
害
共
済
一
五
、
ノ

五
八
0
、

0
0
0円
含
火
災
共

ー
＿
店
年
度
中
に
共
済
期
問
が
満
了
・

、

0
0
0円
ー
自
動
車
損
害
共
済
一

0
、
四

額
で
あ
り
、
そ
の
余
の
一
四
七
、

慶
若
千
共
済
期
間
の
残
存
す
る
も
の

済
一
三
七
、
―

¥
0

七
0
、・
・
o
d
0円
）
は
、

ー

丘

、

創

立

以

来

十

毘

―

日

ご

蓋

九

、

か

く

火

災

共

麿

っ

ぃ

＄

巷

鷹

任

額

の

増

額

互
'
,
自
動
車
損
害
共

こ
の
低
祓
は
多

羞
度
に
お
い

の
低
滅
を
実
行
し
た
が
＼

＜
喜
某
金
分
担
金
総
額
岳
ハ
八
、
九
＿
＿
―

反
映
し
、
結
局
昭
和
ニ
ー

慶

怠

、

次

表

の

如

を

受

け

る

に

至

っ

た

こ
こ
に
深
甚

、
、
一
七
九
円
に
逹
す
る
共
済
委
託
の
申
込

V
、
各
市
の
協
力
に
よ
る
賜
應
ぁ
り
、

ナこ
と
は
、
全

の
罪
意
を
表
す
る
。

災

共
、
裁

七
、
九
五
九
円
で

•
四
％
に
当
り
，
分

年
度
の
経
要
は
、
総
額
二

0
、
0
八

そ
れ
は
共
済
某
金
分
担
金
総
額
翌

二
、
昭
和
二
九

た
収
入
総
額
に
対
す
る
割
合
は
四
・

あ
る
。

当
り
居
常
設
立
の
某

担
金
・
利
子
・
雑
収
A
を
合
せ

、
。
こ
れ
は
会
認
の
運
営
に

鷹

に

過

ぎ

な

し

他

面

衰

金

の

運

用

に

し
て
経
喪
の
節
省
に
努
め
へ

．
の
増
収
を
図
っ
た
結
果
で
あ
る
。

礎
精
神
を
怪
寸

丘
利
子
及
び
信
託
収
大
の
み
を
も

誓
し
て
利
子
及
び
信
記
収
入

喜
九
、
四
九
二
円
を
剌

二
、
し
か
も
本
年
度
に
お
い

て
、
な
お
六
九
、

一

こ
れ
は
分
担
金
収
入
以
外

ぅ
て
屡
衆
を
支
衷
し

し
得
る
余
力
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
り
、

• 
四

経 火

済

自
動
車
損
害
共
済

込
状
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
剣
莱
以
来
極
力

こ
の
経
袈
集
中
使
用
の
経
済
的
効

七
、
次
に
共
済
委
託
の
卑

翡
委
託
の
市
数
は
比

事
業
の
普
及
に
努
め
た
結
果
、

で
は
一
応
全
市
加

果
に
つ
い
て
一
層
各
方
面
の
認
識
を
深
め

、
昭
和
二
十
九
年
一
月
末
日
に
お
い

る
新
市
の
増
加
に
よ
り

年
増
加
し

そ
の
後
に
お
け

ニ
四
六
市
（
全
国
四
八
六
市
の
七
ー
・

合
城
に
到
速
し
た
が
、

共
同
の
経
済
制

年
度
末
現
在
の
委
託
市
は
一

し
か
し
こ
の
事
業
が
全
国
都
市

挙
げ
て
木
会
を
活
用

-
％
)
で
あ
る
。

度
で
あ
る
限
り
、
爾
余
の
登
市
が
全
物
件
を

．

る
と
信
じ
て
い
る
。

．
．

奮
の
番
E
-

・
せ
ら
れ
る
の
も
時
問
の
問
題
で
あ

よ
っ
で
生
ギ
る
諸

八
火
災
共
済
の
共
浩
基
金
分
担
金
の
基
率
は
、

こ
れ
が
低
滅
に

翌
某
率
の
低
下
に

ヽ
ぽ
は
昭
和
二
翡

ら
み
合
せ
事
情
の
許
す
限
り
、

般
の
営
利
保
険
懇
て
な
ら

、
本
年
度
に
お
し

般
の
影
翌
と
を
に

日
の
二
回
に
一
旦
り
苦
頑
物
件
の
某

努
力
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

屑
一
且
冬
ひ
同
年
十
一
月
一
｀

率
を
平
均
二
憫
方
低
減
し
た
。
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— 芦ユ享声二遜，・ る表ヵ：ミ 書店i翡畠累誓品
て用掲益年のの四 、 」とー込一 黍lの 次他部会つ低の常

し：箆歳羞t恩翌醤；共済某金分担金 ．雷累：誓魯t日貪乳国璽贋畠悶ば侶盟乱
か．の支け各になな 火災共済 205.668.961 見収はば 移のるもは害
に方決て会・よ基わ 内 塁喜喜 187.110.000 る支以創総図嘉．を基こ拘内 1こ
経法算保負る率ち 26.157.218 に 差 上 懇 。面引礎と臣外役

済のを 市共を本
自動車損害共箔 15.687.218 至引述ハ

既箔過 っ四ぺ年
の 受 的 に す の 立

的いな険の済も会 内 、末経過 ．10.470.000 t-―た目 不け強比‘営つ
でかし科財行つ屯利子及び信記収入 89．累灌晶 ら 0 との括 断ら昧餃今利有
あん得の政為て 収’ 入 509.162 で‘こ決 のれでしな保力
るにる合にを‘営雑
かよ に碑 延引 市利 諸 費華積覧金戻文 ・ 105.550 あ 〇 ろ 算

御てあてお険な

をり至的総受有保職員退職手備金綽入 119.540.700 る四のほ
支いる‘各が財

°〇数ど
援る｀〇そ社本源

つ節額け物険前年度賓任準 579.088.902 、字の ！こ八太の平会で
現個
実々た減一

‘件料 計・ ・対市会鋒均のあ・

にのこに 「`一
こ＇の率 ' -翌ー』L 四にさ しなは究五共る

•金 137.688.158円ーよ？ 。・
証分＇と寄億れ火の災害共済 l26.405.598 ．一りな ‘らこ率 0済． ＇
明 散 は 与 六 に 災 四 、 内 火災共済 11.282.630 円総結 深びのの％ l'C. ．、
し使‘し千よな割＇ 自動車損害．共済 の括果 くに隠低程比
た用監‘・万つら tだ解約その他返戻食 益醤索翡 繰しと 諒各会い度し ．
もに疫 tょ円てひ• [経 83．認2 .．越てな 意．会｝こ点のて
の・比のお以‘屑五滅 価 償 却 168.993.491 し‘つ を負お．が経損
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翻加
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同

上

一

日

分

前

年

同

種
別
一
件
数
―
―
最
大
属
砂
」
坪
ー
均
ー
膚
旧
層

剛
i

―

□-
（
琴
竺
こ
g-

巳
一一

廻

田

一

（

一

翠

一

盆

5
-

↑
3
一
年
聾
―

-J}-18

出

男

＿

祖

＿

＿

函
i

（
ー
至
（
野
一
＿
．
函
茫

rに
三

女
―
〗-
i
-
}
-

―
（
冥
一
（
ー
至
云

1
)―
―
桑
一
ー
五

生

計

一

（

鱈

―

(--i-IL-（
』
琴
ご
翠
一
△
（
一
ユ

死
男
一
翠
―
―
（
一
琴
」
い
忙
翠
こ
―
（
翠
一
-
5

年
[

女
一
桑
―
―
年
｝

i

↑
ー
〗
し
霞
―
―
畠
―
(
―
―
[

、
亡
計
一
（
彗
．
三
｝
一
（
一
―
―
云
竺
―
（
駿
―
△
(
-
嘉

一
、
市
内
の
出
生
と
死
亡
か
た
ら
見
た
増
数
[

.

男
l

六0
人
女
―
―
―
-
＾
人
計

l

―
九
＾
A
-
日
平
均
九
、
九
一
―
-
A

‘

二
、
前
年
右
同

男
―
―
―
―
―
人
女
一
癸
人
計
―
―
主
＾
A
[
・日
平
均
＾
、
六
人

・

三
、
（
）
は
事
件
発
生
地
か
ら
木
籍
地
で
あ
る
本
市
へ
郵
送
屈
出
た

い
も
の

住
民
登
録
人
口
及
び
世
帯
数
に
つ
い
て

（
沼
和
三
十
一
年
九
月
末
日
現
在
）

藤 加

原 藤

佐

々

木 ・曾

./ ‘ 

・-・ 

昭

彦
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四
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正
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言ァ

昭 簗 夫市 雄 悟

（
以
上
十
月
十
二
日
）
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利清

橋

勇

井

博

利

広
島
市
技
術
吏
負
に
任
命
す
る
．

技
手
に
補
す
る

’.

9

八
級
一
号
袷
を
給
ず
る

＇

東
保
健
所
予
防
課
勁
慈
を
命
す
る

．

助

役

沖

広
島
市
水
防
協
議
会
委
員
を
命
ず
る
J

事

酪

吏

員

加

広
島
市
職
員
考
査
委
負
会
委
員
を
命
ず
る

広
島
市
H
場
設
置
委
負
会
委
員
を
命
ず
る

広
島
市
水
防
協
議
会
委
員
を
命
ず
る

技

術

吏

員

向

広
島
市
水
道
局
衛
生
管
理
者
を
解
く

へ

広

島

市

喝

託

山

広
島
市
水
遺
局
衛
生
管
理
者
を
委
園
す
る

・
・
・

事

移

吏

員

宮

技

術

吏

員

野

広
島
市
水
道
局
企
莱
出
納
員
を
免
ず
る

事

謗

吏

員

宮

技

術

吏

員

野

-

市
長
の
事
移
部
局
へ
出
向
を
命
ず
る

・

事

稔

吏

員

塩

十
二
級
五
号
絵
を
袷
す
る

総
謗
課
長
を
命
ず
る

給
水
課
長
を
命
ず
る

技
術
吏
員

十
一
級
五
号
給
を
拾
す
る

、
一
施
設
課
長
を
命
ず
る

浄
水
課
長
を
命
ず
る

●’・．ヽ．
 `‘,ゞ

r'
39
"し．

9
,

9

,

＇ 

ti,“r
"
 ．、グr
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J
 

技
術
吏
員

技
術
吏
員

事
謗
吏
員

技
術
吏
員

＇

大棚

． 

大塩

見

任

都

栗

／ 
ぅ ． まを． 参
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（
水
道
局
）

銑

広
島
市
職
員
共
済
組
合
規
咲
第
一
号

広
島
市
職
負
共
済
組
合
評
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
に
関
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

‘

昭

和

三

十

年

九

月

二

十

日

＇

．，’
広
島
市
職
員
共
済
組
合
＇
．

理

事

長

佐

々

木

広
島
市
戟
員
共
済
組
合
評
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
に
関
す

．
る
規
程

第
一
章

総

則

、`口' 、人 ，世~I 

〗：［口／
7ププゴ―さ=--』

欝I第＾ 2.第第＾ • 
.~ 1 ・：：：： ~合四速と 三投二定挙三＾

第＾
—目

負条挙す評条票条数方灸昭条的

負1函 さ 空祝）し臼広慶令胃評 l；規晨毘開竺こッ
る 発．べ立 咄

． ヰ ＾ 1宕I I数 日 ご 箭 醤 晶胃占塁雷息悶一贔孟
．組職選 出のう

2 
三単る基広租

第＾ ー 合負挙・
い組五組＝

．単定
＿ ニーも 挙負共権＇

°条位事定島 ＇は

°合篠合 ど の次栖←済ツ
位数 第 ．ツ項に市‘
には~

負 ．負休し条二はにをと組
五 を基規広

• お‘
名組名職て例十．‘掲有 ~い合 ・＇け五の

項 定ぎ則曼

簿合簿中弓（第才評（チすう＾
め評第m

る十
をはののき十末醗るる＄以 評六

規 る識ー職

躙 ‘躙老続条満負も C, で下
定 こ負号員

識人 に ・ との°共
製毎製°きにののの あ-, 負 ．と 基 ．を定以済
し年ツ ー掲寺被以 る組 のす ＼ ｀目数下組
な四 年 げ°選外も合 数る評的‘-,＾ 
け月 をる ．挙の の← は¢識と選痣ロ
れ三 経臓 棚組はと 別

貝i条

過負
負す出←例

・ば五 を合 ’評い 、表 のる単と・施

な現
しで有負誤う の 互 °位い

ら在
た‘'すで ． 員 g ． と 選 ．及う ・行
い 職 ‘るあ．のの お は ひ・＄規

なで 者負しる選組 り ‘ ・選第則

• 2 第＾ 2 第＾ •7 6 . 5 4 3 2 
れ 享七再てれ と合終六一蒋・らな 位徳 ． •あ在，れな 番組
ば理由条選はば碑が 9こる条般を選なつ選のに前る‘選をい餌号合
な事の．．挙‘な事では日．選 更 挙 い
ら 長生葉‘そ

た挙組登唄と所挙区。合等負
ら長き‘の評挙にを°者の合録のき属を別但員を名

なはじ瑛補のなはる評前践の調行 が公員さ場は選行し
ぃ‘ た 負 欠 狸 い ‘ ° 誤 十員選製う

し名記簿

°選日の選由し選
あ示名れ合‘出うて‘蹄戟に

負日の挙す場
挙か再挙を

る後蒋てに組単場調出はすは
但挙 の．以任期る合

のら選の併
と選かいお合位合製先‘る‘

しの
期十挙遥せ・

任内期日こに き挙らるい負のにし機各も組
‘期 ‘ 期に満ツ • とお はの除者て名組おな脚選の合

日日及挙て前日 の行了 がい ‘ 期 去 が ‘ 簿 合 い け を 出 と 負
を以び期公項を 終うに でて 組 日 し あ 徒 に 員 て れ 有 単 す の
少内補日示但少 る° よ き必＇合のなる前登名‘•ばす位る所
くに欠ツし煕< .'日但る ．` る要
と行選 '

負前けとの＇録慈選なるこ~ (.限
なのと かし

もう挙
°が 名日れき所しに挙ら選と ‘ 

け規も ら‘ 般
二°は れ定七二特 選

あ 蒋まばは限な登のな出に 聰 ， 
る にでな‘選け録公し、単調 一種
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（
一
人
一
票
）

第
八
条
投
双
は
一
人
一
猥
に
限
る
。

（
投
双
管
珈
名
）

・
・

第
九
条
孜
双
に
関
す
る
事
謗
を
担
任
さ
せ
る
た
め
投
双
竹
珂
者
を|
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雄 消

村本

秀.. 

夫基

村本

秀

夫基

’ 

綺

•• 
冨

士

登

井

秀

藤 野

や
，
 

第
一
＿
章

•
投

戸
籍
上
の
市
勢
に
つ
い
て

夫 ・等 悟

票

◎
雑

報

・

・

・

巨

F
.

広
島
水
道
局
企
業
出
納
員
を
命
ず
る

（
以
上
八
月
十
八
日
）

．
山

事
蒋
吏
負

広
島
市
水
達
局
企
業
出
納
員
を
免
ず
る

事

膀

吏

員

糸

広
烏
市
水
灌
局
副
企
業
出
納
員
を
免
す
る

事
謗
吏
員

．
山糸

市
長
の
事
蒋
部
局
へ
出
向
を
命
す
る

事

移

吏

負

平

十
一
級
五
号
給
を
給
す
る

会
計
課
長
を
命
ず
る
，

•
d

,
9 

．
 

"
，’

'ー1疇

*
 

..
 ，

 

．
 

9

、．．
 

．
 中

．
増白井松

事
蒻
吏
員

総
謗
課
総
移
係
長
を
命
ず
る

事
謗
吏
負

九
級
八
号
給
を
給
す
る

J

会
計
課
料
金
係
長
を
命
ず
る

技
術
吏
員

給
水
課
給
水
係
長
兼
辞

＇を
免
す
る

．
’
.
技
術
吏
員

給
水
課
給
水
係
長
を
命
ず
る

、

'

，
技
術
吏
員

九
塾
ハ
号
給
を
給
す
る

’

給
水
課
工
事
係
長
を
命
ず
る

・

事

稔

吏

員

平

広
島
市
水
道
局
企
莱
出
納
員
を
命
ず
る

・

事

謗

吏

負

．

中

広
島
市
水
道
局
副
企
栗
出
納
恩
を
命
ず
る

（
以
上
九
月
五
日
）
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第
一
＿
＿
十
＿
＿
一
条
当
遥
人
が
定
ま
っ
た
と
き
は
、
開
尋
嬰
は
、
直

ち

に

覇

忍

員

、

戟

、

婆

名

及

箭

晏

そ

の

他

造

甕

次

隠
珊
事
き
に
報
告
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.2

前
喪
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
思
苔
、
直
ち
に
当
造
A

に
そ
の
隠
系
＂
知
し
＞
且
つ
、
当
迫

A
C
所
屈
、
戦
氏
名
な
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い

U

（
当
埠
＾
効
力
の
発
生
）
疇
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・
（
当
逃
人
）

第
一
＿
＿
十
二
条
評
賢
誠
喜
、
有
効
投
票
り
最
多
数
を
得
た
者

な
も
つ
て
当
造
人
と
す
召
但
し
、
当
骸
選
出
単
位
立
涎
挙
す
ぺ

嘉
唇
の
定
数
を
も
っ

-
J
喜

覧

羞

を

除

し

て

得

た

数

の
四
分
一
以
上
扁
梨
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
'
.

り
得
菜
数
が
同
じ
で
あ
る
と
き
は
、
開

21

当
退
人
を
定
め
る
に
当
・

て
、
開
猥
管
部
者
が
S
じ
で
走
が
る
U

菜
所
に
お
い

（
当
退
人
決
定
の
場
合
の
公
示
）
．

（
開
票
録
の
作
成
）

第
一
＿
＿
十
条
開
票
置
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
開
票
録
を
作

り
開
票
に
該
す
る
次
第
を
記
載
し
、
開
票
立
会
人
と
と
も
に
、
こ

れ
に
培
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し

（
器
喋
、
投
菜
録
及
び
薗
票
録
の
送
致
保
存
）
．

第一

I-
＋
一
条
開
票
置
胄
、
開
票
鼠
日
投
票
者
投
票
録
、

贋
録
及
び
組
合
負
名
簿
を
理
事
畏
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0
＞ヽ

2

器
唇
、
有
効
、
無
効
を
区
別
し
、
投
票
録
と
併
茎
組
合
に

お
い
て
、
、
当
該
遥
挙
に
か
か
る
評
眼
員
の
任
期
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

Q

・
六
、
被
選
挙
樺
者
の
何
人
を
記
載
し
た
か
を
確
認
し
難
い
も
の
。

（
同
一
、
氏
名
等
の
被
選
挙
樅
者
に
対
す
る
投
票
の
効
力
）
．

第
一
＿
十
九
条
同
一
の
氏
名
、
氏
又
は
名
の
被
投
票
者
が
一
．
一
人
以
上

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
、
氏
又
は
名
の
み
を
記
載
し
た

投
票
は
、
前
条
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
有
効
と
す
る
。

2

前
項
の
有
効
投
票
は
、
同
一
の
氏
名
、
氏
又
は
名
の
被
投
菜
者

盆
に
応
じ

-

J

按
分
し
た
も
の
を
も
っ
一
J

そ
の
者
の
投
票
と
す

るし

第
四
章

ヽ
．
理
事
は
、
選
挙

（
再
選
挙
）

第
一
＿
＿
十
五
条
当
選
人
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は

の
期
日
を
定
め
一
.
)
こ
れ
を
公
示
し
、
再
選
挙
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
評
誤
負
の
欠
け
た
場
合
等
に
遥
知
）

第
一
＿
＿
十
六
条
評
議
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
（
一
般
選
挙
に
お
い

て
、
当
選
者
が
定
数
に
満
た
な
い
場
乍
は
、
こ
れ
を
欠
員
と
み
な

す
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
覧
は
、
そ
の
評
誤
負
の
所
麿
唇
‘

そ
の
事
実
を
知
つ
脊
、
若
し
く
は
そ
の
翌
日
直
ち
に
嘩
事
長
に

そ
の
旨
を
遥
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

（
評
職
負
の
欠
け
た
場
合
等
の
繰
上
補
完
）
．

第
三
十
七
条
一
般
選
挙
の
期
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
評
簗
負
に
欠

員
が
生
じ
た
場
合
に
お
熔
、
第
三
十
二
喜
斎
の
規
定
に
適

用
を
受
け
だ
得
票
者
又
は
同
条
第
一
項
但
杏
の
規
定
に
よ
る
得
票

暑
で
当
遥
人
と
な
ら
な
か
っ
た
者
が
あ
る
と
き
又
ぱ
一
般
選
挙
の

期
日
か
ら
二
月
経
過
後
評
誤
負
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て

璽
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
得
票
者
で
当
導
人

と
な
ら
な
か
っ
た
者
が
あ
る
と
ぎ
は
、
硫
事
畏
ほ
、
そ
の
者
の
中

か
ら
当
選
人
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

21

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
、
当
靡
賛
の
速
出
単
位
に
所
誤
し

な
く
な
っ
た
者
又
は
、
被
選
挙
権
を
有
じ
な
く
な
っ
た
者
は
、
こ

れ

を

当

造

人

と

定

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

．

き
、
第
三
十
六
条
の
規
定
｝
↑
よ
る

（
補
欠
選
挙
）

て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
烹

第
一
＿
＿
十
八
条
屈
夏
信
っ

醤
を
受
け
た
掲
合
に
お
い

羞
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除
＼
外
は
、
碑
祁
兵
は
、
速
挙

し
、
補
欠
選
挙
を
行
わ
せ
な
け
れ

の
期
日
を
定
め
で
」
れ
を
公
示
＇

ば
な
ら
な
い
。

，
五
唇
の
合
が
、
任
期
醤
了
の
日
前
百
日
ま
で
に
生
じ
た
沿

合
に
お
い
丘
、
前
項
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

穂
哉
学
を
行
わ
ず
又
は
二
醤
磨
繰
上
袖
充
を
行
わ
な
い
も

、'{” ,
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六五四三—--区

＿＿＿五

市
長
室
、
京
京
事
務
所

会
計
課

競
輪
寡
務
局

市
民
病
院

平
和
肥
念
施
設
管
眠
事
務
所

総
務
局
書
総
謗
諜

公
平
委
負
会
、
職
為
共
済

懃
負
健
康
保
険
組
合

職
負
課
、

組
合
、

財
移
課

戸
甜
課

市
民
税
課

安
眠
税
課

微
収
謀

• 

-----

塁

塁
g
昂
逸
出
単
位
及
び
定
数

選

挙

単

位

の

範

囲

の評

ーーニー.~-！麟
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0 -c 翌・
す簿投る会の時 所 投でお逹渕日以名＿
るに 票 し人全に

た

組 す こ登を
に 票の＇けしにま上簿

の負閉 ご几

．者
，或 に投るななで五に ・ を

•第＾ 2 第＾ •第 2._
い票票二投在規に は わ ‘ 二 出 単 投 ＋ し る第る自十不

• 第＾ 2． 第＾ 2. 第ー^

. 0 の管十票者定つ投‘ら第十，先位票九た前投ー
を挙＋投に＋按

もら）＼在投記権七票投交六票
結狸ー箱投にい票郵ず十条穣のが条者項票項の投条者票載を条の票付条用
了者条の票かて所便‘五 関 投 あ をのをのの票 授用し有，記用し 紙
すは 閉のかはのに態条婁に票つ不も不記規技所選票紙てす選載紙な投の
る‘投鎖要わ‘設ょ＿ 尻お管た在つ在載定票に挙ツにこる挙事のげ票交
のそ票ツ領ら第置る条第事け理と者て者す tこにお人
をの所 にず十さ投の十移る者き投こ投るかついで

はれふ＇人項様れ用付

待旨を よ選五れ票規六所投には票れ票坦かいて旅
‘をのは及式ば紙及 I.‘

つを閉．り挙条なを走条に票送‘管に管所ゎて投行
選投の投びはなはひ・P

て告じ 投，「）‘し、行を及勁
挙票中票投‘ら選様

投げる 票当第各う準び謗特
の致煎華充廻にらは票‘

しち者て者おず‘す勤
人箱か所函別な挙式
のにらにツ記いのツ

票てべ す日十かこ用第す例なにはるはい‘第る移 氏入評お 様°当‘
箱‘き る‘六いとす十るツけこ‘°理て不十こ‘
を 投 時 こそ条にがる七選

名れ識い式 日
れれ前 事行在五と休 をな負て＇

閉票期 とのな勤で゜条挙 ばを条 のわ者条が暇 記けに‘
第．‘. 

鎖所に が繭•び謗きこ第人 な選の．中せ投‘で等 載れ遥投
しにな で膀第するの一の
． の眉
なあっ き場＋るも場項投

ら挙規 かる票第きに しば当票 と，所
な人走 らこ管十な．よ てな：と用 お に

けるた る所七選の合の票 いがに 華と理六いり・＇はら思紙 り お
れ選と．°に条挙とに規に °属よ 事が者条旨選 ななうに と い
ば挙き お第人す．お定つ する 長で・の汲を挙 らい者自す て
な人は い一のる にい る不のき管び証の な°のら

‘ て環投．°し‘かて
る選

らの 選在選る理前明当い・・氏被°淫
な投投 不の票 て か は 出者．任゜す条す・日 ゜ 名選

.J 

人

1

昭
和
三
十
年
に
お
け
る
評
眠
員
の
一
般
選
挙
の
期
日
は
、
第
六

ら
ず
昭
和
三
十
年
十
月
ヤ
五
日
ま
で

条
第
一
喋
の
規
定
に
か
か
わ

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
け
る
組
合
負
名
簿
の
額
製
ほ
、
第
五
条
の
規

が
で
．
き

2

昭
和
三
十
年
に

定
に
か
か
わ
ら
ず
九
月
十
五
日
現
在
で
調
製
す
る
こ
と

る。 附
．
則

待

別

選

挙

第
一
＿
＿
十
四
条
選
挙
ら
当
選
の
効
力
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
当
選
人
の
公
示
が
あ
っ
た
日
か
ら
、
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

捕

（
評
誤
負
の
任
期
の
起
算
）

第
一
二
十
九
条
評
談
麿
任
期
は
、
一
般
選
挙
の
期
日
か
ら
起
算
す

る
。
但
し
、
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
が
評
誤
負
の
任
期
満
了

麿
前
に
行
わ
れ
た
と
き
ほ
、
前
任
者
5
任
期
満
了
の
日
の
翌
日
・

か
ら
起
算
す
る
o

.

曾
選
挙
に
よ
る
評
墾
負
の
任
期
）
．

第
四
十
条
再
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
評
眠
負
は
、
一
般
選
挙
に

よ
り
選
挙
さ
れ
た
評
議
員
の
任
期
満
了
の
日
ま
で
在
任
す
る
。
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と
す
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1

1

1

四

2
投
票
箱
の
閉
鎖
唇
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
＇
．

r

心
．
ェ
，
9

（
投
票
録
の
作
成
）
疇

第
二
十
二
条
投
票
管
涯
者
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
投
票
録
を
，
．
〗

作
り
投
票
に
膵
す
る
次
第
を
記
載
し
へ
投
票
立
会
人
と
と
も
に
、
．
ー
，．

こ

れ

に

署

名

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

（
開
票
管
理
者
）

笹
一
十
一
＿
一
条
開
票
に
関
す
る
事
謗
を
担
任
さ
せ
る
た
め
開
票
管
理

、
者
を
置
く

J

2

開
票
管
嘩
者
は
、
投
票
管
迫
者
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
。
．
．
．
「

繭
票
立
会
人
）

第
二
十
四
条
開
票
立
会
人
は
、
投
票
立
会
人
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
．
，

て

る

。

．

2

第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
開
票
立
会
人
の
選
任
に
つ
き
準
用
．

す
る
し

（
開
票
所
）

第
二
十
五
条
開
票
所
は
投
票
所
と
同
一
の
場
所
に
置
く
も
の
と
す

る。
（
開
票
の
日
）

第
二
十
六
条
開
票
は
、
投
票
の
当
日
に
行
う
。

（
開
票
の
場
合
の
投
票
の
効
力
の
決
定
）

1

↓

第
二
十
七
条
投
票
の
効
力
は
開
票
立
会
人
の
意
見
を
聴
き
、
開
票
｀

管
迪
者
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
に
当
つ
て
は
]
.

第
二
十
八
条
迄
郷
足
に
追
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
投
票
．
．
．

し
た
組
芦
負
し
意
恙
が
朗
白
で
あ
れ
ば
、
そ
3
投
票
を
有
効
と
す
；
．

る

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

し

．

．

、＇

（
無
効
投
票
）

第
二
十
八
条
・
左
の
投
葉
は
無
効
と
す
る
。
し

一
，
成
規
の
用
紙
を
用
い
な
い
も
の
。

二
―
投
票
中
に
二
人
以
上
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
し
9

四
選
出
単
位
に
所
属
し
な
い
被
選
挙
権
者
の
氏
名
の
外
、
他
事

を
記
載
し
た
も
の
し
但
し
、
身
分
、
住
所
、
所
属
又
は
敬
称
の

．
 

類
を
記
入
し
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

J

五
被
選
挙
樅
者
の

i
．
名
を
自
署
し
な
い
も
の
。

第一＿＿章

． 開
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公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広島市国泰寺町三九

レ‘̀
、い・タ'•• 

＂．．．,＇ 

広
島
市
規
則
第
五
十
＿
一
号

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
談
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
．
、

広
島
市
産
業
都
市
建
設
審
談
会
規
則
（
昭
和
一
―
―
十
年
広
島
市
規
則

第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

．

．

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
既
．
る
•

（
所
掌
事
移
）

第
二
条
審
眠
会
は
、
産
業
都
市
の
建
設
に
関
す
る
軍
要
な
施
策
、
．

計
画
等
に
つ
い
て
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
し
又
は
市
長
に
意

見

を

述

ぺ

る

も

の

と

す

る

し

・

第
―
―
一
条
中
「
三
十
人
」
を
「
三
十
五
人
」
に
改
め
る
。
〗
．

附

則

こ
の
規
則
は
、

広
島
市
パ
ス
ー
タ
ミ
ナ
ル
建
設
対
策
委
負
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

9
昭
和
三
十
年
十
月
二
十
八
日

．

広

島

市

長

渡

辺

忠

．

雄

広
島
市
規
則
第
五
十

l
-
l

号

・
広
島
市
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
建
設
対
策
委
負
会
規
則

（
設
置
）

第
一
条
本
市
に
広
島
市
パ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
建
設
対
策
委
負
会
（
以

下
・
「
委
負
会
」
と
い
う
。
）
を
慨
く
。
．

（

任

膀

）

、

第
二
条
委
負
会
は
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
パ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

建
殴
の
対
策
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
孵
誤
す
る
。

（
委
員
）

第
＿
＿
一
条
委
員
会
は
、
．
九
人
以
内
の
委
負
を
も
つ
て
組
織
す
る
o
.

．
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．
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第 11 5号

往

昭和?O年11月20日＼

（日曜日）
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広

発
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島

行 所

市役 所
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11 
忍

・
忍
臼
ぢ
遠

.
'
、

1
ら

.

.
 ー

-iー

i
l
..

.
2

委
負
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
命
じ
又
は
委
嘱
'

す
る
。

一

職

負
市

二
．
市
議
会
競
員

―
―
―
学
謡
経
験
者

（
委
負
廷
及
び
副
委
員
長
）

第
四
条
委
員
の
う
ち
一
人
を
委
負
長
と
し
、
一
人
を
躙
委
員
長
と
9
.
9

す
る
。

，1

．
委
員
畏
及
び
澗
委
員
長
は
委
負
が
互
選
す
る
。

8

委
員
長
は
、
会
移
を
禁
●
狸
す
る
。

．
．
 

4

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
畏
に
事
故
が
あ
る
と
9
.
Iハ

；
き
は
、
そ
の
職
幣
を
代
理
す
る
。

（
招
集
）

第
五
条
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

（
職
事
）

第
六
条
委
員
会
は
、
半
数
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
全
談
，
．
．

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
・

21

委
員
会
の
職
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
．
、
＇

の
と
き
は
、
委
負
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
庶
移
）

第
七
条
委
員
会
の
庶
移
は
、
市
長
室
に
お
い
て
処
理
す
る
。
[

（

委

任

規

定

）

・

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
委
員
会
の
競
事
．
，
’

の
手
続
そ
の
他
委
負
奎
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
唄
仕
委
員
長
が
．
]
↓

委
員
会
に
は
か
つ
て
定
め
る
。

阻

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
鳥
古
臨
国
神
社
建
設
対
策
委
負
会
規
則
こ
こ
に
公
布
す
る
。

E

昭
和
三
十
年
十
月
二
十
八
日
．

広

品

市

長

渡

辺

，

忠

雄

広

島

市

規

則

第

五

十

四

号

．

．

．

広
島
市
陳
国
神
社
建
殴
対
策
委
負
会
規
則

（
設
樅
）

第
一
条
本
市
に
広
島
市
禁
国
神
社
建
設
対
策
委
員
会
（
以
下
「
委
一
5
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広
島
市
規
則

広
島
守

（
こ
の
規
則

第
一
条
｝
、

百
二
十
六

の
設
縦
、

（
證
訟
）
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広
島
市
消

に
公
布
す
る

昭
和
一．

 一
十
年
十
一
月
十
日

広
島
市
長

E

第
五
十
八
号

揃
防
団
の
設
餃
、
区
城
及
び
組
諏
に
関
す
る
規
則

え
の
趣
旨
）

．

．

の
規
則
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一

1

五
っ
）
第
ヤ
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
消
防
団

、
区
域
及
び
組
織
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
．

渡

辺

，中
、し

雄
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広
島
市
規

i•
一↑μ r̀、一

広
島
市
平

規
則
第
三
十

第
三
条
中

第
七
条
第

附

こ
の
規
則

広
島
市
平

則
を
こ
こ
2
-

昭
和
ー

和
記
念
施
設
運
営
委
負
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

以
公
布
す
る
。

二
十
年
十
一
月
八
日
．

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

則
第
五
十
七
号

岱
臨
市
平
和
記
念
施
設
運
営
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正

r

る
規
則

和
記
念
施
設
述
営
委
員
会
規
則
（
昭
和
三
十
年
広
島
市

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
二
十
人
」
を
「
二
十

t
-
A」
に
或
め
る
。

三
項
中
「
九
人
」
を
「
十
人
」
に
改
め
る
。

則は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

防
団
の
設
置
、
区
域
及
び
組
織
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ

。

■

―
-
1
•
•
I

―
●
―
―
―
―
―
_
＿
_
 

、．一

"1
委
員
会

の
と
き
は

（
庶
語
）

第

七

条

委

.
（
委
任
規
定

第

八

条

こ

9
の
手
続
そ

'
が
委
員
会

附

こ
の
規
則

負
会
の
庶
蕊
は
、
市
長
室
に
お
い
て
処
理
す
る
。

.
）
 

ら
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
委
員
会
の
議
事

の
他
委
員
会
の
逮
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長

に
は
か
つ
て
定
め
る
。

則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
議
事
は
、

・出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
．
可
否
同
数

、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
る
に
よ
る
。

i 々̀ >
 

員
会
」
と
い
う
。
）
を
縦
く
。

（
任
謗
）

第
二
条
委
員
会
は
、
市
長
の
諾
問
に
応
じ
て
、
，
誤
国
神
社
建
設
の

対
策
に
っ
い
て
必
要
な
事
項
を
審
誤
す
る
。

（
委
員
）

第
一
＿
一
条
委
員
会
は
、
九
人
以
内
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

2

委
負
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
命
じ
、
又
は
委

嘱
す
る
。

．

―
市
職
員

二
市
識
会
誤
員

主
・
学
識
経
験
者

（
委
鉛
長
及
び
副
委
負
畏
）

第
四
条
委
負
の
う
ち
一

．人
を
委
員
長
と
し
、
一
人
を
躙
委
負
長
と

す
る
。
．

2

委
負
長
及
び
副
委
員
長
は
、
．
委
負
が
互
送
す
る
。

81

委
負
長
は
、
会
移
を
総
理
す
る
。

4
躙
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
負
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
謗
を
代
理
す
る
。

ぃ

（
招
集
）

＇
．

第
五
条
委
負
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
9

.

（
誤
事
）

．

第
六
条
委
員
会
は
、
、
半
数
以
上
の
委
負
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
誤

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

委
員
会
の
識
事
は
、
出
席
委
負
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
・

（
庶
移
）

第
七
条
委
負
会
の
庶
務
は
、
市
長
室
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
委
員
会
の
誤
事

の
手
続
そ
の
他
委
負
会
の
運
堂
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
畏

が
委
負
会
に
は
か
つ
て
定
め
る
。
•

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
謡
行
す
る

J

広
島
市
民
球
場
建
設
対
策
委
負
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

1
-
_
I
I―■
-1
・1

ヽ
9,＇，‘
、．

9
,

＇

l.
．̀
 

，
 

,
．
 

部
長
及
び
班
長
を
既
く
。

第
二
条
本
市
に
広
島
市
消
防
団
（
以
下
・
＇
「
消
防
団
」
と
い
う
。
）
を
．

設
骰
す
る
。

（
組
織
及
び
管
靱
区
域
）

．

第一
l

一
条
消
防
団
に
本
部
及
び
支
部
を
認
さ
、
支
部
に
分
回
を
置
く
。

2

支
部
及
び
分
団
の
名
称
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
の
と
お
り
と

す
る
。

（
団
長
及
び
副
団
長
）

．

．

 

第
四
条
消
防
団
に
団
長
及
び
副
団
長
若
千
人
を
置
く
。
・

2

団
長
は
、
消
防
団
の
事
謗
を
統
括
し
、
団
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

3

躙
団
長
は
、
団
長
を
補
佐
し
、
団
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ
り
、
そ
の
職
諮
を
代
廻
す
る
。

（
本
部
）
．

．

第
五
条
木
部
は
、
虚
島
市
消
防
局
内
に
置
く
。

2

本
部
は
、
次
L

と
持
げ
る
1

毎．
私
を
処
理
す
る
。

．

一
団
員
の
任
免
、
使
罰
そ
の
他
身
分
に
関
す
る
こ
と
。

＇

二
団
負
の
公
酪
災
害
補
倍
に
関
す
る
こ
と
。

三

数

捉

、

訓

練

に

関

す

る

こ

と

。

．

四

消

防

団

の

詰

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

．

五
団
員
の
諸
給
与
そ
の
他
会
計
に
槻
す
る
こ
と
。

．

六
設
備
、
資
材
そ
の
他
の
物
品
の
管
理
に
詞
す
る
こ
と
。

七
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
防
団
の
事
酪
に
関
す
る

こ
と
。

8

本
部
に
本
部
長
及
び
副
本
部
長
を
骰
く
。

4

本
部
長
は
、
団
長
の
命
を
受
け
て
本
部
の
事
翠
底
醤
す
る
。

5

躙
本
部
長
は
、
太
部
長
を
補
佐
し
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と

き

は

、

そ

の

職

謗

を

代

嘩

す

る

。

．

6

本
部
員
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
て
事
琥
に
従
事
す
る
。

（
支
部
長
及
び
副
支
部
長
）

第
六
条
支
部
に
支
部
長
及
び
副
支
部
長
を
腔
く
。

2

支
部
長
は
、
団
長
の
命
を
受
け
、
支
部
の
事
努
を
統
括
し
、
支

部
所
屈
の
団
員
を
指
抑
監
督
す
る
。
｀

3

副
支
部
長
は
、
支
部
長
を
補
佐
し
、
支
部
長
に
事
故
が
あ
る
と

ぎ
は
、
そ
の
職
謗
を
代
珊
す
る
。
．

u
分
団
）

第
七
条
分
団
に
分
団
長
、
副
分
団
長
、

部 茨 東

＇ •• 
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名，
、一

青
踏
分
団
一
仁
保
町
宵
筒
、
同
町
堀
越
、
同
町
向
洋

ー
ー
，

1

i

'包
尉
‘
矢
匹
訓
町
一
丁
目
、
同
―
一
丁
目
同

矢
賀
分
団
一
目
、
同
匹
丁
目
、
同
写
丁
目
、
同
六
丁
且
同
牌

ー
ー
1

ー

ー

目

、

＇四
丁
目
、
同
＝
＿
丁
E

目
、
愛
宕
町
、

尾
長
町
曙
町
一
丁

闘
丁
目
、
同
写
丁
目
嬰
丁

一
草
町
、
東
嬰
屋
町

尾

畏

分

団

大
洲
分
団
一
大
洲
町
、
南
猥
屋
町

荒
神
町
、
西
顎
屋
町
猿
喉
橋
町
、
松
原
町

荒
神
分
団
一
大
須
賀
町

牛

田

分

団

一

牛

田

町

、

．

．
、

京
白
島
町
、
一

白
島
分
団
ー
島
東
中
町
、
．

•
島
北
町
、
基

＇
上
柳
咄
ぶ
佃

町
、
八
丁
堀

微

分

回

山

口

町

、

銀

堀
川
町
、
基

ー
薬
研
掘
、
下

竹
屋
分
団
一
中
町
、
竹
屋

・
昭
和
町
・

”[ i
 

[
.
 

i
i
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
し

別

表厖唸
分
団 則

,
 
.. 
I
 

•——— 

ー
2

分
団
長
は
‘
団
長
又
は
支
部
長
の
命
を
受
け
、
支
部
の
富
幣
を

処
理
し
、
所
屈
の
団
員
を
指
郡
監
督
す
る
。

．

3

副
分
団
長
は
、
分
団
長
を
補
佐
●
、
分
団
長
に
事
故
が
あ
る
と

仰

は

、

そ

の

職

諮

を

代

理

す

る

。

'

.

4

部
長
及
び
班
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
級
者
の
命
を
受
け
て
団
膀
を

行
う
。
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昭
和
三
十
年
十
月
二
十
八
日

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
五
十
五
号

i

広
島
市
民
球
場
建
設
対
策
委
員
会
規
則

管

籾

（
設
證
）

第
一
条
本
市
に
広
島
市
民
球
場
建
設
対
策
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
任
移
）

第
二
条
委
員
会
は
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
市
民
球
場
建
設
の

対
策
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
審
誤
す
る
。

第
一
＿
一
条
委
員
会
は
、
九
人
以
内
の
委
負
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

2

委
負
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
命
じ
、
又
は
委

嘱
す
る
し

―
市
職
員

・、

二
市
議
会
誤
員

三
学
識
経
験
者

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
四
条
委
員
の
う
ち
一
人
を
委
員
長
と
し
、
一
人
を
副
委
負
長
と

す
る
。
‘

2

委
負
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

8

委
員
長
は
、
会
謗
を
総
理
す
る
。

4

副
委
負
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
謗
を
代
理
す
る
。

（
招
集
）

第
五
条
委
員
会
は
、
委
負
長
が
招
集
す
る
。

（
顕
事
）

第
六
条
委
負
会
は
、
半
数
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
誤

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
・

2

委
負
会
の
議
事
は
、
．
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
‘
可
否
同
数

の
と
き
は
、
委
負
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
庶
謗
）

第
七
条
委
員
会
の
庶
謗
は
、
市
長
室
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
規
定
）
．

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
庄
、
委
員
会
の
議
事

．
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区

城

広
島
市
仏
舎
利
塔
建
設
対
策
委
負
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
月
二
十
八
日
．

．

 

広

島

市

長

渡

辺

．
忠

広
島
規
則
第
五
十
六
号

広
島
市
仏
舎
利
塔
建
設
対
策
委
員
会
規
則

（
設
偲
）

第
一
条
．
本
市
に
広
島
市
仏
舎
利
塔
建
設
対
策
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
任
猪
）

第
二
条
委
員
会
注
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
仏
舎
利
塔
建
設
の

対
策
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
。

．

（
委
員
）

第
一
＿
一
条
委
員
会
は
、
九
人
以
内
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
・す
る
。

2

委
員
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
命
じ
又
は
委
躙

ナ
る
し

-．
市
職
員

二
市
識
会
議
負

三
学
識
経
験
者

（

委

員

長

及

び

副

委

員

長

）

．

第
四
条
委
負
●
｀
，
＇
ち
一
人
を
委
負
長
と
し
、

1

大
を
副
委
員
長
と

す
る
。

2

委
負
長
及
び
副
委
負
長
は
、
委
負
が
互
選
す
る
。

';

8

委
員
長
は
、
会
蒻
を
総
理
す
る
。

4

副
委
負
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
、
[

き
は
、
そ
の
職
謗
を
代
理
す
る
。

‘

（
招
集
）

第

五

条

委

員

会

は

、

委

負

長

が

招

第

す

る

。

．

（
議
事
）

．． 

第
六
条
委
負
会
は
、
半
数
以
上
の
委
負
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
談

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
o
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二
•II-

— 

の
手
続
そ
の
他
委
員
会
の
連
常
に
関
し
必
要
な
事
唄
は
、
委
員
長

が
委
員
会
に
は
か
．
つ
て
定
め
る
。

阻

則

、

こ
の
規
則
は
、
．
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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｀
長
ず
ぽ
ん
と
し
、
両
腿
部
及
び
右
飯
脚
却
「

式
に
各
一
箇
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
つ
け
る
。

形
状
は
、
図
の
遥
り
と
す
る
。

質
一
焦
色
叉
は
赤
色
革

式

一

．

短

畏

適

宜

・

‘

長
さ

E
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
輻
四

0
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
黒
織
台
上
に
幅

0
0
``
、
リ
メ

ー
ト
ル
の
金
色
平
織
泉
一
条
、
幅
四
‘
‘
、
リ
一

長
．
メ
ー
ト
ル
の
も
の
二
条
を
施
し
f

下

部

に

一
径

0
二
．
｀
｀
、
リ
メ
メ
ー
ト
ル
の
金
色
消
防
団

盤
章
三
箇
を
つ
け
、
衣
又
は
盛
夏
上
衣
の

右
胸
部
に
つ
け
る
。

｀
消
防
団
漁
章
二
箇
を
つ
け
る

J

＿

iul団
長

本
部
長
他
は
右
に
同
じ
と
す
る
。

支

部

長

金
色
消
防
団
徽
章
一
箇
を
つ
け
る
。
．

副
支
部
長
一
他
は
右
茫
阿
じ
と
す
る
。

上
部
に
幅
一

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
金
色
平

分
団
長
鐵
線
一
条
幅
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
一

条
を
施
し
、
下

0
に
径
一

0
、‘、

0
メ
ー
ト

副
本
部
長
ル
の
金
色
消
防
団
徴
掌
三
箇
を
つ
け
る
c

他
は
右
に
同
じ
と
す
る
。

,＇,1、1

’̀

,

9

1

ー

，

＇

1

,

階
級
掌
の
上
部
に
副
の
文
字
を
白
く
ぬ
い

と
り
し
た
径
二

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
円
形

媒
色
組
を
つ
け
る
。

副

分

団

長

＇
，
他
は
右
に
同
じ
と
す
る
。
・

部

ー

贔

「

喜

翡

醤

密

厩

5つ
け
る
。

ー
本
部
員
他
は
右
に
詞
し
と
す
る
。

階
琴
誌
誓
ピ
、
・
記
尉
迄
涅
慣

班

，

長

1
ト
ル
の
金
色
消
防
団
徽
宜
三
箇
を
つ
け

る。他
肛
滓
に
同
じ
と
す
る
。

色
消
防
団
徴
掌
二
箇
を
つ
け
る
。

団
負
一
麟
は
右
に
同
じ
と
す
る
。

森

ー

地

煎

一

黒

又

醤

紺

の

却

．

襟

一

開

臭

．

．

式
ボ
ケ
ッ
ト
一
左
右
腰
部
に
各
一
箇
を
つ
け
る
。

一
両

ti、
ボ
タ
ソ
届
二
三
｀
‘
、
リ
メ
ー

肋
部
ト
ル
の
金
色
消
防
団
徹
宜
各
三
箇
を
二
行

に
つ
け
る
。

巾
―
甕
っ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

甲 稲 外 級 寒 靴

団 製
地口I¥

ー
ー
・
・
―

-
I

剪

.＂、̀
,
9

,

.
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広

島

市

告

示

第

百

七

号

・

・

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

第
一
項
但
困
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
話
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
。
‘

昭
和
三
十
年
十
月
三
十
一
日

•
広
島
市
畏
渡
辺
忠
雄
，

ー
開
他
日
時
昭
和
三
十
年
ヤ
ー
月
四
日
午
後
一
時
三
十
分

◎

告

示

備
考一

本
表
中
賊
を
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
色
の
絹
、
木
綿
、

麻
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
本
表
中
黒
又
は
濃
紺
と
あ
る
の
は
、
茶
褐
色
を
も
つ
て
こ
れ

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
〗
で
。

三
本
表
中
金
色
金
隕
を
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
色
の
類

似
品
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
図
面
省
酪
）

4
4し ぐ

ー

.

.

.
 9

4

.

 
i
-

．
 

●', .... 

＂.’
 

、,＇

（第115号）

部 ブ

‘
 

乙 種 外 套

己層形
状
は
、
図
の
遥
り
と
す
る
。

質
一
黒
又
は
濃
紺
の
防
水
布

m
l襟
と
し
、
表
面
こ
黙
又
は
濃
紺
の
ピ
ロ

襟
一
ー
ド
を
つ
け
、
衷
面
に
頭
巾
ど
め
ホ
ッ
ク

式

四

箇

を

つ

け

る

。

・

一
ポ
ケ
ッ
ト
一
左
右
腰
部
に
各
一
箇
を
つ
け
る
。

レ
イ
ン
コ
ー
ト
式
と
し
、
ホ
ッ
ク
式
黒
色

部
ー
ボ
タ
ン
四
箇
を
つ
け
る
。

巾
一
適
宜
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

胸

地

形
状
は
（
図
の
迎
り
と
す
る
。

帯
一
環
屯
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
背
帯
を
つ
け

章
一
衣
の
袖
章
に
同
じ
と
す
る
。
'
・

衣
と
同
じ
階
級
家
を
右
胸
部
に
つ
け
る
こ

階
級
章
・
一
と
が
で
き
る
。

袖 背

＇、， ●、9.,,. • ， ， 
., ．． ．ヽ‘/．

／、

草 古 己 福 観 天 大三 江 神舟 本広 中｀ 袋大 千 戸
油 田 斐 島 平

満 芝篠 波 暗入 川瀬 島 手 田 坂
自

分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分、 分
団 団 団 団 団 団 団 団 ・団 団 団 団 団 団

同七＝浜草古 旦． 福島 新田音TE観音斤観つ東9-:. 天 賃 旦一—丁目丁町津田
丁、月、本町 町 町町月J:'膚町 町

町
目ヽ 丁^同同丁四庚町9、 、
同 午町草 古

三・目目 ‘東津田 二 町満
丁 、 、午庚it 町高^  胃、目開盟町

・上

砂五疇 円 町盃
同雙＿ ヽ
一丁丁 中
Cコ 月‘
丁目 雷 器目、同‘ 同

帽 雷
製 徳 地

区

式 二早 質 分

夏

＇摘

ー

・
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,
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、
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消

防

団・

負

服

制

広
島
市
消
防
団
員
の
服
制
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
J

昭

和

三

十

年

十

一

月

十

日

ー

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

広
島
市
規
則
第
五
十
九
号

広
島
市
消
防
聾
ぢ
服
制
に
関
す
る
規
則

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
五

条
の
二
の
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
島
市
消
防
団
負
の
服
制
を
別

表
の
近
り
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別

表 支品宇

海 1似宇楠大皆土塁塁 1 塁 IE~団団団団団団

広似
島島

叫零
品町保町

市町町 1金町、

区
璽 !i誓贔f嬰

宇那町： 盈1闘閂
丹仁
那保
、町

同大
町河

胃・_I 、

部

‘
 

ー
六五

建

築

場

所

用

途

概

要

三
申
諮
者
住
所

四
・
申
諮
者
氏
名

、五

f <, 
、名＇，

9:.. 
，. 

開

催

日

時

開

催

場

所

．
 

昭
和
三
十
年
十
一
月
十
一
日
午
前
十
時

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地
．
ー

浅
野
図
轡
館
第
一
集
会
場

大
阪
市
東
区
南
久
太
郎
町
一
丁
目
―
-
＾
番
地

日
本
石
油
株
式
会
社
大
阪
常
莱
所
長

．

橋

‘

谷

信

一

広
島
市
三
篠
本
町
三
丁
目
一
莞
一
番
地

貯
油
廊
、
容
抵
第
一
種
七
、
ベ
ユ
C
O
リ
ッ
ト
ル

第
二
稲
七
、
芸
0
リ
ッ
ト
ル

•
第
三
種
一
、
白0
リ
ッ
ト
ル

渡

辺

忠

雄

広

島

市

告

示

第

百

八

号

＇

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
舘
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

第
一
項
及
び
第
三
顎
但
雹
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同

法
第
五
十
四
条
第
一
現
の
規
定
に
基
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴

聞
を
行
う
。

昭
和
三
十
年
十
一
月
七
日

、

広

島

市

長

八七

廻地

由域

―
―
―
申
諧
者
住
所

四
申
詰
者
氏
名

五

建

築

揚

所

六

用

途

概

要

二

開

催

場

所
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9

、9

．
つ
、

竺
地

盛 夏 上 衣

9 , ＇, 9ぐ‘,99 '. 9 9 ≪ 一と ・"

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
香
地

浅
野
図
害
館
第
一
・
集
会
場

広
島
市
猫
屋
町
九
番
地

東

興

商

会

広

島

支

店

長

福

原

正

広
島
市
宇
品
町
一
三
一
五
番
池
パ

貯
油
庫
、
木
造
及
び
コ
ッ
ク
リ
ー
よ
フ
ロ
ッ

ク

造

延

五

一

坪

．

賢
皿
第
一
種
（
甲
）
＂
哭
、
芸

nリ
ッ
ト
ル

第
二
種
（
甲
）
き
、
〔
C
O
リ
ッ
ト
ル

第
三
種
（
乙
）
芸
、
C
O
O
リ
叉
ト
ル

●
莱
地
域

当
該
建
築
物
は
建
築
某
準
法
第
四
十
九
条
第

二
項
（
別
表
第
一
因
顎
第
一
号
（
国
項
第
二

号
）
）
の
建
築
制
限
に
該
当
す
る
も
の
で
同
条

同
項
但
害
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
し
行
う

，
も
の
で
あ
る
。
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広 島 市

秀
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ー．．
 

月
―
年
四
月
三
十
日
ま
で
給
料
、
扶
旋
手
当
及
び
勤
移
地

手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る
。

'

事

謗

吏

負

西

田

敏

雄

広
島
市
固
定
資
韮
評
価
補
助
員
を
解
任
す
る

事

辞

吏

員

川

瀬

秀

夫

広
島
市
中
交
巌
設
備
近
代
化
融
資
諮
問
委
員
会
委
負
を
命
ず
る
・

・

市

競

会

識

負

木

野

藤

雄

横

内

敦

熙

・

（

各

面

）

横

山

周

一

佐

．

岡

踏

広
島
市
中
小
企
業
設
備
近
代
化
盈
資
諮
問
委
員
会
委
員
を
委
闊
し
ま

す

, ;,‘ 

ー

事

謗

吏

員

加

広
島
市
H
場
設
骰
委
負
会
委
員
を
命
ず
る

助

役

佐

々

木

（

各

述

）

事

務

吏

負

加

，

藤

”

川

瀬

広
島
市
中
小
企
莱
濫
査
委
負
会
委
員
を
命
ず
る

・

市

誤

会

質

増

村

明

一

上

村

吉

郎

盆

菰

）

”

．

松

下

一

男

．

加

蕗

八

代

裁
斉

．

惑

長

一

岡

本

卯

一

広
島
市
中
小
企
業
融
炎
委
負
会
委
負
を
委
叫
し
ま
す

泉

'

.
秀

寂

•
松
下
・
領
二

（

各

述

）

平

尾

敏

哭

．

‘.

巡

惑

綾

雄

石

田

春

二

吉

田

国

久

底

喘

贔

労

懃

者

生

活

実

態

翌

貸

羞

叫

し

ま

す

．

委
閲
期
問
は
昭
和
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
昭
和
ー
ー
平
年
十
一
月
二

十
日
ま
で
と
す
る

＇
（
以
上
十
一
月
一
日
）

.
0
1
1
-
1
-―■

――■
-1-
＿一●ー・ー

-
―
―
申
睛
者
住
所

四
申
睛
者
氏
名

開

催

日

時

開

催

場

所

ヽ̀
4,‘pし＜． 

J

じ

‘; •, 9 9 :，. ・’’'，9』

昭 和80年 11月 20日

助

役

佐

々

木

広
島
市
民
球
瑞
建
設
対
策
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

教

育

長

宮

川

市

議

会

談

負

松

・

谷

（

各

追

）

”

．

伊

癖

”

ー

中

下

・

大

内

五

高

木

剪

広
島
市
民
球
場
建
設
対
策
委
員
会
委
負
を
委
園
し
ま
す

助

役

沖

野

悟

（

嘉

）

事

務

吏

員

加

藤

＇

等

広
島
市
．
ハ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
建
設
対
策
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

市

識

会

談

員

池

永

消

冥

”

杉

村

政

太

郎

（

各

遥

）

”

吉

本

寿

．

一

，．

白

川

彪

夫

・

奥

田

達

郎

・
広
島
パ
ス
タ
ー
，
‘
ミ
ナ
ル
建
設
対
策
委
負
会
委
員
を
委
闊
し
ま
す

助

役

佐

々

木

銑

（

喜

班

望

負

向

井

一

貰

広
島
市
随
国
神
社
建
設
対
策
委
負
会
委
負
を
命
ず
る

市

誤

毎

贄

．

任

都

栗

司

”
•
宮
木
正
夫

（

冬

遥

）

”

：

浅

尾

義

．

光

砂

原

栢

密

坦

．

満

蓋
市
殿
国
神
社
廷
設
対
策
委
負
会
委
民
を
委
甜
し
ま
す

助

役

沖

．

野

悟

（
各
遥
）
甕
望
負
向
井
•
一
欺

広
島
市
仏
舎
利
塔
建
設
対
策
委

g
会
委
氏
を
命
ず
る

市

談

会

禁

負

角

和

雄

”

秋

田

正

之

．
土

岡

喜

代

ー

・

岡

部

実

城

（
各
辿
）
”

坂

田

修

一

広
島
市
仏
令
利
塔
建
設
対
策
委
只
全
委
負
を
委
叩
し
ま
す

忠徳造

之郎勝雄市六 銑

田

中

佐

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
員
会
委
負
を
解
き
ま
す

天

方

昇

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
員
会
委
員
を
委
嘱
じ
ま
す

（
以
上
十
一
月
四
日
）
．

事

蒻

吏

員

．

加

藤

広
島
市
有
財
産
評
価
委
員
会
常
任
委
員
を
命
ず
る
．

広
島
市
住
宅
対
策
委
負
会
委
負
を
命
ず
ろ

広
島
市
営
住
宅
入
居
者
遥
考
審
衆
会
委
負
を
命
ず
る
・

・
(
+
一
月
八
日
）

助

役

佐

々

木

、

銑

広
島
市
賠
依
審
査
会
委
負
を
免
ず
る

助

役

沖

野

悟

・（
各
遥
）
事
謗
吏
員

・
加

藤

等

広
島
市
賠
依
審
査
会
委
員
を
命
ず
る
・

・

・
・
事
移
吏
負

・
江

口

松

芳

”

雛

波

搬

向

井

一

貰
木

甚

・

（

各

遥

）

”

．

宮

”
 

広
島
市
事
膀
改
苦
委
負
会
委
負
を
免
ず
る

｀等

冥

行

事

移

吏

負

加

藤

“

律

田

井

上

貞

雄

湘

（
各
迎
）
”

”

塩

見

広

島

市

醤

蓄

唇

釜

資

を

命

ず

る

事

堕

羹

井

上

貞

雄

広
島
市
布
勃
改
咄
委
負
会
幹
事
を
免
ず
る

抜

術

吏

負

嵌

永

修

広
島
市
祁
謗
改
咄
委
負
会
幹
事
を
命
ず
る
e

.

・
臼
上
十
一
月
十
日
）

（
水
邁
屁
）

広

島

市

抜

術

吏

氏

．

後

豚

和

男

休
戟
の
期
刑
を
昭
和
．

i

-

平
一
年
四
月
五
日
ま
で
吏
新
す
る
・

一
般
戦
り
職
磨
給
与
に
関
す
る
条
例
第
虐
爵
ー
ー
・
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
昭
和
三
十
一
年
四
月
丘
日
ま
で
粕
料
、
扶
吸
手
当
汲
．
ひ
勁

黎
地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
文
粕
す
る

（
一
二
十
年
十
月
六
日
）廿

｀ .,..｛; ｀ ¥ァ

昭
和
＿
二
十
年
十
一
月
十
七
日
午
前
＋
時

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地

広
島
市
庁
舎
内
建
設
局
長
室

広
島
市
仁
保
町
字
青
崎
令
番
地

甲

田

正

芙

広
島
市
告
示
第
百
九
号

．
建
築
荏
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

第
一
項
但
害
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
甚
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
。

，

昭

和

三

十

年

十

一

月

十

四

日

．

広
島
市
長

渡

辺

忠

.....1●I•一III●-●鴫I鵡1...·“"”
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報

三
申
諧
者
住
所

四
申
睛
者
氏
名

五

建

築

場

所

六

用

途

棚

要

ヤP••••I● ,L9 り•91, "91-』曾ー←一
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開

催

日

時

開

催

場

所
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重
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恙
忌
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広
島
市
職
員
共
済
組
合
舞
事
に
選
任
す
る

（
各
追
）

木井林林田

賢節廷 貞

◎

辞

―

―

―

 

（
市
長
事
務
部
長
）

三司恩堅夫

雄

令

岡 前奇

城

住

居

地

域

巴
当
該
築
物
は
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
一

項
（
別
表
第
一
り
項
第
一
号
（
囮
項
第
二
号
）
）

の
建
築
制
限
に
該
当
す
る
の
で
、
同
条
同
項

但
害
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
し
行
う
も
の

で
あ
る
。

八七・

理地
” ... 

ヽ由域

藤

山

本

昭
和
一
二
十
年
十
一
月
十
一
日
午
後
一
時
―
-
＿
十
分

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地
．

浅
野
図
害
館
第
一
集
会
場

広
島
市
西
親
音
町
九
器
の
一
番
地

沢

井

盛

広
島
市
西
観
音
町
益
緊
ご
番
地
．

貯
袖
庫
（
地
下
措
）
．

容
豆
第
一
稲
―

-
l

、l
-
0
0
リ
ッ
ト
ル

第
二
種
一
―
-
、
1
1
0
0
リ
ッ
ト
ル

第
三
種
一
、
i
(
c
o
リ
ッ
ト
ル

三
申
謂
者
住
所

四
申
諧
者
氏
名

五

建

築

場

所

六

用

送

概

要

昭
和
―
―
-
＋
年
十
一
月
十
七
日
午
後
一
時
―
―
-0
分

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地

広
島
市
庁
舎
内
建
設
局
長
室

広
島
市
宇
品
町
一
七
丁
目
＝
―
-
哭
番
地

佐

々

木

正

好

広
島
市
宇
品
町
一
七
丁
目
＝
―
-
哭
番
地
．
．

自
動
車
修
理
工
場
、
木
造
平
家
建
七
五
坪
、

延
翌
ヽ
R

＿
蓋
坪
動
カ
一
馬
力

住

居

地

域

．

当
該
建
築
物
は
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第

一
項
（
別
表
第
一
的
項
第
一
号
及
び
第
三
号

ー

国
（
囮
項
第
一
号
―
-
＋
写
）
の
建
築
制
限
に
該
当

rヽ
ー

し

す
る
の
で
同
条
同
項
但
害
の
許
可
に
関
し
行

う
も
の
で
あ
る
。

広
島
市
技
術
吏
員
に
任
命
す
る

技
手
に
補
す
る

六
級
三
号
給
を
給
す
る

遮
設
局
建
築
指
導
課
勁
を
命
ギ
る

事
瀦
吏
負
．

建
設
局
土
木
課
勁
諮
を
命
ず
る
。

事
孫
吏
員

皆
実
出
張
所
税
蒋
係
長
を
命
ず
る

事

務

吏

負

伊

青
筍
出
張
所
税
蒋
係
長
を
命
ず
る
。

事

務

吏

負

岡

総
謗
局
徴
収
課
勁
瀦
を
命
ず
る
。

事

孫

吏

員

森

草
沖
出
張
所
勁
謗
を
命
ず
る
。

事
膀
吏
負
•
笹
野
口
裕

休
職
の
期
問
を
昭
和
一
―
-
＋
翌
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
更
新
す
る

一
般
職
の
職
負
の
給
与
に
限
す
る
条
例
第
十
三
条
の
＿
―
-
第
二
項
に
よ

り
昭
和
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
給
料
、
扶
養
手
当
及
び
勁
謗

地
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る
・

事

謗

吏

員

，

河

野

忠

弘

休
職
の
期
間
を
昭
和
三
十
一
．
年
四
月
三
十
日
ま
で
更
新
す
る

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
＿
―
-
第
二
項
に
よ

ー

I

沼

田

開

催

日

時

開

催

場

所

黒

河

ー

9
1
 八七

理 地

由域

城

準

H
業
地
域

由
当
該
建
築
物
は
建
築
甚
準
法
第
三
項
（
別
表

第
一
佃
項
第
二
号
）
の
建
築
制
限
に
該
当
す

る
の
で
、
同
条
同
項
但
害
I
規
定
に
よ
る
許

可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ
る
。

準
H
業
地
域

当
該
逮
築
物
は
蓮
築
荼
準
法
第
四
十
九
条
第

一
項
（
別
表
第
一
的
項
第
一
号
（
佃
項
第
二

号
）
）
の
建
築
制
限
に
該
当
す
る
の
で
、
同
条

同
項
但
密
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
し
行
う

も
の
で
あ
る
。

六五

建

築

場

所

用

途

概

要

広
島
市
仁
保
町
字
青
踏
＾
至
香
地

貯
油
庫
、
コ
ン
ク
リ
ー
プ

n
ッ
ク
造
四
坪

玲
合
痙
第
一
種

E
u
c
リ
ッ
ト
ル

第

二

種

合

0
リ
ッ

J
．ル

第
三
種
―
―
-
、

8
]リ
ッ
ト
ル

ヽ

（
＋
月
十
七
日
）

助

役

佐

々

木

広
島
市
史
編
修
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

．

助

役

沖

野

・

（

各

遥

）

事

猪

吏

員

加

膝

広
島
市
史
蹟
修
委
員
会
委
負
を
命
ず
る
。

（
＋
月
十
九
日
）

助

役

佐

々

木

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
誤
会
委
員
を
免
ギ
る

助

彼

沖

野

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
誤
会
委
員
を
命
ず
る
。

（
以
上
十
月
二
十
一
日
）

利

之

窟

槌

光 松

雄

常

雄

降

悟 銑 等 ’l吾 銑
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亡．死出生離 婚種.、、、

計女男 ＾ 前 市内 計女男計女男婚 姻別

民住・，ヽ事は 年 の
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登鋒 右． 塵と
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の
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報
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孟つ あ
最
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末
甘
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給
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協
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広
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原
憬
障
宙
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旅
対
策
協
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会
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広
島
市

機
械
金
屈
工
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披
能
者
毀
成
所
、
似
島
汽
船
、
広
島
市
商
工
会
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委
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広
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民
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広
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広
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西
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農
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1
 

監
査

公
表

第
4
号

地
方

自
治

第
199

条
第

3
項

の
規

定
に

よ
り

下
記

監
査

を
執

行
し

た
の

で
、

7
項

に
よ

り
そ

の
結

果
を

下
記

の
通

り
公

表
す

る
。

i「{i,f-ir
3
0

勺
:.1

JJ 
26 

r
,
,
 

広
島

市
監

査
委

且

同

昭
和
30

年
股

定
期

監
査

社
会

保
険

広
島

市
民

病
院

昭
和
30

年
5
月
25

日
か

ら
5
月
28

日
ま

で

義lしり

同
条

第

光実

1
 監

査
の

種
類

2
 
監

査
の

対
象

3
 監

査
の

時
期

4
 
監

査
の

結
果

昭
和

27
年

8
JJ 

l
 II
開
設
し
た
木
訴
院
は
、
溺
来
3,，

・
年
社
会
保
険
詢
JI:
店
院
と
し
て
そ
の
特
'L1

を

ぬ娯

陳次四耳近を数偏力

態床は努 けヽ謀逐の、、

続消を科科し形病れの

を、設児線骰のしこ者

力実施小射設て加、係

努充諮放をし増て関

てのて科、課と年つの

し具し人rJ五院逐あ下

と器と婦他の病もで以

院粗院産の科、者間長

病医病、そ尿て息実院。

る、る科は認っ用の病る

、あ

で

め加せ外在フあ利能

し増備、現皮でonIり

親の完科が、定る不あり

ら床内る科予あがでお

か病等、あ歯るでと果と

で、ナのこ結の

次

民る設初

の科股たるる

十

市よ新当

しにのもた眼開来ずいー

か築舎局し、もて応て況

活増宿医発科科れにし状

にの婦し出喉朕ら或揮用

飾で因物え要発。利

具科関＜照の分いの

分棟臨
病看

者允な者

充
一●一■―●-1-―――――――

-l

患をら息

TE111I＿武幽紐造与召ば能なの

れ機ば来

けのね以

なてわ設 造恙把

しし言開

加とと殿

増院る年

に病あ27

怠民で和

早市賜昭

もにの

(H臨＝名八）

HogHII品08U咲笛

IttIぬ娯
娯封

年
度

別
息

者
数

、
収

入
額

調
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嚢
別

1
区

分
＼

延
人

民
＼

収
入

金
額

！
備

考

入

院来
I
 

I
 11,3う38くI

 

円Ii
 
l
 

27 
35,291,307 

27. 10. 
1
 123

床
外

10,932 

入
院来

48, 
112 

28. 
4. 

1
 耳歯138科1,:床;咽（喉増放科）射、線眼科科（培（増

）
 

2
8
 

39, 624, 056 
28, 

6. 
1

)
 

外
69,370 

28. 11. 
1

 
--

●
’

 
，

 

入
院

69,958 l
 

i
 

'
 29. 

5. 
11 

皮223182プ床床泌（増尿（認砲科
19）J2認（壻2099床）J20）

 
8床

2
9
 

67,'147, 233 i
 29. 

7. 
1
 

外
来

124,130 
,
 30. 

2. 
1
 

木
病
院
は
建
物
（
上
下
水
消
施
設
、
且
岬
：

j厄
設

餅
lを

含
む
）
は
1穏

庫
負
担
で
、
内
部
施
設
で

あ
る
而
話
、
コ
ー
ル
ベ
ル
そ
の
他
備
品
一
切
を
本
市
が
負
担
し
て
い
る
も
の
で
昭
和

29
年
度
末
国
有

財
廂
は
、

102,000.000
円
、
市
有
財
廂
は

26,000,000
円
と
な
っ
て
お
り
、
支
Il
＼
に
対
ー
と
る
収
入

の
不
足
額
は
市
毀
負
担
で
経
営
ナ
る
よ
う
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
が
．
、
開
院
後
未
だ
［
l
も
浅
く
恕
訟

器
械
等
餅
i品

の
購
入
に
泊
わ
れ
事
菜
自
体
の
収
入
の
み
で
は
賄
え
な
い
実
h'i
で
あ
り
、
且
i逆

事
戟
員

に
対
ナ
る
ベ
ッ
ド
数
の
比
率
か
ら
見
て
も
経
常
比
ギ
の
低
―
ド
は
Jl-．

む
を
得
ざ
る
現
染
で
あ
っ
て
施
設

の
完
備
、
ベ
ッ
ド
数
の
堺
設
等
の
訴
懸
案
が
逐
ー
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
病
院
と
し
て
独
立
採

冥
の
で
き
る
企
業
体
を
期
待
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
2
8
年
庶
に
お
い
て
は

12,
317, 073P:J 
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昭
和
29

年
炭
に
お
い
て
は

14,
976, 163P-J

の
繰

上
充

用
に

よ
り

決
箕

し
て

い
る

が
前

述
の

油
り

施
設

撒
備
に
多
額
の
支
出
を
要
し
た
た
め
で
施
設
腐
、
医
サ
沿
器
共
飢
l品

造
恣
年
を
除
外
す
る
と
、

II{＿｛和
29

年

度
に
お
い
て
は
歳
入
歳
出
不
足
額
は
、

265
万

円
に

過
ぎ

な
い

紡
果

と
な

り
一

応
経

済
性

公
共

性
を

共
に

共
罰

し
た

迎
営

で
あ

っ
た

と
見

る
こ

と
が

出
来

る
の

で
あ

る
。

本
同

は
事

務
事

業
の

執
行

状
況

特
に

使
用

料
及

び
手

数
年

と
の

他
現

金
の

収
扱

状
況

並
び

に
財

廂
の

特
理

状
洸

に
つ

い
て

監
商

を
実

施
し
た
も
(
}
)
で
あ
る
が
そ
れ
ら
の
成
紐
は
慨
れ
良
好
で
あ
る
。
し
か
し
、
将
来
な
お
改
報
を
痰
す
る

若
干
の
事
項
に
つ
き
以
下
記
述
ナ
る
。

―
 

庶
務

関
係

1
 
各
憫
医
師
の
発
行
し
た
死
亡
診
断
害
写
に
病
名
記
載
も
れ
の
も
の
が
あ
り
、
整
備
不
充
分
で
あ

っ
た
か
ら
確
実
な
る
取
扱
が
沼
ま
し
い
。
又
第
一
罰
文
害
で
あ
る
硝
称
長
交
替
の
際
の
事
務
弓
l継

書
が
普
通
文
書
に
網
さ
ん
さ
れ
て
い
た
が
整
理
を
淡
ナ
る
。

（
文
菩
規
租
第
36
条
第
37
条
参
照
）

2
 
院
長
公
舎
及
び
部
長
公
舎
は
エ
硝
諮
負

f111J額
に

よ
り

一
括

評
価

さ
れ

て
い

た
が

市
有

物
件

災
宙

共
済
会
の
保
険
目
的
と
な
ナ
も
の
は
当
然
分
割
評
価
し
て
管
理
ナ
ベ
き
で
あ
る
と
思
料
ナ
る
。

3
 
財

産
は

国
有

財
産

と
市

有
財

産
と

に
分

類
し

て
管

理
し

て
い

る
が

、
何

れ
に

も
為

さ
ず

双
方

の

台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
調
査
の
上
照
理
を
硬
す
る
。
・

4
 
昭
和
29

年
10月

外
来

者
の

利
使

の
た

め
公

衆
雹

話
を

設
骰

し
受

付
係

に
管

理
さ

せ
、

後
木

年
1

月
に

至
り

こ
れ

が
管

雌
が

著
る

し
く

困
難

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
、

院
内

売
店

経
営

者
に

移
誼

し

て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
開
股
に
つ
い
て
市
長
の
決
裁
を
受
げ
て
い
る
が
移
誼
に
つ
い

て
は
院
長
決
裁
で
処
理
し
て
お
り
、
適
正
な
取
扱
と
認
め
難
い
。

5
 
現

在
自

動
車

は
乗

用
車

並
び

に
救

恙
車

の
2
台
を
備
付
け
て
い
る
が
迎
転
手
は

1
人
で
あ
り
自

動
車

の
使

用
が
rrf]

に
合
わ
ぬ
こ
と
が
あ
り
得
べ
く
、
こ
れ
で
は
病
院
事
菜
の
特
種
性
か
ら
見
て
矛

屈
で
あ
る
か
ら
、
予
算
と
も
脱
み
合
わ
せ
迎
転
手
の
増
員
に
つ
き
考
應
が
塁
ま
し
い
。

な
お

迎
転

日
誌

に
よ

り
運

行
の

管
理

を
し

、
燃

料
並

び
に

修
理

に
関

し
て

は
全

て
本

庁
の

自
動

車
課

に
一

任
し

て
い

る
が

、
運

行
実

絞
に

よ
る

燃
料

の
消

毀
祉

、
修

稽
の

実
絞

等
の

把
握

に
努

め

管
理

に
万

全
を

期
ナ

る
よ

う
招

意
さ

れ
た

い
。

又
夜

間
の

救
急

患
者

の
た

め
市

内
ク

ク
シ

ー
の

借

上
も
相
当
あ
る
。

し
か
し
折
角
自
家
用
車
を
備
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
活
用

に
つ
き
考
究
せ
ら
る
ぺ
き
余
地
が
あ
ろ
う
。

6
 
本

病
院

に
は

事
務

局
、

医
局

、
瑚

局
の

三
局

が
設

け
ら

れ
、

然
も

医
局

の
中

に
は

三
交

替
制

に

よ
り
勤
務
し
て
い
る
君
護
婦
等
多
く
の
載
匪
に
分
れ
勤
務
人
員
の
掌
拙
は
困
難
で
あ
る
が
、
常
に

職
員

の
勁

務
状

態
並

び
に

動
静

を
把

担
1廿

来
る
よ
う
対
策
を
考
究
せ
ら
れ
た
い
。

業
務

会
計

関
係

軍
務

に
つ

い
て

1
 
入
院
息
者
に
対
す
る
外
部
よ
り

(j)覇
沼

郵
便

物
は

金
品

配
付

簿
に

よ
り

他
迎

し
て

い
る

が
、

軍

態
そ

の
他

認
Fl]

を
持

参
し

て
い

な
い

た
め

慨
ね

受
持

布
臨

娼
が

代
蝉

受
領

し
て

い
る

が
代

人
に

変

付
す

る
場

合
は

代
人

の
氏

名
を

記
載

捺
印

せ
し

め
る

と
共

に
、

代
人

で
あ

る
こ

と
を

明
記

し
て

お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

'
 

• 

な
お

病
眺

長
宛

の
公

金
封

入
の

も
の

は
責

任
者

に
お

い
て

開
封

し
、

金
額

を
記

賊
し

て
わ

か
れ

た
い
。

2
 
会

計
窓

口
に

お
い

て
送

金
に

よ
る

使
用

料
そ

の
他

の
金

員
を

収
納

ナ
る

場
合

は
収

入
票

を
用

い

-J
よ
、
メ
モ
に
よ
っ
て
い
る
が
他
の
収
納
金

1反
扱
と
同
様
収
入
票
を
作
成
し
、
当
日
の
収
納
金
は
収

入
栗

と
一

致
す

る
よ

う
照

郎
し

、
現

金
は

収
納

票
と

共
に

会
計

係
に

報
告

ナ
る

よ
う

改
薔

さ
れ

た

v
 ゜な
お

小
切

手
の

版
立

料
を

取
扱

者
が

立
替

払
を

し
て

い
た

と
思

わ
れ

る
も

の
、

受
取

後
数

llllll

収
納

手
続

を
迎

れ
て

い
た

も
の

部
が

あ
る

。
将

来
こ

れ
等

の
収

扱
い

に
つ

い
て

は
研

究
U
)．K

改
善

を
狸
す
る
も
の
と
認
め
た
。

3
 
使

用
料

、
手

数
料

の
滞

納
額

は
5
月
20FI

現
在

調
定

額
67,614,

144!1]
に
対
し
、

623,481
円

で
成
紹
は
必
ず
し
も
不
良
で
は
な
い
と
認
・
め
た
。
滞
糾
額
の
中
で
は
町
村
国
民
健
康
保
険
組
合
が

約
50

万
円
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
は
健
康
保
険
外
の
も
の
が
主
で
、
債
務
者
の
住
所
不
明
の
も

0)21
件、

12
万

円
と

な
っ

て
い

る
。

之
等

は
入

院
又

は
初

診
時

の
住

所
氏

名
の

調
査

郡
罰

に
よ

る

も
の
、
退
院
時
に
支
払
に
対
す
る
保
証
人
の
選
定
を
誤
っ
た
も
の
等
が
そ
の
原
因
を
な
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
か
ら
、
将
来
滞
紐
額
を
械
ず
る
為
の
方
法
に
つ
い
て
研
究
の
上
蒋
処
さ
れ
た
い
。

4
 
昭
和
29

年
4
月

よ
り

、
広

島
県

国
民

健
康

保
険

組
合

連
合

会
と

、
町

村
国

民
健

康
保

険
組

合
の

診
旅

に
つ

い
て

契
約

を
締

結
し

、
組

合
員

158
町

村
の

診
療

を
開

始
し

た
の

で
あ

る
が

、
英

約
の

中
、
診
療
報
酬
の
詔
求
に
つ
い
て
病
院
側
に
不
手

1]な
点
が
あ
り
、
個
々
の
患
者
よ
り
診
旅
毅
の
一
・

部
、

或
は

賄
典

を
徴

収
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

よ
う

な
事

態
を

生
じ

た
た

め
、

契
約

内
容

の
修

正

を
な
す
べ
く
接
種
］
中
で
、
本
年

4
月

以
降

は
診

旅
を

中
止

し
て

い
る

が
、

各
町

村
に

お
い

て
条

例

に
規

程
さ

れ
た

保
険

給
付

の
内

容
が

区
々

で
あ

り
、

診
旅

毀
の

負
担

区
分

に
つ

い
て

も
そ

れ
ぞ

れ

屎
っ

て
い

る
実

梢
か

ら
し

て
、

個
々

の
組

合
と

直
接

契
約

を
締

結
ナ

る
か

、
契

約
条

叩
を

統
一

ナ

る
か
の
方
法

9に
よ
り
、
事
務
能
率
の
合
理
的
向
上
を
計
ら
れ
た
い
。

5
 
各

契
約

団
体

に
対

す
る

診
療

報
酬

請
求

後
、

こ
れ

が
増

裁
点

に
よ

る
収

入
額

の
屎

載
は

増
誡

額

調
定

に
よ

り
処

理
す

べ
き

で
あ

る
が

、
年

度
区

分
の

ず
れ

及
び

契
約

条
件

の
多

岐
、

諮
求

先
多

数

等
の

た
め

、
不

rI.I能
な
状
態
で
あ
り
、
収
入
末
済
額
の
ま
ま
決
尊
に
も
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ

`.、
1
J
•
,

-

—
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の
不
合
理
の
是
正
に
つ
い
て
早
恙
改
善
ナ
る
よ
う
収
計
わ
れ
た
い
。

6
 
昭
和
29

年
度
に
お
け
る
業
務
誤
員
の
超
過
勤
務
時
間
は
3,423

時
間
、

1
日

1
人
3.
1時

間
と
な

り
、
相
当
過
重
な
鋤
務
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
診
旅
報
酬
請
求
事
務
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
事
務
の
処
理
方
に
つ
V‘-c

簡
素
化
、
合
理
化
を
計
る
と
共
に
、
人
員
の
適
正
配
骰
に
つ
き
考
慮

し
、
苦
処
ナ
る
よ
う
対
策
を
講
じ
る
要
が
あ
る
と
認
め
た
。

7
 
雑
収
入
の
内
、
薬
瓶
の
売
払
代
金
は
、
病
蒜
炭
に
阪
入
せ
—
F
、
一
股
会
計
の
雑
収
入
と
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
金
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
．
病
院
裁
の
雑
収
入
と
す
ぺ
き
で
あ
る
。

な
お
昭
和
29

年
5
月
使
用
後
の
脱
脂
綿
、
ガ
ー
ゼ
の
売
却
の
契
約
を
某
会
社
と
締
結
し
、

7
月

9
月
の

2
回
売
却
を
し
た
丈
で
、

10
月
に
は
該
会
社
の
倒
産
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
切
契

約
の
締
結
に
当
っ
て
調
査
を
充
分
に
な
し
、
か
か
る
こ
と
の
な
い
ょ
う
傾
．
を
期
さ
れ
た
い
。

8
 
薬
び
ん
の
受
払
は
現
在
牙
i局

が
現
物
を
持
ち
、
会
計
窓
口
が
予
納
金

(15
円、

10
円
）
を
予
納

さ
せ
、
返
品
さ
れ
た
際
は
、
そ
の
予
納
金
を
返
還
し
、
・
現
物
は
会
計
よ
り
媒
局
に
渡
し
て
い
る
が

現
品

の
出

納
は

、
無

恨
で

貸
与

す
る

入
院

患
者

へ
の

受
払

、
回

収
び

ん
の

受
払

等
と

錯
綜

し
、

賂

理
に

困
雉

を
梃

め
て

お
り

、
外

来
用

、
入

院
用

回
収

品
と

判
然

と
区

別
し

、
消

耗
員

数
も

適
時

適

確
に
把
握
出
来
得
る
よ
う
な
取
扱
に
な
し
、
然
も
！
』
者
に
最
も
使
利
な
方
法
に
改
善
さ
れ
た
い
。

9
 
諸
汽
材
受
払
簿
中
、
受
払
幣
理
の
出
来
て
•
い
な
い
も
の
、
医
旅
用
消
純
機
械
受
払
蒋
中
誤
算
し

た
も
の
各

2
件
見
受
け
ら
れ
た
。
又
招
科
用
投
金
屈
受
払
蒋
に
2,
0052 g

誤
鉢
が
あ
り
、
残
麻
に

相
巡
が
あ
っ
た
：

10 
29

年
10
月

1
11
、
岐
阜
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
市
の
経
毀
に
よ
る
処
庫
保
険
病
院
長
及
び
事

務
長

会
議
11¥Jfti

者
負

担
金

1
・人
5,000

円
を
消
耗
品
毀
に
よ
り
支
出
し
て
い
た
が
適
当
で
な
い
。

給
食

関
係

1
 
給

食
物

臼
納

入
菜

者
の

指
定

は
同

一
莱

桶
に

対
し

、
現

在
2
}
り至

3
の
菜
者
を
仮
指
定
し
て
い

る
が
、
仮
指
定
は
納
入
希
根
の
業
者
よ
り
営
菜
証
明
害
、
経
殷
困
、
納
税
証
明
野
等
を
提
lli
せ
し

め
、
逸
当
と
認
め
る
も

{,9)に
対
し
て
は
仮
指
定
を
な
し
、
先
づ
10lI}

埠至
15

Iげ
II
納
入
さ
せ
、
成

も 't
が
よ
い
船
合
は
他
の
業
者
と
交
替
に
て
10IIItlI)9

至
1511(111

づ
つ
納
入
さ
せ
て
い
る
り
卦
'i
で
あ

る
が
、
奥
佗

1
11
の
患
者
給
食
約
750

食
、
打
設
婦
、
付
添
、
1茂

H
O
J
給

食
約
300

食
、
合
計
1,000

和
1)給

食
賄

iこ
の
ぽ
る
，
．
物
f
t
t
m
(
}）9jii(

！
は
給
食
自
体
に
！
肺
げ
る
こ
と
大
で
あ
り
、
競
争
且

閉
、
随
．
L瑛

約
．

一
卸

師
lIヽ

J購
入
呪
約
窄
各
飩
(
}
)
朋
入
方
法
を
戒
II!fi恋

切
に
採
用
し
、
常
；
こ
給

食ー(})向
k
を
は
か
り
、
固
定
の
別
；
こ
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
且
つ
父
、
こ
の
仕
事
が
菜
者
濶

に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
i廿

紅
さ
れ
た
い

2
 
患
行
以
外
リ
）
粕
ftooi系

の
llf"：

処
理
は
現
！
瓜
I只

f袷
印
こ
り
n
、:--c

行
わ
れ
、
相
当
複
帷
で
あ
り
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こ
れ

は
こ

3
主

何
れ

も
配

給
の

該
当

す
る

月
及

び
11
数

、
或

は
外

食
券

枚
数

0
)
n
u匹
砂ヽ

今
:

4
し、

v
一、今

V
ー、...

-...,, 
-

-

事
に

受
領

し
て

い
る

か
ど

う
か

不
明

で
あ

る
。

．
 

4
 
患

者
給

食
は

入
退

院
に

よ
る

事
、

手
術

そ
の

他
に

よ
る

欠
食

、
食
f前

の
変
更
等
屎
動
が
多
<
|

 .． 
給
食
実
数
の
把
掘
は
箸
る
し
く
困
難
を
極
め
、
原
価
計
算
も
確
実
に
出
来
な
い
現
状
で
あ
る
が
、

病
棟

と
の

連
絡

方
法

、
並

び
に

給
食

係
の

処
理

方
法

等
に

、
未

だ
研

究
の

余
地

が
残

さ
れ

て
い

る

と
思
わ
れ
る
か
ら
、
給
盆
実
数
(
)
)
把
握
は
筋
単
に
、
然
も
確
実
に
出
来
る
よ
う
に
改
蕃
し
、
給
食

原
価
も
適
確
に
算
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
火

施
設

に
つ

い
て

防
火

に
つ

い
て

は
病

暁
設

計
に

も
特

に
粕

誼
さ

れ
て

お
り

、
設

備
器
4し

も
次
表
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
建
物
自
体
が
不
燃
性
で
あ
る
と
い
う
先
入
惑
も
あ
っ
て
か
、
な
お
格
備
不
充
分
と
認
め
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
の
で
、
•
こ
れ
が
膨
備
に
つ
い
て
早
紘
対
策
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
。

I
艮

数
I

{Jiil
付

掲
所

：
摘

要
1

消
火

栓
1

10
各

病
棟

3
、
管
理
棟

i
ホ
ー
←
人

2
0
m
、
3
0
m
、

水
圧

蒻
分

ぁ
I

l
 

l
り

！

疇
、

？
li
疇

、
炊

ー
［

顧
疇

似
替

え
て

い
る

が
、

30
年

i

I
 

9
 
削：

3
、

布
鵬

加
舎

1乳点誓
0し

た
も
の
は
そ
の
ま
ま
と
な
l̀

水
招

1
布
i面
屋
1:

l
舷

0
石

入
り

末
使

用
l
 

-
-
-
-
・
-

シ
ャ
ッ
ク
ー

7
 11

暉
棟
各
附
2
、
玄
関

j -
-

．
 

！
 

―
-
-
-
-

l
 

-
1

:
 

バ
ケ

ッ
30

そ
の

他
ト
ビ
ロ

10
各

射
棟

I
 

;
 

消
火
栓
は
水
圧
も
強
く

l迎
i・
で
あ
る
が
、
ホ
ー
一
人
口
金
を

3
個
盗
難
に
か
か
っ
て
い
た
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
述
や
か
：
こ
整
備
，
ト
る
と
共
；
こ
．
、
今
後
再
び
盗
嬬
こ
か
か
る
こ
と
の
な
い
よ
う
梢
咬

を
溝

じ
、

又
、

守
戟

術
訳

名
等

U
)勁

作
中
：
こ
．
お
い
て
も
、
返
時
点
検
せ
し
め
る
容
、
事
故
防
1J:

に
努

J)
ら

れ
た

い

2
 
1せ

卜
水

即
七

断
水

時
の

給
水
lik

iii
火
用
と
し
て
は
渋
当
で
あ
る
が
、
我
[1
中
ま
だ
こ
れ
が

使
用
方
法
の
わ
か
ら
な
い
も
の
も
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
挽
作
指
祁
；
こ
tit

；
足
を
期
・
わ
る

と
共
；
こ
、
折
角

0
)旋

設
で
あ
り
、

・ti
芍
：
こ
利
用

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

a

3
 
I辻

I：
よ
り
待
避
Ind)

ロ
ー

プ
が

改
l改

餅
if、r：

ナ
て
あ
っ
た
が
＂
入
院
患
-
佑
が
物
干
に
利
用
し
た

I
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5 

た
め

と
雨

喝
し

の
為

、
現

在
は

腐
朽

し
、

使
用

不
可

能
に

な
っ

て
い

る
が

、
各

病
室

よ
り

待
避

す

る
た
め
の
ロ
ー
プ
並
び
に
而
症
患
者
用
の
救
命
袋
等
を
0/ii

付
け
て
お
か
れ
た
い
。

4
 
売

店
に

は
未

だ
消

火
施

設
が

な
く

、
初

期
洞

火
0凶

器
具
Vlli

付
方
、
至
恐
に
収
計
ら
れ
た
い
。

本
年

4
月
末
、
火
災
訓
錬
を
実
施
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
息
者
は
常
に
暴
動
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
入
院
患
、
者
、
外
来
患
者
、
職
訊
・
等
が
火
災
そ
の
仙
災
宙
に
際
し
況
乱
し
な
い
よ
う
、

賂
々
と
動
作
の

11•1来
得
る
よ
う
こ
烈
関
、

liil「
ド
、
病
宅
縮
に
待
避
痰
領
を
明
示
し
、

1常
に
各
人
の
心

樅
え
を
作
っ
て
お
く
こ
と
が
緊
吸
で
あ
る
と
認
め
た
。

＃
 

七、把窒
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監
査

公
表

第
5
号

地
方

自
治

法
第
199

条
第
6
項

の
規

定
に

よ
り

、
昭

和
30

年
度

1辿
時

監
査

を
実

施
し

た
の

で
、

そ
の

結
果

を
同

条
第

7
項

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

公
表

す
る

。

II{i 
f•1 9

 3
 0
月

7
月

26
n

 
・

 

広
島

市
監

査
委

員

同

ー

23

監
査

の
種

類

監
査

の
時

期

監
査

の
対

象

8910111213 

浅中

尾
、

野・

昭
和
30

年
度

帥
時

監
査

昭
和
30

年
5
月
13

日
よ
り

5
月
24

日
ま

で

1
 
広

島
市

社
会

福
祉

協
議

会

2
 
広

島
市

保
有

辿
盟

広
島

市
学

校
給

食
協

会

広
島

市
原

爆
障

害
者

治
捺

対
策

協
議

会

広
島

市
機

械
金

属
工

業
抜

能
者

養
成

所

似
島

汽
船

広
島

市
商

工
会

議
所

広
島

祭
委

員
会

広
島

市
民

生
委

且
述

合
会

広
島

市
商

店
肯

辿
合

会

私
立

中
学

校
広

島
地

区
協

会

広
島

市
西

部
幾

業
協

同
組

合

金
輪

島
会

34567 

義1専

光実

共
通

14 

15 

16 

匡

広
島

市
幾

梁
協

同
組

合

広
島

市
観

光
協

会

広
島
市
礁
業
協
同
系
lJ．合

4 

監
査

の
結

果

附
和

29
年
I的

中
本
市
が
補
助
金
、
交
付
金
、
そ
の
他
財
政
的
1珈

JJ
を
与
え
た
所
紺
l、ネ

illU)J
団

体
数

は
63
団

体
で

あ
っ

て
、

総
額
38,237,360

，
り
を
支

ILI
し
て
い
る
。
こ
れ
を
局
別
に
見
る
と
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

局
名

1
団

体
数

件
数

金
額

-
----

-
、

V
9
¥
 

I--------J------
―
-

始
窃

局
11 
I
 ・

 
_
 11 
I

 
9, 
294, 435 

！
黙

生
屈

｀
-I

14 
I
 

15 
I
 

7,342, o
o
o
 

廂
菜

局
22 

I
 

24 
I
 

14, 768, s
o
s
 

建
．

設
局

5
 I

 
s
 I

 
4, 
ao2, 420 

教
育

委
屈

会
11 

12 
1

 
2,030,000 

月
I・

I
 

63 
I
 

67 
!

 

本
同

の
監

在
は

之
等
63
団
体
の
中

16
団
体
を
打
hi!.¥

し
、
各
団
体
が
、
本
市
よ
り
交
付
さ
れ
た
U)J

成

金
を
交
付
条
件
及
び
交
付
申
請
困
の
将
約
条
項
．
を
確
実
に
守
り
、
交
付
目
的
を
遂
行
し
て
い
る
が
、

且
そ
の
経
理
が
．
；
1:陪

充
に
処
雌
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
監
在
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

事
項

38,237,360 

1
 
柚

助
団

体
に

お
い

て
既

定
計

画
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

関
係

苫
類

を
共

し
予

め
、

市

長
の

飛
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

な
っ

て
い

る
の

に
市

長
の

承
認

を
得

ず
し

て
、

当

初
の
計
両
を
変
更
し
た
も
の
が
あ
る
。

2
 
事

菜
年

鹿
終

f
後

2
ヶ
月
以
内
に
事
菜
報
告
古
及
び
収
支
決
尊
僭
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
期
限
内
に
未
提
Ill
の
も
の
、
或
は
該
団
体
の
規
約
に
よ
る
手
続
を

経
て

い
な

い
も

の
を

提
ll1

し
て
い
る
も
の
等
が
あ
っ
た
。

3
 
経
殴
の
絨
少
を
計
る
た
め
に
、

H.la
事
務
処
理
を
な
す
事
務
罠
を
厭
用
せ
ず

1
ヶ
月
に

1
回

班

菜
主
自
身
が
、
収
課
¥
_
)
を
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
事
業
の
性
質
か
ら
し
て
、
当
然

本
市

が
助

成
す

べ
き

も
の

で
あ

り
、

公
金

を
充

当
し

て
い

る
の

で
あ

る
か

ら
、

そ
の

経
理

に
つ

い

・
て
は
、

Il
．
灯
疇
を
厳
爾
に
し
蹄
哭
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

4
 
事

務
の

決
オ

規
程

の
無

い
も

の
が

多
く

、
康

務
担

当
者

の
意

の
ま

ま
に

支
Iり

が
な
さ
れ
て
い
る

9T1J 

，-
9
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砥送

も
の
或
は
長
が
勝
手
に
立
替
払
を
な
し
、
数
件
を
一
括
し
て
処
理
し
て
い
る
も
の
節
が
あ
っ
た
、
．

こ
れ
等
の
も
の
は
早
忽
に
規
程
を
作
り
若
し
く
は
処
理
方
を
さ
だ
め
、
金
銭
の
取
扱
方
が
）
レ
ー
ズ

に
な
ら
な
い
よ
う
改
善
を
要
す
る
。

5
 
補
助
団
体
の
仕
事
を
本
市
職
員
が
専
ら
こ
れ
に
あ
た
り
出
納
封
任
者
と
な
っ
て
現
金
を
取
扱
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
本
市
予
算
が
柚
助
金
に
府
替
り
し
た
型
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
も

あ
り

、
将

来
補

助
金

の
処

理
方

に
つ

い
て

は
、

そ
の

本
質

と
、

だ
て

ま
え

を
あ

や
ま

ら
ぬ

よ
う

再

検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
下

各
団

体
に

つ
い

て
、

性
格

並
に

柚
助

目
的

o
)概

要
を
述
べ
る
と
共
に
将
来
改
善
を
要
す
る

亨
に

つ
い

て
記

述
す

る
。

1
 
広
島
市
社
会
譴
祉
協
議
会

木
会

は
社

会
福

祉
事

菜
法

第
74
条
に
よ
り
、
昭
和
2
7
年

3
月
15

日
に
発
足
し
た
団
体
で
あ
っ
て

社
会

福
祉

を
目

的
と

す
る

事
業

に
関

す
る

調
査

、
連

絡
闊

披
、

助
成

、
普

及
及

び
宜

伝
、

綜
合

調

査
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
市
内
を

29
地
区
に
分
け
、
各
地
区
協
識
会
を
設
け
る
計
画
も

現
在

1地
区
を
除
き
、
•
他
の
28地

区
は
既
に
地
区
協
議
会
の
結
成
を
終
り
、
単
に
福
祉
事
業
の
み

に
止
ら
ず
、
衛
生
そ
の
他
各
地
区
に
お
け
る
諮
事
業
の
推
進
母
体
と
し
て
軍
大
な
地
歩
を
し
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
29

年
庇
に
お
い
て
は
、
市
よ
り
委
託
毀
と
し
て

20方
円

交
付

さ
れ

て
い

る

が
、
そ
れ
以
外
に
県
市
共
同
袋
金
配
分
金
39

万
円
、
県
社
会
福
祉
協
議
会
llJJ

成
金

4
万

円
等

を
主

体
と

し
、

年
間

事
業

総
額
75
万

円
で

あ
る

。
各

地
区

協
誤

会
の

活
動

が
活

酸
に

な
る

に
従

い
、

各

地
図

に
対

す
る

助
成

金
も

多
額

を
痰

求
さ

れ
る

実
俯

で
あ

り
、

且
共

同
募

金
郡

分
金

も
確

実
に

交

付
さ
れ
る
と
は
言
え
、
不
安
定
で
然
も
市
よ
り
の
委
託
炭
も

2
9
年
10
月
と

3
0
年

3
月
と

2
回

に
分

測
交
付
さ
れ
現
在
戦
員

1
名
の
給
料
も
迎
滞
と
な
っ
て
い
て
、
財
政
的
に
芳
し
く
、
困
窮
し
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
本
市
と
し
て
は
、
努
め
て
年
庶
初
め
に
全
額
を
交
付
せ
ら
れ
る
こ
と
が
招
ま
し

LI Of: 

ff 11';I:,. OC II! }.~— 

2 

2 
ヘ

v
。

指
摘

軍
項

1
 
事
務
処
理
規
和
を
賂
備
し
処
理
を
明
確
に
さ
れ
た
い
、

役
屈

の
出

如
旅

毀
の

一
部

を
県

よ
り

交
付

さ
れ

る
に

当
り

直
接

本
人

が
受

領
し

、
本

会
の

会

計
面

に
記

菜
が

残
さ

れ
て

い
な

い
も

の
が

あ
る

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

は
一

応
木

会
の

収
入

に
計

上
し
更
に
木
会
よ
り
本
人
に
支
給
ナ
る
処
趾
方
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

c

広
島

市
保

育
蓮

盟

木
連
盟
は
乳
幼
児
保
育
祖
業
の
強
力
な
る
発
匝
と
児
？
配
の
祁
HI比

餅
邸
に
寄
与
ナ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
保
育
事
栗
の
研
究
股
在
、
従
事
者
の
研
修
関
係
阻
関
I司

体
と
の
述
絡
等
の
財
渭
ぽ
と
を
行
っ

I I I 

3 

て
い
る
。

本
連
盟
の
昭
和

29
年
底
事
栗
姻
は
市
か
ら
交
付
さ
れ
た
委
託
裁
20

万
円
及
び
保
姐
、
職
員
そ
の

他
協

力
者

等
よ

り
徴

収
す

る
会

炭
2
7
万

6
千
Fl

を
充
当
し
て
い
る
。
保
育
施
股
の
支
出
の
主
な
る

も
の
は
、
事
業
裁
242,，900

円
で
そ
の
中
研
修
裁
、
派
述
毀
、

調
査
毀
が
主
痰
部
分
を
占
め
-c
ぃ

る
が
、
予
算
を
無
視
し
た
執
行
が
多
く
、
又
何
等
手
続
も
な
さ
ず
予
箕
更
正
が
行
わ
れ
て
い
た
が

予
算
の
更
正
は

l{ll
ち
事
業
計
画
の
変
更
で
あ
り
、
市
長
の
承
認
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
注
意

を
要
す
る
。

指
摘

事
項

1
 
事
務
処
理
規
程
岩
く
は
茄
準
を
照
備
し
事
務
処
理
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

経
毀
支
出
の
中
立
替
払
が
多
く
、
．
然
も
相
当
時
日
を
経
過
し
て
数
件
を
一
括
諮
求
し
処
理
し

て
い

る
も

の
が

多
数

あ
っ

た
、

又
証

班
固

頌
中

に
も

使
途

不
明

の
も

の
が

多
い

か
ら

将
来

の
取

扱
に
注
意
さ
れ
た
い
。

広
島
市
学
校
給
食
協
会

本
会
は
昭
和

2
7
年

学
校

給
食

事
業

の
充

実
発

限
と

そ
の

巡
営

の
遥

疋
を

図
る

た
め

、
市

立
小

学

校
長
を
会
員
と
し
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
会
に
対
ナ
る
助
成
金
は
政
府
配
給
物
斑
の
小
麦
粉
及
脱
脂
沿
乳
、
引
版
殺
金
に
し
て
銀
行
よ

り
借
入
金

300
万
l月

に
対
す
る
利
息

3
0
万
円
及
び
生
活
保
殴
法
の
適
用
を
受
け
な
い
生
活
困
窮
児

章
の

給
低

費
補

助
金
80

万
Fl

計
110

万
円

で
あ

る
、

給
食

毀
補

助
金

は
当

初
対

象
児

媒
1
人
当

り
5
円
全
対
集
児
蛮
数

l,
100

人
年
『
II給

食
予
定
回
数
を

2001」
と
仮
定
し
て
、

110
万

円
を

交
付

申
語
し
た
る
も
市
財
政
の
都
合
に
よ
り
予
箕
を

95
万
円
に
戟
額
さ
れ
そ
の
中

8
0
万
円
を
交
付
さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
対

象
児
3代

の
父
兄
よ
り
給
与
証
明
民
生
委
員
証
明
等
を
添
付
し
て
hliU)J

申
詰
宙

を
受
理
し
、
審
査
決
定
を
し
て
い
る
関
係
で
手
続
が
如
鎖
で
あ
る
と
し
て
給
点
を
拒
否
す
る
も
の

が
多
く
、
予
邸
に
相
当
残
額
を
生
キ
る
こ
と
が
判
り
、
当
初
の

1
人
当
り

5
円
を

7
円
に
増
額
補

助
し
て
い
る
が
こ
れ
は
交
付
各
件
と
相
巡
す
る
ば
か
り
で
な
く
市
・
長
の
承
認
を
必
漉
と
し
且
つ
予

鉢
に

剰
余

を
生

じ
る

と
の

理
由

で
hiiU)J

金
を
附
額
し
て
交
付
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
、
処
理

方
は
改
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

I附
和
3
0
年
渡
に
お
い
て
は
、
給
兵
毀
柚
り
）
Jを

全
額
、
半
額
、
怜

の
3
［
前
に
区
分
し
て
其
施
す
る
計
画
で
、

340
万
円
を
予
箕
計
上
し
て
い
る
が
、

2
9
年

庶
の

実
紐

か
ら

し
て

桶
類

を
多

く
す

る
こ

と
に

よ
り

、
帝

森
I面

で
の
事
祢
址
の
増
加
は
兒
れ
る
こ
と
が
出
来

ず
事
務
手
続
(
/
)
筒
索
化
に
つ
い
て
は
特
に
最
善
を
つ
く
し
、

1
人

で
も

多
く

給
食

を
実

施
.,J:ん

と

ナ
る

H
的
に
泊
う
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
摘

喜
項
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柚
助
児
章
が
仙
学

I~
よ
り

‘fti車
辿
学
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
、
そ
の
事
梢
を
載
査
す
べ
き

一
痰
が
あ
る
と
思
料
す
る
。

2
 
袖
U)J

申
詰
雷
中
の
保
殴
者
の
収
入
、
支
1.t
＼
金
額

0
)．fl

：
捩
な
る
も
の
、
吸
補
助
理
由
不
明
確
な

も
の
等
が
多
い
。
学
校
に
お
け
る
審
査
が
形
式
的
に
な
ら
な
い
よ
う
取
扱
を
改
恕
さ
れ
た
い
。

3
 
学
校
よ
り
の
料
惧
）

J申
諮
額
と
受
領
額
と
が
一
致
し
な
い
も
の
、
•

ii’t
求
月

IJ
と
受
領
月
日
と
前

後
す

る
も

の
縮

が
あ

っ
た

が
注

意
さ

れ
た

応

広
島
市
原
爆
障
害
者
治
療
対
策
協
謙
会

本
会
は
昭
和
28

年
1
月
発
足
し
た
も

(
0で

県
市
理
小
者
、
医
師
会
員
、
県
市
議
会
滋
訊
、
社
会

櫛
祉
協
猥
会
位
中
よ
り
、
会
長
（
市
長
）
が
委
艮
を
委
嘱
し
、
治
旅
部
並
に

3
専

門
部

を
腔

き
樅

成
し

、
隙

爆
1心
甜
・
宙
者
の
治
旅
、
他
艇
指
沌
に
当
っ
て
い
る
も
(
}
)
で
あ
る
、
昭
和
29

年
度
は
県
市
よ

り
の
交
付
金
150

万
円
、
寄
附
金
350

万
円
そ
の
他
躁
越
金
等
を
収
入
と
し
て
事
務
致
40
万
円
、
治

療
毀

~22
万

8
千
円
を
見
込
、
予
算
総
額

862
万

8
千
円
と
な
っ
て
い
る
が
、

29
年

I迂
は
N
H
K
O
)

“
た
す
け
あ
い
巡
勁

'9
(
)
）
中
止
に
よ
り
、

28
年

旋
に

お
い

て
約
400

万
円
を
計
上
し
た
省
附
金
も

一
般
寄
附
金
と
し
て

8
万
余
P]
の
収
入
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
実
肘
で
あ
る
、
反
面
潜
在
患
者
の
培

加
に
よ
り
治
旅
盛
が
培
大
し

29
年
皮
末
に
お
い
て
は

30
年

1
月
～

3
月
の
］
fil
の
治
釈
既
が
支
払
不

能
と

な
り

決
3な

が
出
来
な
い
状
態
に
あ
り
、
従
っ
て
現
在
は
要
治
旅
患
、
者
も
出
来
る
か
ぎ
り
治
旅

を
見
合
し
て
い
る
爽
僻
で
あ
る
が
、

29
年
殷
に
お
い
て
は
、
審
査
件
数
1,490

人
の
内

830
人
を
承

認
し

た
の

み
で

、
仙

0
)痰

恰
朕
者
660

人
は
不
飛
認
と
し
て
治
朕
を
施
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

IIO

和
29

年
炭

は
肛

生
省

よ
り

原
爆

障
宙

者
の

治
旅

毀
と

し
て

直
接

市
内

官
公

立
6
病

院
1,343,000

円
、
個
人
病
人
860,000

円
、
合
計

2,203,000
円
を
交
付
さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
一

応
本
会
へ
交
付
さ
れ
更
に
本
会
よ
り
各
施
設
に
交
付
す
る
の
が
嫡
当
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
の
で

あ
る
。現
在
本
会
よ
り
各
施
設
に
対
し
治
旅
毀
と
・
し
て
支
払
う
金
額
と
差
引
梢
邸
を
し
て
お
り
甚
し
く

矛
盾

し
た

収
扱

い
と

な
っ

て
い

る
の

で
将

来
は

厚
生

省
よ

り
の

治
旅

毀
補

助
金

は
直

接
本

会
が

交

付
を
受
け
、
本
会
の
意
図
に
茄
き
、
治
旅
毀
を
支
出
し
て
行
け
る
よ
う
そ
の
筋
へ
怒
請
す
ぺ
き
で

あ
る
と
思
料
す
る
。

な
お
検
荘
料
寄
附
金
は
勿
論
、
県
市
祉
i助

金
の
培
額
等
は
関
係
者
を
始
め
市
民
も
深
い
関
心
を

持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

30
年
貶
に
お
い
て
は
、
出
来
る
限
り
の
財
涌
を
確
保
し
市
内
在
住
推

定
約
6,000

名
の
原
愚
障
宙
者
の
治
旅
に
最
蒋
を
尽
せ
る
よ
う
切
梨
す
る
心
の
で
あ
る
。

指
摘

宴
項

1
 
医
師
会
そ
の
他
よ
り
の
借
入
金
の
事
務
的
処
理
が
不
充
分
で
あ
る
か
ら
改
善
さ
れ
た
い

。

6 

・K 
預
金
現
金
の
保
管
は
市
社
会
課
に
て
行
い
、
現
金
l廿

納
帳
は
事
務
局
（
市
民
病
院
内
）
に
あ

る
と

い
う

相
互

の
迎

繋
が

困
難

な
機

樅
と

な
っ

て
い

る
が

改
華

さ
れ

た
応

3
 
硝
務
処
騨
規
程
を
眺
餅
i
し
明
確
な
る
事
務
を
確
立
さ
れ
た
い
。

広
島
市
機
械
金
属
工
業
技
能
者
癒
成
所

当
所
に
対
す
る
袖
llJJ

金
は

広
島

市
按

能
者

捉
成

協
会

が
同

協
会

分
と

一
括

申
諮

し
交

付
さ

れ
た

も
の
を
分
割
支
給
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

当
所
は
生
廂

(J)脂
率

的
増

強
並

に
技

術
水

準
の

向
上

を
期

し
、

労
鏃

括
準

法
に

規
定

す
る

級
秀

な
る
機
披
金
屈
工
菜
抜
術
者
を
捉
成
す
る
を
目
的
と
す
る
梨
団
殺
成
所
で
あ
る
。
昭
和
29

年
皮
は

市
よ
り
抜
能
者
狡
成
協
会
に
交
付
さ
れ
た

20
万
円
の
内

143,
3
0
Q
p:]を

受
け
、
こ
れ
に
投
成
工
の

捩
菜
料
及
び
会
費
（
共
に
厭
用
主
負
担
）
合
計

•623,257
［
り
を
以
て
、
講
師
並
に
職
員
に
対
す
る

給
料
、
教
室
並
に
事
務
室
の
使
用
料
等
に
充
当
し
迎
営
し
て
い
る
。
当
所
は
28

年
9
月
発
足
時
に

お
い
て
は
技
能
職
種

7
、
従
成
者

100
名

で
あ

っ
た

が
業

界
の

不
振

に
禍

さ
れ

現
在

入
所

者
総

数

155
名

1
学
年
平
均
50

名
余
と
な
っ
て
い
る
。

袖
助
金
は
指
沌
艮
の
給
料
手
当
、
機
械
甘
怜
具
備
品
の
維
持
更
新
及
建
物
の
借
J
消
．
料
教
科
宙
そ
の

他
教
材
に
充
当
す
る
よ
う
各
件
が
附
し
て
あ
る
が
、
講
師
手
当
、
戦
員
給
掛
の
み
で
約
30

万
円
を

痰
し

会
造

並
に

投
業

料
で

辛
じ

て
迎

営
し

て
い

る
現

状
で

あ
る

が
、

会
員

並
に

捉
成

工
の

確
保

及

ぴ
事
菜
主
の
啓
蒙
に
努
め
事
業
の
実
紹
を
あ
げ
さ
せ
る
と
共
に
、
打
1ill）

）
金
を
生
か
す
こ
と
に
努
力

す
べ
き
で
あ
る
と
思
栂
す
る
。

指
摘

事
項

1
 
事
務
処
即
規
程
が
な
く
、
且
つ
現
在
の
事
務
組
織
で
は
迎
常
面
に
お
い
て
免
1t
点
が
あ
る
か
ら

早
恐
に
改
苦
さ
れ
た
い
。

2
 
銀

行
よ

り
の

借
入

金
利

息
を

二
煎

支
払

を
し

た
こ

と
に

な
っ

て
い

た
の

で
事

惜
を

調
査

し
是

正
さ
れ
た
い
。

3
 
援

業
料

そ
の

他
収

入
金

の
収

納
月

日
不

明
の

も
の

が
あ

る
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
に

対
す

る
領

収
香
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
が
妥
当
で
な
い
。

似
島

汽
船

本
団
体
は
似
島
町
民

2
名
に
よ
る
共
同
経
営
休
で
あ
っ
て
船
舶

1
隻

を
以

っ
て

宇
品

涜
と

似
烏

間
を

1
H

 7
往
復
し
、
こ
の
lメ

．
．
間
の
翰
送
を
業
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和

4
年
似
島
町
が

本
市
に
紺
入
さ
れ
た
際
本
市
が
町
民
に
対
し
宇
品
、
似
烏
椙

l0)架
橋

に
代

え
る

趣
旨

で
本

航
路

に

補
助

金
交
付
を
考
阻
し
て
よ
り
弓
I続

き
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

c
昭
和
28,

29
年
度
に

お
い
て
も
各
50

万
円
の
袖
助
金
を
交
付
し
て
い
る
が
、
本
航
路
の
利
用
者
は
似
島
町
民
約
2,800

名

，
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斑把

.
 •一心

砥担
l

7 

‘̀ 

u oc rI 

n llJ:ocuJ
、

u-

を
主
体
と
し
そ
の
他
似
島
町
の
工
事
現
場
に
通
う
人
夫
等
で
あ
っ
て
、
利
用
者
は
概
ね
固
定
し
て

お
り
、
又
昨
年
船
の
老
朽
の
た
め

100
万

円
を

付
け

て
現

在
使

用
の

船
と

交
換

し
た

た
め

、
経

営

が
箸
し
く
困
雉
を
訴
え
て
い
る
。
昭
和
29

年
炭
事
業
報
告
杏
に
よ
る
と
収
支
差
引
の
な
い
業
絨
と

な
っ
て
い
る
が
実
質
は
こ
れ
と
相
迩
し
て
い
る
と
言
い
、
昭
和
29

年
度
を
見
る
と
迎
賃
そ
の
他
収

入
合
計
3,284,125

円
に
対
し
支
出
合
計
は

3,309,674
円
で
差
弓

[25
.549

円
の
赤
字
で
あ
り
、
そ

の
他
帳
簿
に
記
入
し
て
な
い
も
の
等
を
加
え
る
と
約
160

万
円
の
収
入
不
足
と
を
表
示
し
て
い
る
。

現
在
従
業
員
は
船
長
、
機
関
長
、
甲
阪
兼
硝
務
員
並
に
機
械
員
の

4
名
と
事
業
主
の
内

1
名

が
現

場
で
従
莱
員
と
共
に
仕
事
を
し
経
袈
節
約
の
目
的
で
事
務
員
を
骰
か
ず
事
菜
主
が
盤
理
し
て
お
り

そ
の
整
理
は
柩
め
て
原
始
的
で
証
班
書
類

0
)な

い
も
の
、
醗
反
洩
れ
と
な
っ
て
い
る
も
の
等
が
多

く
、
単
に
事
莱
主
の
手
持
現
金
在
高
に
よ
り
現
況
を
判
断
す
る
と
い
う
状
況
で
実
態
(
}
)
把
握
は
困

難
な
状
態
で
あ
る
，

柚
助
金
交
付
に
対
象
事
菜
と
し
七
、
こ
の
点
に
お
い
て
戟
に
瑯
惑
で
あ
り
、
早
忍
に
手
を
打
っ

-c
照
備
を
せ
ら
れ
た
い
。

指
摘

事
項

1
 
旅
客
迎
賃
は
硬
船
券
販
売
．
手
数
掛

(
1
0
%
）
を
差
引
い
た
額
を
計
ヒ
し
手
数
料
は
全
々
考
眼

し
な
い
処
理
と
な
っ
て
い
る
が
巡
貸
は
全
額
を
計
上
し
て
後
手
数
‘
料
を
支
払
う
よ
う
に
し
且
つ

領
収
四
も
版
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
物
品
の
睛
入
、
修
紐
容
に
関
ナ
る
詰
求
舌
、
傾
IIぷ

即
凡
登
理
が
全
く

Ill
来
て
い
な
い
が
之
等

は
II
ノ
く
確
実
に
整
理
し
、
且
現
金
も

11
＼
納
恨
iこ

冗
節
に
記
録
し
兵
実
性
の
あ
る
整
狸
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

e

3
 
本

仰
迂

よ
り

船
客

｛
邸

螂
に

加
入

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

な
り

、
年

間
保

険
将

68, 320i11
の
負
担
と
な
る
よ
う
で
、
迎
貨

l
人

51.Ll
⑳

''.i
I：

げ
を
希
摂
し
て
い
る
が
現
在
の
事

務
処
理
で
は
巡
貸
の
原
価
も
ヰ
l(H

嘩
で

当
然

饂
料

分
は

部
四

増
加

と
な

る
。

現
在

の
部

貨

額
51

り
が
果
し
て
至
当
で
あ
る
か
否
か
は
こ
の
盗
検
討
ぢ
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
祖
で
あ

る。広
島
市
商
工
会
頂
所

碑
は

商
工

会
浪

所
法

に
よ

る
特

殊
法

人
で

あ
っ

て
、

商
工

菜
の

栂
合

的
改

笞
発

達
を

図
り

ijit

匹
訟

一
般

の
福

祉
の

増
池

口
9げ

る
な

ti
的
と
ナ
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
28

年
以
来
の
政
府
の

デ
ブ
レ
政
策
と
一
投
的
彰
｛
後
退
に
よ
り
市
i’i
商
て
菜
行
も
一
祐
；
こ
沈
ii7
の
一
途
な
辿
り
つ
つ
あ

る
時
．
木
商
工
会
系
所
は
地
秘
浪
奈
台
経
罪
司
ik
た
る
某
木
が
J使

命
か
ら
、
ぷ
習
会
、
講
秋
会
、

糊
段

の
検

定
醗

呪
広

栄
、

買
船

1)叛
択

恣
9
)各
r祖

の
頃
茉
と
共
に
、
事
菜
遂
行
又
It
姐
策
の

沢
と

す
る

基
礎

的
謁

査
の

実
施

或
は

盆
及

び
年

末
の

特
別

漁
叩
1那l炭

の
実
施
等
市
内
商
工
菜
者
と

共
に
努
力
を
続
け
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
市
よ
り
の
リ
）
J成

金
は
昭
和
30

年
庇
80
万
円
を
交
付
し
て
い
る
が
、
本
l・リJ成

金
の
指
定
事
菜
と

し
て

中
小
企
莱
相
談
所
の
育
成
指
瑕

工
業
及
び
商
菜
簿
記
溝
習
会
の
開
催

税
務
の
指
沌

商
店
経
営
指
麻

各
種
経
済
班
1背

関
査

6
広
島
ま
つ
り
、
川
ま
つ
り
の
育
成

7
 
商
工
育
年
の
指
遠

8
 珠

算
の

指
荘

9
 
講
習
会
の
講
油
会
の
開
佃

10.
そ
の
仙

以
上
10
項
目
を
提
示
し
て
い
る
が
使
用
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー2 3 4 5 

種
類

商
工

従
事

者
の

設
成

指
洪

並
び

に
按

能
検

定
経

費

物
価

・
載

査
毀

調
査

｀
裕

料
発

行
裁

商
工

名
鑑

作
成

討
；

•牲

北
九

州
見

本
市

！
｝

｝
l
tt

投
協

力
蚊

広
li＼

ま
つ

り
開

佃
協

力
盟

批
界

平
和

者
会

誤
開

佃
協

力
毀

講
油

、
怒

談
会

開
佃

経
毀

照
明

店
飾

、
コ

ン
ク

ー
ル

並
び

に
経

営
診

断

海
の

記
念

II
協

力
既

団
体

lJJJ
成

企

ij f・ 
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珠、

柘広

、会

菜‘

定皆

企会

検講
プ尺

小人
巾法所｀ ィ墓 摘ク計習

、̀i’11
・・

19•119●、

1

,．，

1,1 111,．

I., 

額釦244640214140950820281327000000000

71諏孤461協戟211

ド
21皿磁

金
•I-l ーーー•I

本
市

よ
り

の
助

成
金

の
使

用
は

全
て

全
額

0
)頭

に
⑮

の
ゴ

ム
印

を
押

し
て

柁
理

し
て

お
り

、
仙

の
も
の
と
判
然
と
区
別
士
ら
え
し
説
査
、
照
合
も
楳
ゥ
只
て
容
易
で
あ
る
。
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8 

指
摘

峯
項

広
島

ま
つ

り
育

成
に

対
し

て
U)J

成
金
よ
り

95,950
円

を
支

出
し

て
い

る
が

、
広

島
ま

つ
り

委
員

会
に

対
し

本
市

よ
り

別
途
30

万
円

を
助

成
金

と
し

て
交

付
し

て
い

る
が

同
一

対
象

事
業

に
対

し
特

別
の

具
体

的
毀

途
を

限
定

せ
す

液
に

団
体

に
か

さ
ね

て
交

付
す

る
点

に
は

疑
毅

が
あ

る
。

且
、

市
と

し
て

も
予

箕
の

本
毀

用
の

枠
に

つ
い

て
は

限
界

を
附

し
て

腔
く

べ
き

で
あ

る
。

広
島

祭
委

員
会

こ
の

委
員

会
は

広
島

ま
つ

り
、

川
ま

つ
り

、
そ

の
他

級
光

的
行

班
を

行
う

も
の

で
、

Il{｛和
29

年
庶

は
県
20

万
円

、
市
50

万
円

（
広

島
ま

つ
り

30
万
円
、
）
,
,
ま
つ
り

20Jf
円

）
そ

の
他

会
員

よ
り

の
会

烈
809,800

ド
］

を
以

て
賄

っ
て

い
る

が
、

本
市

よ
り

の
助

成
金

が
広

島
ま

っ
り

、
及

び
川

ま
つ

り

と
別
個
に
助
成
金
を
交
付
し
て
い
る
関
係
で
、
決
算
困
も
二
本

l•こ
し
て
い
る
が
、
実
際
は
一
本
で

あ
り

、
・

会
員

よ
り

徴
収

す
る

会
裁

も
広

島
ま

つ
り

と
川

ま
つ

り
と

を
一

緒
に

し
た

も
の

の
会

毀
で

あ
り

、
二

本
建

に
決
3食

る
の

は
矛
l百

し
て

い
る

か
ら

、
本

市
よ

り
の

助
成

金
も

一
本

で
交

付
す

る
よ
う
に
眺
理
さ
れ
た
い
。

指
摘

嶺
項

1
 
巡

転
貸

金
が

な
い

た
め

役
員

よ
り

借
入

金
を

し
て

い
る

が
相

当
長

期
間

に
な

っ
て

お
り

、
そ

の
上

決
箕

面
に

現
わ

れ
て

い
な

い
が

こ
の

よ
う

な
経

理
方

は
い

け
な

い
。

役
殿

に
対

し
、

一
時

的
で

は
あ

る
が

貸
Iii

を
し

て
い

た
よ

う
に

な
っ

て
い

た
が

正
当

で
な

い
。

3
 
本

会
は

現
在

職
員

は
な

く
、

本
市

商
工

課
糾

光
係

が
事

務
処

理
に

当
り

出
納

衷
任

者
も

本
市

職
員

が
当

っ
て

い
る

が
遥

当
で

は
な

い
か

ら
、

早
恐

に
補

助
団

体
と

し
て

一
線

を
割

ナ
る

よ
う

処
理
さ
れ
た
い
。

・

広
島

市
民

生
委

員
連

合
会

本
会

は
民

生
委

殷
相

互
の

連
絡

を
緊

密
に

し
、

自
1邸

共
励

し
て

斯
業

の
堅

実
な

発
送

を
期

さ
ん

と
す

る
も

の
で

、
民

生
委

員
精

神
の

品
揚

、
民

生
事

業
並

び
に

庶
民

生
活

の
閥

査
研

究
、

民
生

委

員
大

会
、

協
浪

会
、

誤
習

会
、

講
演

会
等

の
開

他
、

並
ぴ

に
民

生
事

業
の

普
及

宣
伝

等
の

事
業

を

し
て

い
る

も
の

で
、

昭
和
29

年
皮
本
市
よ
り

28
万

円
を

交
付

し
て

い
る

。
本

会
の

歳
入

は
前

項

の
市

助
成

金
、

共
同

券
金

配
分

金
30,

35_2
円

並
び

に
会

員
389

名、
1
人

年
額
400

円
計
154,000

円
合

計
584,345

円
で

あ
っ

て
、

こ
れ

を
事

務
喪

、
事

業
裁

並
び

に
県

へ
の

納
付

金
に

充
当

巡
営

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

29
年

殴
末

に
な

っ
て

県
へ

の
納

付
金
77,000

円
並

び
に
26

年
殴

分
納

付

金
36,000

円
、

計
113,000

円
末
払
い
の
ま
ま
、

118,081
円

を
繰

越
し

て
お

り
、

正
味
75,081

円

が
繰
越
さ
れ
、
市

lf:JJ成
金
の

280,000
円
は
各
地
区
協
競
会
毀
と
し
て
、

•28池
区
各

10,000
円
計

2

80,000
円

が
苑

礎
と

な
っ

て
助

成
金

額
を

決
定

し
て

い
る

の
で

あ
る

が
、

29
年

認
は
180,000

円

2 

11 

の
不
足
支
出
に
止
め
て
い
る
。

こ
れ

は
、

こ
の

委
員

会
が

仕
事

を
し

な
い

た
め

経
炭

の
必

痰
が

な
い

の
か

、
或

は
助

成
金

が
不

足
の

た
め

仕
事

が
1.l
＼
来
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
い
ー
わ
れ
に
せ
よ
、
市
の
助
成
金
目
的
に
泊
わ
な
い

こ
と

と
な

る
の

で
、

将
来

こ
の

点
の

是
正

に
充

分
関

心
を

も
た

れ
た

い
。

・

指
摘

事
項

1
 
本

会
以

外
内

人
事

屎
動

に
伴

う
歓

送
迎

会
に
10,050

円
を

経
挫

と
し
-e

支
ll¥

し
て
い
た
が
一

見
目

的
外

支
Iii
の

よ
う

で
あ

る
。

検
討

せ
ら

れ
た

い
。

2
 
地

区
協

俄
会

迎
営

裁
0
)．

追
加
支
払

2,100
円
の
内
枯
町
、
ネ
｛
叫
地
区
の
領
収
証
が
不
備
で
あ

っ
た
。

3
 
現

金
叫

礼
帳

の
記

張
は

預
金

通
帳

と
の

照
合

が
使

な
る

よ
う

改
善

を
要

ナ
る

。

10 
広
島
市
商
店
街
連
合
会
・

本
市
は
本
市
商
業
の
柑
建
振
典
を
［

~Iる
た
め
、
各
商
店
街
の
有
機
的
紡
合
に
よ
り
、
そ
の
茄
本

的
方

策
を

研
究

ナ
る

と
共

に
各

商
業

経
営

者
の

発
殷

向
上

に
費

せ
ん

と
す

る
も

の
で

、
会

員
は

各

商
店

惜
商

菜
協

同
組

合
で

あ
っ

て
、

そ
れ

等
組

合
を

構
成

す
る

各
商

店
よ

り
拠

出
す

る
会

裁
（

年

額
240

円
）
並
び
に
本
市
よ
り
の
リ
）
J成

金
に

よ
り

迎
営

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

指
摘

事
項

1
 
昭
和
29

年
貶

は
市
1JJJ

成
金
300,000

円
会

毀
290,100

円
を

車
菜

距
並

び
に

事
務

毀
に

当
て

て

い
る

が
、

事
業

毀
の

中
、

昭
和
30

年
炭

に
執

行
す

べ
き

も
の

を
支

出
し

て
い

る
も

の
、

或
は

本

会
に

て
支
llI

す
べ

き
で

な
い

い
の

を
立

替
払

し
て

い
る

も
の

等
が

あ
り

、
返

当
で

な
い

か
ら

、

将
来

か
か

る
こ

と
の

な
い

よ
う

販
扱

に
注

意
さ

れ
た

ら
・

2
 
人

件
毀

1
名

分
の

給
料

の
一

部
を

別
に

臨
時

職
員

を
屈

入
れ

た
も

の
と

し
て

支
出

し
て

い
た

が
妥
当
で
な
い
。

3
 
渾

業
既

、
雑

毀
よ

り
交

際
裁

的
な

経
裁

が
多

分
に

支
出

さ
え
L-c

い
る

が
、

こ
れ

は
出

来
る

だ

け
自

粛
し

、
本

来
の

事
菜

目
的

に
使

用
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

将
来

是
正

の
速

が
あ

る
。

私
立

中
学

校
広

島
地

区
協

会
鼻

市
内

在
箱

の
私

立
中

学
校

通
学

者
の

教
育

造
を

補
助

す
る

た
め

、
本

会
を

経
由

し
て

各
市

立
中

学
校

に
補

助
金

を
交

付
し

て
い

る
も

の
で

、
在

籍
私

立
中

学
生

に
直

接
補

助
と

な
ら

な
い

が
、

間

接
的

補
助

と
な

っ
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

本
会
は
各
中
学
校
よ
り
提
出
さ
れ
た
貧
料
に
五
し
き
、

llJJ
成

金
の

交
付

申
諮

を
な

し
、

こ
れ

が
受

領
後

各
校

に
配

分
す

る
の

み
で

会
則

も
会

計
簿

も
餅
iい

付
な
く
、
唯
助
成
金
の
受
領
委
任
者
に
過
ぎ

ず
、

本
会

自
体

の
活

動
は

認
め

ら
れ

ず
、

現
況

で
は

寧
ろ

各
学

校
毎

に
助

成
す

る
の

が
瘤

当
と

思

寧ー`
.,‘ ょヽー`
＇ "
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わ
れ
る

c

昭
和
29

年
殿
は
600,000

円
を

交
付

し
て

い
る

が
、

そ
の

配
分

状
呪

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

｀
走

数
1
配

分
金

額
li

―
配

I
 600 

92, 830 
1

 

138 
I

 
21, 

350 

l
 5

 
0
 

7, 
7
 

3
 

5
 ~ 

276 
l

 
42, 702 

I
 

3
 I
 

465 

36 I
 
5,510 Ii 

配
分

先
分

先

修
逍

中
学

校

祟
徳

I/ 

進
徳

鈴
ケ

峰
，＇ 

山
励
女
手
！
／

祇
園

I/ 

“ 

蔀把釜送LI OE ff 1 f 
:1:; OE U± 

Ml 
ヽ

松
本

中
学

校

比
治

山
女

子
，

I

広
品

女
子

商
，

I

山
陽

，9
 

安
田

消
心

” II 

1
生

徒
数

I
配

分
金

額
1

—
' 

31 
I

 
4. 
800 

I
 

＇ 
418 I

 
64, 670 !

 
906 I

 140, 110 
:

 

32a I
 5o, 765 

:
 

2
 

7
 
9
 

4
 

3, 
1
 

6
 
5
 :
 

・
 

378 
58, 48o i

 

12 
広

島
市

西
部

農
業

協
同

組
合

本
組

合
に

対
す

る
助

成
金

は
市

内
の

腹
芥

を
堆

梢
と

し
て

施
肥

し
、

堆
肥

し
、

老
朽

土
域

の
更

新
を

計
る

た
め

限
芥

処
理

場
設

闘
の

た
め

、
200,000

円
、
及
び
下
肥

0
)衛

生
的

貯
蔵

並
び

に
労

力

の
節

祓
の

た
め

下
肥

共
同

貯
蔵

の
設

骰
0
)
た
め
100,000

円
、

合
計
300,000

円
を

交
付

し
、

こ
れ

と
同

組
合

自
己

究
金

300,000
円

並
び

に
地

元
農
IX:

負
担
308,558

円
、

合
計

908,558
；
打
が
交
付

せ
ら

れ
そ

れ
に

よ
っ

て
同

事
菜

の
完

成
を

計
っ

た
の

で
あ

る
が

、
我

際
は

本
市

よ
り

の
300,000

円
並

び
に

地
元

負
狙
308,558F1

の
み

に
て

、
指

沿
諏

業
烈

と
し

て
101,400

円
を

支
出

し
て

い
る

が
、

仮
り

に
こ

れ
を

本
事

業
毀

の
自

己
負

担
額

と
し

て
も

、
な

お
190,600

円
を

浮
か

し
た

こ
と

に
な

り
、

決
箕

由
と

相
述

し
て

い
て

不
当

で
あ

る
c

な
お

、
地

元
負

担
308,558

円
（

服
芥
200,000

円
、

下
肥
108,558

円
）

は
牒

区
民

の
労

力
li1

咲
で

あ
っ

て
こ

れ
に

閲
す

る
荘

斜
も

な
く

載
査

不
能

で
あ

っ
た

。

13 
金

輪
島

会

木
会

は
金

輪
l祖

町
と
本
市
と
を
連
絡
ナ
る
定
期
船
迎
航
碩
業
を
行
う
も
(
/
)
で
、
会
員
約
30

戸
（
町

民
）

を
以

っ
て

紐
織

し
て

い
引

団
体

で
あ

っ
て

、
迎

賃
、

会
祓

並
び

に
本

市
よ

り
の

補
助

金
を

も

っ
て

迎
営

し
て

い
る

。
昭

和
29

年
旋

15Jjf
月

の
補

助
金

を
交

付
し

て
い

る
が

、
交

付
時

期
が

翌
年

4
月

頃
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

次
年

度
の

事
業

毀
に

充
当

し
、

従
っ

て
決

尊
も

次
年

庇
に

入
れ

て

い
る

が
実

際
は

紺
年

補
助

金
は

同
額

で
あ

り
、

現
年

庇
に

入
れ

た
よ

う
に

し
て

決
3
註
舌
を
提
II.
＼し

て
い

る
も

の
で

、
妥

当
で

な
い

G
木

市
の

交
付

時
期

に
よ

る
と

は
い

え
、

決
箕

即
i
を

変
更

L
、

決
箕

田
の

兵
実

性
を

緊
持

ナ
る

た
め

に
改

噛
が

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

指
摘

寡
項

1
 
事
菜
決
グ
ぼ
お
こ
該
当
品
目
の
な
い
ilf
船

料
、

揆
1寺

在
、

預
企

利
子

等
が

あ
り

、
又

棧
橋

使
用

14 

15 
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ゞ

料
、

船
舶

修
絣

料
を

乗
船

掛
と

相
殺

し
て

お
り

、
簸

正
で

な
い

c

2
 
決

箕
苦

0
)翌

年
度

繰
越

現
金

、
保

険
料

等
、

金
額

が
相

巡
し

、
管

理
人

手
当

、
定

期
券

、
乗

船
券

購
入

毀
筍

凌
llIO)

な
い

も
の

を
記

載
し

て
い

る
も

の
、

叉
船

内
・

売
上

金
の

誤
算

し
た

も
の

が
非

常
に

多
く

経
理

が
妥

当
で

な
い

。

広
島

市
燐

業
協

同
組

合

本
紐

合
は

農
業

協
同

組
合

法
に

陥
く

法
人

で
あ

っ
て

組
合

員
の

事
業

又
は

生
活

に
必

要
な

資
金

の
住

付
の

内
股

菜
生

晦
施

設
西

建
脊

金
紬

賽
と

し
て

温
床

建
設

荘
金

の
捉

付
の

た
め

、
本

市
よ

り

餓
合

に
対

し
600

万
円

を
預

託
し

て
い

な
市

の
預

託
額

と
同

額
以

ヒ
の

自
己

賽
金

を
合

し
て

礁

賽
ナ
る
約
定
で
あ
る
か
ら
、

1,200
万
円
以

1•抽
殿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
温
床

事
業
の
不
況
の
た
め
、

1舟
付
希
訊
者
が
漸
祓
し
、

29
年

庶
(
5
月
201

―1現
在
）

852
万

円
の

餃
出

で
348万

i-1.]
践

存
し

て
お

る
状

熊
で

あ
る

。
こ

の
状

熊
が

つ
づ

く
と

す
れ

ば
30

年
炭

0
)預

託
金

額

も
当

然
検

討
考

廊
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
叉

本
紐

合
に

対
し

、
I!［｛和

28
年

疫
用

排
水

路
浚

渫
事

'

菜
ulJ

成
金

5
万

円
を

交
付

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
地

元
負

担
金
15

万
円

、
合

計
20

万
円

を
以

て
下

翫
蟷

砂
浚

渫
を

ナ
る

か
の

で
あ

る
が

、
輿

拭
を

見
る

と
認

メ
：

民
の

勤
労

奉
仕

に
よ

っ
て

お
り

、

極
め

て
l怪

易
な
も
の
で
あ
り
、

1(JJ
成

事
業

と
し

て
最

摘
で

な
い

と
、

屈
わ

れ
る

か
ら

、
本

研
業

の
llJJ

成
に

つ
い

て
は

一
考

を
班

す
る

。

指
摘

事
項

1
 
温

床
建

設
工

事
の

竣
工

検
在

に
よ

り
適
i?t
額

U
)戟

額
を

必
疫

と
ナ

る
も

の
に

対
し

、
こ

れ
を

絨
額
し
な
い
ま
ま
閲
蝦
し
た
も
の
が
一
・
件
あ
っ
た
が
、
販
扱
に
注
．
＼
認
魂
げ
る
。

広
島

市
観

光
協

会

本
会

は
木

市
観

光
4
深

0
)
［i,11.1:,M

を
を
図

t)
、

地
方

r栢
菜

文
化

の
llfi

瑯
こ

術
与

ナ
る

を
目

的
と

す
る
も
の
で
、
昭
和

29
年
I~
に
お
い
て
は
広
島
5逸
諏
会
へ
の
協
力
、
隣
接
観
光
地
宮
品
、
岩

国
、

肛
と

の
共
I(11

宜
伝
さ
ド
国
内
観
光
事
業
の

I・
・
外
に
呼
応
し
fti

瞬
］
な
勁
き
を
見
北
て
い
る
。

29

年
疫

は
会
[1
約
55

名
よ

り
徴

収
ナ

る
会

毀
216,

ooorr1
、

木
市
l1JJ

成
金
130,

OOOjIJ
、

そ
の

他
駅

前

観
光

案
内

所
手

数
料

（
観

光
パ

．
A
切符・＇＇

i
掠
l、

:1
．
瓶
品
販
、
，
l:
手
数
沼
）
名
罪
合
31

725,247I
り
の
収

入
に

対
し

、
事

務
毀
314,

02a:
り
、
ポ
菜
毀
388,

149,IJ
、

合
計
702,

l77j1Jo)
支
lll

と
な

っ
て

い

るヘ指
摘

寄
項

1
 
本

市
商

工
課

栽
屈

の
会

合
毀

を
本

会
が

打
1窓

負
阻

し
て

い
ろ

が
、

浪
四

と
思

わ
れ

る
も

の
も

少
く

な
い

。
将

来
厳

に
iiaを

さ
れ
た
い
。

2
 
市
毀
予
耳
に
よ
り
支
！
！
げ
ぺ
さ
も
の
を
立
菩
え
た
も
(
)
)
一
f・f:,

翌
a

に
対

Litll
＼
し
た
も
の
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三
件
を
見
受
け
た
が
不
当
で
あ
っ
た
。

3
 
接

待
裁

で
支

出
命

令
を

翫
復

し
て

命
令

し
た

も
の

、
そ

の
他

命
令

苦
摘

吸
欄

記
載

の
不

明
確

な
も

の
が

多
い

。
取

扱
に

的
確

を
期

さ
れ

た
い

。

4
 
観

光
案

内
所

へ
交

替
勁

務
す

る
市

職
員

に
対

し
、

期
末

手
当

を
支

給
し

て
い

た
が

、
地

方
公

窃
員

法
に

抵
触

し
な

い
よ

う
、

合
法

取
扱

を
期

せ
ら

れ
た

い
。

5
 
年

庇
末

に
お

け
る

出
納

区
分

が
滉

乱
し

て
い

た
が

、
こ

れ
を

明
蹄

に
し

、
決

箕
の

花
確

を
期

し
た

応

広
島

市
漁

業
協

同
組

合

昭
和
28

年
炭

、
本

組
合

に
対

し
助

成
金
72,220

円
を

交
付

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
礁

船
災

宙
軽

絨
防

止
珀

粟
と

し
て

本
紐

合
員

の
2
8
年

4
月

1
I]
よ・り

29
年

3
月
311-1

の
lillO)

礁
船

災
宙

保
険

加

入
掛

金
を

補
助

し
、

礁
船

の
保

険
加

入
を

な
さ

し
め

、
不

贈
の

災
宙

に
迎

遇
す

る
も

礁
業

経
営

に

支
障

を
来

さ
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

で
あ

る
。

保
険

加
入

船
213

退
、

之
れ

が
保

険
料
240,734

円

で
、

市
U)J

成
金
7
2
,
2
2
0
円

を
差

引
き

自
己

負
担

額
は

168,514
円

と
し

て
い

る
が

、
県

補
助

金
を

13,723
円

受
け

て
お

り
、

自
己

負
担

額
は

154,791
円

と
な

っ
て

い
る

。
然

る
に

本
市

へ
の

助
成

金
交

付
申

納
害

並
び

に
事

業
報

告
書

に
は

13,723
『lの

県
費

補
助

を
除

外
し

て
お

り
、

実
際

と
相

述
し
て
お
り
妥
当
で
は
な
い
。

む
す

ぴ

以
上

16
団

体
の

監
査

結
果

の
概

要
に

つ
き

迫
べ

た
が

、
市

が
補

助
を

な
す

の
は

、
本

市
財

政
に

余
裕

あ
る

場
合

に
於

て
始

め
て

補
助

金
を

交
付

し
、

本
市

自
体

の
公

益
を

増
進

す
る

も
の

で
、

公

・
益

上
必

枢
が

あ
る

が
、

公
益

ヒ
必

痴
が

あ
る

と
す

れ
ば

補
助

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

か
否

か
、

補
助

ナ
ベ

き
で

あ
る

と
す

れ
ば

、
補

助
金

額
を

い
く

ら
に

す
べ

き
か

等
は

最
も

棋
軍

に
審

議
し

た

後
に

交
付

さ
れ

て
い

る
と

思
考

す
る

が
、

一
旦

交
付

し
た

後
、

受
入

れ
fllI]

の
処
理
方
に
つ
い
て
、

市
と

し
て

放
任

状
態

の
も

の
が

多
く

、
且

決
算

固
等

も
極

め
て

形
式

的
な

も
の

を
受

理
決

裁
し

、

次
年
炭
に
お
し
＾
て
は
前
年
度
と
同
額
を
惰
性
的
に
補
助
し
て
い
る
と
い
う
放
漫
状
態
と
思
わ
れ
る

も
の

が
あ

る
。

補
助

金
の

交
付

を
受

け
た

団
体

側
は

、
一

旦
交

付
を

受
け

た
後

は
そ

の
経

袈
に

つ

い
て

考
え

方
の

き
わ

め
て

放
漫

な
も

の
が

見
受

け
ら

れ
る

の
で

あ
る

。
し
か
し
補
助
金
は
前
述
の

よ
う
に
、
公
益
上
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
た
と
い
少
額
に
せ
よ
、
本
市
・
よ
り
指
令
の
趣
旨
を

尊
煎

し
、

そ
の

取
扱

の
厳

正
が

期
せ

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
近

時
補

助
金

の
件

数
、

金
額

の
前
ii
増

す
る

傾
向

に
鑑

み
、

市
ilI]

に
お

い
て

も
、

補
助

団
体

に
お

け
る

経
理

手
落

の
正

確
を

煎
視

ナ
る

こ

．
勿

論
、

そ
の

団
体

の
迎

常
が

本
来

の
目

的
に

向
っ

て
哀

輿
の

活
動

を
し

て
い

る
の

か
ど

う

か
、

そ
の

団
体

迎
営

の
実

態
を

常
に

つ
か

む
こ

と
に

努
め

、
指

消
密

励
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
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監
査

公
表

第
6
号

地
方

自
治

法
第
199

条
第
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
監

査
を

執
行

し
た

の
で

同
条

第
7
項

の
規

定
に

よ
り

、
そ

の
結

果
を

下
記

の
と

お
り

公
表

す
る

。

II[i
手
11
30 

11:. 
9

 J] 
17 

FI 

ー

234

と
思
料
す
る
。

民『
l1
人

で
糾

織
せ

ら
れ

る
受

補
助

任
意

団
体

は
、

往
々

に
し

て
役

員
だ

け
は

出
来

る
が

、
仕

事

は
余
り
し
な
い
。
役
員
が
集
ま
れ
ば
う
廿
汽
次
疫
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
従
来
的
な
弊
を
脱
し
な
い

も
の

が
見

受
け

ら
れ

る
の

で
は

な
い

か
と

考
え

る
。

団
体

は
、

そ
の

性
格

と
そ

の
目

的
を

明
確

に

し
、

こ
れ

を
堅

持
し

実
現

す
る

こ
と

に
、

こ
の

上
乍

ら
、

市
と

し
て

指
喋

方
針

を
確

立
せ

ら
れ

る

こ
と
を
切
峨
す
る
も
の
で
あ
る
。

広
島

市
監

査
委

員

同

浅中
尾野

昭
和
29

年
度

定
期

監
査

昭
和
30

年
6

月
1

日
よ

り
同

月
22

日
ま

で

水
逍

局

義博

光・

実

監
査

の
種

類

監
査

の
時

期

監
査

の
対

象

監
査

の
結

果

公
営

企
業

法
が

本
市

の
水

逍
事

業
に

適
用

さ
れ

て
か

ら
既

に
2
年

6
ヶ

月
を

経
過

し
、

そ
の

連
営

も
漸

く
軌

遊
に

乗
っ

た
観

が
あ

り
、

木
来

の
目

的
と

ナ
る

公
共

の
福

祉
を

増
進

し
、

之
れ

を
確

保
ナ

る
た
め
に
、
．
鋭
怠
努
力
が
払
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

就
中

、
昭

和
17
年

度
よ

り
継

続
事

業
と

し
て

哭
施

中
で

あ
っ

た
第

4
期

拡
張

事
業

は
、

戦
時

中
一

時
中

止
さ

れ
て

い
た

が
、

昭
利

27
年

庶
よ

り
更

に
6
ケ

年
継

続
哨

菜
と

し
て

、
総

事
業

既
107,500

万
円

を
ら

っ
て

施
行

す
る

こ
と

と
な

り
、

現
在

既
に

哨
業

期
の

半
ば

を
経

過
し

、
工

事
の

泄
捗

率
も

概
ね

順
調

で
、

急
速

炉
過

池
、

媒
品

沈
澱

池
、

洗
降

水
楕

、
操

作
室

等
主

要
工

事
も

近
く

完
工

の
見

込
み

で
あ

り
、

残
り

の
販

水
、

淫
水

、
配

水
の

各
工

事
も

30
年

鹿
以

降
に

施
行

の
計

画
と

な
っ

て
い

る
。
昭
和
2
9
年

炭
に

於
て

は
、

起
恨

枠
の

圧
楕

．
物

価
の

高
11器

、
或

は
企

業
恨

の
増

加
に

伴
う

支
払

利
息

の
増

加
、

そ
の

他
経

済
的

悪
条

件
に

よ
り

財
政

に
通

迫
を

来
し

、
水

道
斜

金
の

改
訂

を
行

っ
て

企
業
の
I建

全
な

る
迎

営
を

企
図

し
た

の
で

あ
る

が
、

四
囲

の
梢

捗
に

よ
り

実
現

を
見

る
に

至
ら

ず
、

-J·
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経
理

上
相

当
困

難
を

来
た

し
た

よ
う

で
あ

り
、

決
算

期
に

於
て

も
こ

れ
が

調
賂

に
苦

甜
し

た
跡

が
見

受
け
ら
れ
る
。
．
し
か
し
な
が
ら
之
ら
財
政
的
悪
条
件
を
克
服
し
、
現
行
料
金
の
完
全
徴
収
・
、
経
袈
の

節
械

、
そ

の
他

収
入

の
確

保
に

努
め

、
極

力
収

支
の

調
賂

を
図

っ
た

結
果

、
本

年
度

に
お

い
て

は
予

算
額

に
比

し
事

業
収

入
は

約
600

万
円

の
培

収
を

あ
げ

、
事

菜
裁

に
つ

い
て

は
約
1,000

万
円

の
節

約

を
見

、
当

期
利

益
金

1,600
万
円
余
の
実
紹
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ

が
処

分

案
に

つ
い

て
は

、
法

定
利

益
準

備
金

82
万
円
を
除
く
、
全
額
を
建
殷
改
良
資
金
と
し
、

29
年

度
分

改

良
工

事
資

金
と

し
て

取
崩

し
、

自
己

斑
本

へ
の

繰
入

れ
る

べ
く

計
画

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

上
と

も
周

到
な

る
事

業
計

画
に

よ
り

経
営

の
基

本
原

則
に

則
り

、
公

営
企

業
本

来
の

趣
旨

に
副

う
よ

う
努

力
せ

ら
れ

ん
こ

と
を

切
望

す
る

。
な

お
、

事
務

上
改

薔
又

は
注

意
を

要
ナ

ベ
き

事
項

を
以

下
に

摘
記

す

る。

滓
水

課

1
 
簿

外
贅

材
の

版
扱

に
つ

い
て

は
出

先
と

い
う

関
係

も
あ

っ
て

か
、

他
問

と
並

行
し

た
取

扱
が

な

さ
れ

て
い

な
い

。
貯

蔵
品

と
し

て
の

受
払

を
す

べ
き

査
材

（
原

材
料

）
を

、
薄

外
資

材
と

し
て

処

理
し

た
も

の
が

あ
っ

た
が

、
遮

当
と

認
め

ら
れ

な
い

。

2
職

員
が

年
次

休
暇

を
受

け
て

い
る

日
に

、
危

険
作

業
を

な
し

た
如

く
記

録
し

、
こ

れ
が

手
当

を

支
給

し
て

い
た

も
の

が
あ

り
、

処
理

の
正

確
を

欠
く

も
の

と
認

め
ら

れ
た

。

給
水

課

1
 
給

水
装

腔
が

、
建

設
局

各
諜

0
)工

事
中

に
担

害
を

受
け

、
こ

れ
が

修
紐

工
事

賀
の

諮
求

を
な

し

た
と

こ
ろ

、
こ

の
損

害
原

因
に

つ
き

哄
議

が
あ

り
、

名
樟

額
告

知
害

を
取

消
し

た
も

の
が

あ
っ

た

が
、

告
知

忠
発

行
に

際
し

て
は

、
そ

の
原

因
を

充
分

蹄
か

め
る

は
勿

論
、

訥
求

痰
旨

を
明

ら
か

に

し
、

一
旦

発
行

し
た

告
知

害
を

取
消

ナ
よ

う
な

こ
と

の
な

い
よ

う
、

こ
の

上
と

も
入

念
処

理
を

せ

ら
れ
た
い
。

2
 
調

査
屈

に
よ

り
摘

発
し

た
消

既
者

の
過

背
行

為
（

水
逍

使
用

条
例

第
50

条
）

に
つ

き
、

こ
れ

が

増
加

徴
収

金
を

課
ナ

場
合

、
既

に
会

計
諫

（
徴

収
係

）
に

於
て

、
相

当
料

金
を

閣
定

し
、

徴
収

し

た
も

の
が

あ
っ

て
、

そ
の

処
骰

に
困

惑
ナ

る
場

合
が

あ
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

が
、

荀
く

も
述

背

行
為

に
関

ナ
る

処
分

手
続

き
の

よ
う

な
冗

・
要

な
事

柄
に

つ
い

て
は

、
局

と
し

て
処

理
方

を
統

一

し
、
取
扱
者
[lll

に
罰

虹
を

生
じ

な
い

よ
う

、
各

詞
の

緊
密

な
連

絡
の

も
と

に
明

解
に

処
理

せ
ら

れ

た
い
。
・

3
 
市

の
出

先
槻

関
、

或
は

教
育

委
員

会
所

管
各

学
校

等
に

対
し

、
郵

便
切

手
を

使
用

し
て

発
送

し

た
文

困
が

多
数

あ
っ

た
が

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

は
、

木
庁

総
務

問
外

批
係

に
依

悧
し

て
配
fヽ

げ
る

等
、
経
呪
節
減
に
努
め
ら
れ
た
い
。

4 
水

道
局

指
定

工
事

店
の

中
、

し
指

定
を

受
け

た
当

時
と

は
、

そ
の

内
容

に
屎

動
が

あ
り

、
斑

格
条

件
に

欠
け

て
い

る
も

の
が

あ
っ

た
が

、
早

急
に

措
骰

を
講

ず
る

と
共

に
、

不
良

工
事

店
の

一
節

に

努
め
ら
れ
た
い
。

・

施
>

設
課

1
 
現

在
諮

負
工

事
に

つ
い

て
も

、
直

営
工

事
と

同
様

工
事

精
算

害
を

作
成

し
て

い
る

が
、

こ
れ

が

精
算
密
は
原
骰
言i・

と
訥

負
額

の
比

率
を

、
各

毀
目

へ
按

分
し

た
に

す
ぎ

な
い

所
謂

形
式

的
な

も
の

で
あ

り
、

然
も

こ
れ

を
作

成
ナ

る
た

め
に

は
相

当
時

間
を

要
し

て
い

る
よ

う
で

あ
る

が
、

請
負

エ

事
に

関
し

て
は

、
こ

の
よ

う
な

精
算

帯
の

必
要

が
認

め
ら

れ
な

い
の

で
、

水
道

局
会

計
規

程
第

140
条

に
規

宕
さ

れ
た

限
度

内
に

お
い

て
簡

素
化

し
、

固
定

毀
産

経
理

に
支

障
の

な
い

程
度

に
改

薔

ナ
ベ
き
で
あ
る
と
認
め
た
。
｀

2
 
工

事
施

行
に

際
し

て
附

し
た

工
事

名
称

と
勘

定
科

目
に

記
入

せ
ら

れ
た

名
称

と
符

合
し

な
い

も

の
を

見
受

け
る

が
、

新
記

工
事

と
、

汽
本

的
支

出
補

修
工

事
と

経
喪

支
出

の
よ

う
に

、
並

行
し

た
＇

名
称
を
附
し
、
経
理
上
浪
乱
を
生
じ
な
い
よ
う
に
留
意
さ
れ
た
い
。

総
器

課

1
 
市

営
住

宅
屋

内
給

水
栓

管
理

及
び

連
絡

哨
務

の
た

め
、

総
係

裁
に

て
臨

時
事

務
員

ー
名

を
開

怖

し
て

い
た

が
、

市
営

住
宅

屋
内

給
水

栓
の

管
理

は
入

居
者

に
お

い
て

な
す

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と

を
励
行
せ
ら
れ
た
い
。

2
 
過

経
毀

、
交

際
殴

で
、

野
球

ボ
ー

ル
ー

打
代

1,050
円

の
支

出
を

し
て

い
る

が
、

り
体
育
部
会
蛮
を
支
出
し
て
い
る
現
状
よ
り
し
て
適
当
と
認
め
難
い
。

3
 
水

追
工

事
に

於
て

本
管

へ
の

接
続

工
事

立
会

殴
の

微
収

に
つ

い
て

は
、

昭
和
2
5
年
10

月
30

日
局

長
決
裁
に
茄
い
て
、

1
件
に
つ
き
、

2
5
粍

管
未

満
は
7
5
円、

25
粍

管
以

上
は

25
円

増
し

と
し

て
施

行
者

よ
り

微
収

し
て

い
る

が
、

こ
れ

ら
喪

用
の

徴
収

に
関

し
て

は
、

規
則

に
定

め
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
事
項
で
あ
る
と
思
料
ナ
る
。
．
．

4
 
各
諫
俯
i付

の
固

定
沢

産
保

管
台

恨
に

は
、

戟
価

恨
却

引
当

金
額

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
が

、
各

既
に

於
て

も
常

に
所

管
財

産
の

現
況

を
把

荊
し

て
お

く
必

痰
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

の
で

、
こ

れ

が
椋
式
の
改
苦
に
つ
さ
考
慮
せ
ら
れ
た
い
。

会
計

課

1
 
浄

水
課

所
管

の
不

用
モ

ー
ク

ー
を

、
不

用
品

と
し

て
処

分
L
、

之
和

が
売

却
代
433,000

円
全

額
を
不
用
品
売
却
益
と
し
て
い
た
が
、
残
存
価
額
の
な
い
不
用
品
は
不
合
理
で
あ
り
、
山
妥
当
で
な

い。

2
 
学

校
給

水
設

備
の

委
託

工
事

を
該

当
予

ヰ
（

給
水

工
事

毀
）

が
な

い
た

め
、

配
水

骰
餅
i新

設
裁

1
 1
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斑モE
阻

”•包
て`

に
て
施
行
し
、
之
れ
が
収
免
内
代
金
を
同
烈
目
に
戻
入
処
理
し
て
い
た
が
、
予
箕
更
定
が
な
い
の
で

予
算
額
を
超
え
て
の
執
行
と
な
る

f;
め
の
止
む
を
得
な
い
処
骰
と
は
去
え
、
適
当
な
経
理
方
法
と

は
認
め
難
い
。

3
 
昭
和

27
年
鹿
の
給
水
工
事
毀
粕
算
過
納
遠
付
金

1
件

6,334
円
を
、
昭
和
29

年
11
月

に
至

っ
て

還
付
を
し
て
い
た
が
、
出
来
る
限
り
早
期
に
遠
付
ナ
る
よ
う
招
滋
さ
れ
た
い
。

4
 
固
定
贅
商
保
存
毀
、
光
熱
毀
に
て
、
誤
房
用
石
炭

12
屯
を
購
入
し
、

ili
に
経
賀
と
し
て
支
出
し

た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
貯
蔵
品
扱
と
ナ
る
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

5
 
物
件
の
購
入
に
当
り
、
契
約
害
に
定
め
た
納
期
を
、
正
当
な
事
由
な
く
、

20Ei
余
り
経
過
し
た

も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
延
期
即
を
徴
し
て
、
明
確
に
処
塊
せ
ら
れ
た
い
。

以
上
に
監
査
結
果
の
慨
波
を
述
ぺ
た
も
の
で
あ
る
が
、
独
立
採
雰
制
を
I;FIllJ

と
し
て
経
済
l生

を
発

揮
し
よ
う
と
す
る
本
市
公
営
企
菜

0
)．

運
営
は
予
想
以
上
困
難
な
も
の
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
茄
本
方

針
に
従
い
、
慨
ね
良
好
な
成
呆
を
収
め
つ
つ
あ
る
も
の
と
認
め
た
が
、
当
分
好
転
見
込
み
の
な
い
経

済
不
振
に
対
抗
し
て
、
今
後
一
段
の
創
漑
工
夫
に
よ
り
、
迎
営
の
合
理
化
に
努
め
ら
れ
た
い
。
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昭
和
三
十
年
十
二
月
九
日

・

広

島

市

長

広
島
市
条
例
第
一

l

一
十
二
号

職
員
の
特
殊
勤
移
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

職
員
の
特
殊
勤
謗
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十

一
日
広
島
市
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

ろ。
第
十
一
条
中
「
（
指
科
医
師
及
び
獣
医
師
を
除
く
。
）
」
を
「
（
獣
医
師

を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、

・
昭
和
一
＿
＿
十
年
十
二
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
＿
＿
＿
十
年
十
一
月
二
十
二
日

・

広

島

市

長

渡

広
島
市
規
則
第
六
十
号

広
島
市
収
入
証
紙
規
則
の
一
部
を
改
正
ナ
ろ
規
則

広
島
市
収
入
証
紙
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
八
月
十
四
日
広
島
市
規
＿

則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
．

第
一
条
中
「
広
島
市
お
い
て
収
入
す
る
手
数
料
及
び
市
長
が
特
に

指
定
ナ
る
使
用
料
」
を
「
手
数
料
、
市
長
が
指
定
す
ろ
使
用
料
及
び

自
転
車
荷
車
税
」
に
改
め
る
。

第
十
＿
＿
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
ろ
。

（
出
納
負
の
備
付
帳
簿
）

第
十
＿
＿
一
条
収
入
証
紙
の
売
捌
を
す
る
出
納
負
は
。
収
入
証
紙
受
払

簿
（
第
三
号
様
式
）
を
備
え
、
収
入
証
紙
の
受
払
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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広
島
市
告
示
第
百
十
一
号

昭
和
ー
―
＿
十
年
十
一
月
十
七
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

｀

雄

、
第
五
十
七
回
仮
換
地
変
更
指
定
中
末
発
表
の
も
の
並
び
に
第

五
十
八
回
仮
換
地
変
更
指
定
及
び
第
三
十
六
回
仮
換
地
、
補

充

指

定

の

発

表

に

つ

い

て

・

一
、
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土
地
区
画
整
理
施
行

に
伴
う
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
画
漿
理
委
負
会
の
諮
問
を
経

・
て
、
仮
換
地
の
更
正
並
び
に
補
充
が
決
定
し
た
か
ら
、
関
係
者

は
、
東
部
復
興
事
勃
所
で
、
詳
細
飛
知
さ
れ
な
い
。

＿
一
、
土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
の
発
表
通
知
者
は
、
土
地
所
有

屈
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
達
す
る
。
な
お
、
土
地
所
有
届
を
ま

だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た
い
。

―
―
-
、
今
回
発
表
の
土
地
を
売
却
叉
は
譲
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
に
必

ず
東
部
復
興
ホ
移
所
に
協
寂
の
上
取
り
迩
び
願
い
た
い
0

万
一
連

絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
仮
換
地
を
取
h
消
す
こ
と
に
な
る

．
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
必
非
連
絡
方
央
行
願
い
た
い
。

四
、
前
記
仮
換
地
の
効
力
発
生
の
時
期
及
び
借
地
椛
そ
の
他
の
権
利

◎
告

一ホ

昭
和
＿
＿
一
十
年
十
二
月
十
一
＿
一
日

広
島
市
長
，

広
島
市
規
則
第
六
十
五
号

昭
和
三
十
年
十
二
月
に
広
島
市
の
公
移
員
に
支
給
ナ
る
特
別

手
当
の
支
給
日
の
特
例
を
定
め
る
規
則

広
島
市
の
公
謗
員
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
ろ
条
例
施

行
規
則
（
昭
和

1

一
十
七
年
広
島
市
規
則
第
八
十
五
号
）
第
一

1

一
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
一
＿
一
十
年
十
二
月
に
広
島
市
の
公
蒋
員
に
支

給
す
る
特
別
手
当
は
、
昭
和
＿
―
-
十
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
支
給

す
ろ
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

渡

辺

忠

雄

布
す
る
。
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昭
和
一
＿
＿
十
年
十
二
月
七
日
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広
島
市
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

摘日月
ー
ー
・
―

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
．
昭
和
一
＿
＿
十
年
十
月
十

日
か
ら
適
用
す
る
。
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五
十
八
回
仮
換
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変
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定
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第
五
十
七
回
仮
換
地
変
更
指
定
中
末
発
表
の
も
の

―

土

地

所

有

者

氏

名

土

地

．

所

在

町

名

ー

地

番

尾
長
町
一

1

一七ー―
-
J

一
外
七
筆
一
松

.
＿
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＿
五
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―
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・
一
鍵

＿
1

-

五

―

・

一

範

l
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四

九

一

沖
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四

八

外
1
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林

一
噂
/
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外
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一
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五
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四

一
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l

1

口

外

一

筆
1

中

＿

五

五
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村

郎
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村

蕗

吉

‘’ 

田

弘
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津

セ

ツ
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甚

吉

郎

fヽ

ヵ

子

‘‘ 

重

守

夫

、/

本

良

本

学

園

ー
に
つ
い
て
は
、
追
つ
て
指
定
す
る
。
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昭
和
三
十
年
十
二
月
七
日

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
六
十
l

-

l

号

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
る
す
規

""↓ 貝

渡

辺

忠

雄

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

第は
収入証紙受払簿

2 
三第自第月

第次

ゴ―-----—号三転．十の前る
す捌＋ ＾に第

要受入高 1支出高l残高 1様号車六翌項額
人五売次十

式様荷条月のの買
が条捌の四

式車中に売売し
手一条

を税→交捌捌受
、第数条を

次ヒ手付手手
九料を削

のに数す数数 f
け条シ加り

二1==I二□1-1-1合麿夏令苔悶哀雪 斎冨
にるは

入号 ° 
．改°使

‘交証の 土
-1- _-l—- --—_I~ I I め用 売付紙売

捌すの捌 ．
条
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人る額所
ーが°面の

第

を 収 金 売
十

贔入額捌
四

証
条

数紙
の人， と

料を
百に し

ヽ m
分対

貝のし
使い

・第

用受
四て 十

料け
には
相‘

四

叉た当売 麿

-|------1----

1----1==I=1ニニ
昭
和
ー
―
ー
十
年
十

1

一
月
七
日

広
島
市
長

』
広
島
市
規
則
第
六
十
二
号

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

ー

市

い

彗

彗

月

日

且

冒

七

年

広

島

第
三
条
第
一
翌
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
買
出
人
代
表
＇
三
名

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
二
月
九
日

広

島

市

長

渡

．

J

辺

忠

雄

広
島
市
規
則
第
六
十
四
号

職
員
の
特
殊
勤
啓
手
当
の
支
給
に
限
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
蒻
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

八
月

1

1

＋
八
日
広
島
市
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
四
第
一
＿
一
種
の
項
職
別
の
欄
中
「
及
び
乳
処
院
長
」
を
「
、

乳
児
院
長
及
び
保
健
所
長
」
に
改
め
る
。

．
附
則

こ
の
規
則
は
、
・
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
一
i

一
十
年
十
二
月
一
、

日
か
ら
遥
用
す
る
。
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•
昭
和
ー
ニ
十
年
十
二
月
に
広
島
市
の
公
務
員
に
支
給
す
る

特
別
手
当
の
支
給
日
の
特
例
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公

・・
1-

―-

，
 

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
員
会
規
則
の

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
＇

一
部
を
改

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
六
十
一
号

広
島
市
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
手
数
料
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
広
島
市
規
則
第

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

，
第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

．
 

．
 二
十
理
容
師
美
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
ー
百
ー
―
―
十
四

号
）
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
く
理
容
所
又
は
美
容
所
の
検

査

手

数

料

一

件

に

つ

き

千

円

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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村 1田
.. 

昌金

次

稔郎
一
部

,

l

 

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
規
則

m

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
委
員
」
を
「
委
負
そ
の
他
の
梅
成
員
」
に
改
め
る
。
．

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
幹
事
及
び
害
記
）
．
．
．

第
八
条
審
議
会
に
、
幹
事
及
び
害
記
若
干
名
を
置
く
。

2

幹
事
及
び
害
記
は
、
市
職
員
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
命
ず
る
。
＇

3

幹
事
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
審
議
会
の
審
誤
事
項
に
つ

い
て
調
査
す
る
。

4
幹
事
は
、
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る。

5

書
記
は
、
一
〖
資
長
の
命
を
受
け
て
、
庶
稔
に
従
事
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

99 9, 
~
 

ヽ
、¥

1 •I ` :'・ ; ̀＇, 9 :9.,る

9,  ，̀＇ 

! 9,  | ； 

:,'i' 
I •.、'|

.
‘
9
,

．

，
1
 

¢’J999,’
・'‘

,
.
’
,
r
‘
,ー
|

．

1,＇

．
 

f
 



一ゞ＾ '. ＇ ”』 4 ,,, ●’’‘ 
--9-9-— 

ヽ

，, ’• 

•, ' 

昭和 30年 12月 20日・； ｀ 広`
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名

束

白

島

町

一

―

―

―

―

―

-

．

．

一

禿

黍

寺

研

屋

町

一

九

0
外

1

一

箪

一

広

島

銀

行

昇

印

一

内

1

-

．

'

一

松

尾

福

―

―

―

グ

一

八

八

J

四
0
外
二
筆
一
昭
和
土
地
株
式
会
社

一
―
四
ー
―
―
J
-
―

―

一

ク

一
八
八
J

四

＿

＿

外

＿

＿

＿

節

一

藤

原

智

交
J

四
ー
外
＿
＿
策
一
―
ー
ー
宅
逹
・
朗

一交
J
-
-
Hハ
外
四
釈
一
広
島
立
田
協
同
組
合

一―
-
＿
＿
＿
四
ノ
ー
―
一
昭
和
土
地
株
式
会
社

一
九
0

J

-

_

-

ク

一
九
〇
ノ
ー
外
一
策
一
ク

一
九
＿
＿
―
ノ
ー
外
一
紐
田

クI

坂

冗

i
 ，
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、ヽ l,.

・ヽ
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‘’ ク’

田 I上1 原l岡
外外

冬 五I成
四＿

原

四

登 1名弘l名郎l男 1，郎

村

登 簗

一
、
開
他
日
時

． ≫ 

廷
築
蕊
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

第
一
項
但
宙
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
•
項
の
規
定
に
甚
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
。

昭

和

三

十

年

十

一

月

二

十

一

日

・

・

広

品

市

長

渡

辺

忠

雄

昭
和
＿
＿
＿
十
年
十
一
月
二
十
四
日
午
前
十
時

広
島
市
告
示
第
百
十
一
号
の

関
係
図
窟
縦
究
場
所

広
島
市
茄
町
一
番
地

広
島
市
建
設
局
束
部
復
興
市
猪
所

第
三
十
六
回
仮
換
地
補
充
指
定

一

土

地

所

有

者

氏

名

土

地

所

・

在

町

名

一

地

番

ー

一
広＇ 

言詞―-=-）-

中
島
本
町
一

0
弓

二

四

九

L

□一

0
五
J

二

五

〇

ク

l

|

|

|

l

 

0
弓

二

五

―

-

グ

l

|

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

-

0

弓
屋
―
ク

ク’ I,/ ク

島

市

3
 

1 -
,,I. ノ， グ 宝 1// ク 19 グ

一
八
八
l

五
＿
＿
外
一
筆
ー
昭
和
土
地
株
式
会
社登

交
l
四
四
外
＿
＿
＿
筆
一
蔵
本

一一
八
八
l
五
八
外
六
筆
一
昭
和
土
地
株
式
会
社

9
C
 

八

う

羹

一

杉

一
町
ー
―
-
_
＿
＿
＿
七
J
-
＿

一

高

一
―
―
―
―
―
―
方
一
外
一
銀
一
森

-
—
―
―
_
＿
＿
五
ぶ
国

f
l
-稲

4
T
 

葉l内
外

チ

ヱ

コ

宮

子仁
偕
’

田

信，

義

梱

其

吉

松

次

郎

99 I’ 

ヽ

鼻

ふ↑

、. •'囀

~: ＇: ""':'マ-7
’9 

． ・文

¥’→ ● ,  1'』9’'．
.:..',, i. 
↓.、 I

,・ .,, 
： 

｀ 

→:r. 、9“ ---7一9-・- ---～一 ・・一9 Cご 1-
`・‘`  9,.. 7，し．—．• 9 -.,:．．,  9 9、 ,.‘9.．t `‘, 

． ． ． ， ． ． さ ’・ : • !, r’` 1 9 ~.．•ノ五•.• ・ヽ,: ― ．．, ．． ． ‘ヽ， ： ．へ 1 

..,,  -< .'"●,.  ` 
, ' '  ,．、, ． ， ． ， 9 • : ' 、： • ', -_. 、,＇．9 9 ：:'. _:. l ・_:. . ,し・・ '. 
:........ : ・...'.'. ; . . ' . .、』'、＇|
．： `—,',: ↓’•‘‘...'·:弓',·・．、,·'』,_',..・ . .'.  : •·:電

広 I 島・、市‘』報● （第116号）

9

，ヽ

．
 

，
 

199・1,'1.

7̀ 

汎
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1

1

-
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9
,
e
,
4
9
,

『

:
I
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J;'9,9|＇；ーI,1，

ー1
，
l
l
・
,
9
,
，
9
ヽ
―

l
-
'
t
、'

，

五

昭
和
＿
＿
＿
十
年
十
一
月
二
十
二
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

市
道
路
線
認
定
に
関
す
ろ
告
示

證
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に

甚
き
、
市
追
の
路
線
を
次
の
よ
う
に
認
定
ナ
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
既
に
お
い
て
一
般
の
縦

宜
に
供
す
る
。

広
島
市
告
示
第
百
＋
―
―
一
号

a
 

g
n
 

一
；
招
集
日
時
昭
和
ー
―

H'年
十
一
月
＿
＿
＿
十
日
午
後
一
時

一

、

招

集

場

所

広

島

市

役

所

｀

昭
和
ー
―
ー
十
年
十
一
月
＿
＿
十
二
日

広

島

市

長

渡

辺

．

忠

雄

左
記
の
遥
り
定
例
広
島
市
践
会
を
招
集
す
る
。

広
島
市
告
示
第
百
十
二
号

七
、
地

八
、
理

由城

五
、
建
築
場
所

六
、
用
途
概
要

―
-
、
申
諧
者
住
所

四
、
申
請
者
氏
名

、
開
催
場
所

広
島
市
国
泰
寺
町
＿
―
-
九
番
地

広
島
市
庁
舎
内
建
設
局
長
室

大
阪
市
北
区
角
田
町
三
一
番
地
．

シ
エ
ル
石
油
株
式
会
社
大
阪
営
業
所
長
[

飯

田

兼

人

広
島
市
三
篠
本
町
―
―
丁
目
一
四

0
六
番
地
：
・
，

貯
油
庫
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
八
ニ
・
六
ー
―
―
•

平
方
メ
ー
ト
ル
、
容
批
ガ
ソ
リ
ン
一
五
、

0
0

〇
リ
ッ
ト
ル
、
軽
油
―

0
、
0
0
0
リ
ッ
ト
ル

準
工
業
地
域

当
該
建
築
物
は
滅
築
某
準
法
第
四
十
九
条
第
―
―
―

項
（
別
表
第
一
は
項
第
二
号
）
の
建
築
制
限
に

該
当
す
る
の
で
眠
条
同
項
但
害
の
規
定
に
よ
る

許
可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ
る
。
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七
、
地

八
、
珊

由城

1
,
・
,
9
L
,
＇
’
.
1
.
f
'
,
．
9

9'，‘.,.,＂亀．

―
―
-
、
申
閲
者
住
所

四
＂
申
即
者
氏
名

五
、
建
築
場
所

六
、
用
途
慨
要

2
 

一
、
開
他
日
時

二
、
開
催
場
所

昭
和
＿
＿
＿
十
年
十
二
月
八
日
午
前
一
時
一
＿
一
十
分

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地

淡
野
図
租
館
第
1

集
会
埠

広
島
市
段
原
大
畑
町
七
六
番
地
の
一
―
―

松
本
林
一

広
品
市
昭
和
町
五
八
五
番
地

印
刷
H
場
、
木
造
平
家
建
＿
＿
＿
ニ
・
ニ
五
坪
動
力

二
馬
力

住
居
地
城

．

当
該
建
築
物
は
建
築
茄
準
法
第
四
十
九
条
第
一

顎
（
別
表
第
一
い
項
第
二
号
）
の
建
築
制
限
に

、,‘

該
当
す
る
の
で
、
同
条
同
項
但
苔
の
規
定
に
よ

る
許
可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ
る
。

・
七
、
地

八
、
理

由城

―
―
-
、
申
諮
者
住
所

四
、
申
睛
者
氏
名

五
、
建
築
坦
所

六
、
用
途
概
要

ー一
、
開
催
日
時

1

-

、
開
催
場
所

昭
和
三
十
年
十
二
月
八
日
午
前
十
時

広
島
市
国
泰
寺
町
ー
―
ー
九
番
地

浅
野
図
害
館
第
一
集
会
場

広
島
市

1

一
葉
の
里
官
有
無
番
地

広
島
鉄
道
管
理
局
施
設
部
長
丸
島
正
男

広
島
市
尾
長
町
官
有
無
番
地

貯
袖
庫
（
地
下
檀
）
容
抵
重
油
一
八
、

0
0
0

リ
ッ
ト
ル

住
居
地
域

当
該
建
築
物
は
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
一

項
（
別
表
第
一
い
項
第
一
号
は
項
第
二
号
）

（
 

の
建
築
制
限
に
該
当
す
る
の
で
、
同
条
同
項
但

啓
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ

る。

第
一
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
。

昭
和
三
十
年
十
二
月
五
日

広
島
市
長

渡

辺

忠

雄
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建
築
甚
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
認
を
次
の
遥
り
指
定
し
た
。

な
お
、
こ
の
関
係
図
書
は
、
建
設
局
建
築
指
違
課
に
お
い
て
一
般

の
縦
究
に
供
す
る
。

昭
和
一
＿
一
十
年
十
一
月

1

一
ゃ
八
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

雄

一

、

指

定

番

号

第

六

号

1

一

、

指

定

年

月

日

昭

和

三

十

年

九

月

十

五

日

．

―
―
-
、
道
路
の
位
臨
広
島
市
南
観
音
町
字
南
七
八

0
番
地
の

1

1

四
、
幅
員
及
び
延
長
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
七
・
―
―
―
メ
ー
ト

広
島
市
告
示
第
百
十
五
号

胃

の

幅

負

岨

長

l

メ
ー
ト
ル
ー
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

宇
品
町
五
一
一
番
地
の
二
東
端
か
ら

、
九

0
O
"
0
六
六
、
五

宇
品
町
五
＿
一
番
地
の
二
西
端
ま
で

区

間

、
道
路
区
域
決
定
に
関
す
る
告
示

＿
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
課
に
お
い
て
一
般
の
縦

宜
に
供
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
一
月
二
十
二
日

広

島

市

長

渡

辺

忠

道
路
の
種
類
｀
市
道

路
線
名
宇
品
町
元
陸
軍
糧
稼
廠
内
第
一
号
線

道
路
の
区
域

雄

報‘

広
島
市
告
示
第
百
十
四
号

（第119号）
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し

＂雄

昭
和
一
＿
＿
十
年
十
二
月
七
日
市
議
会
の
職
決
を
経
た
畜
昭
和
一
＿
＿
十
年

度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加
更
正
の
要
領
は
、
次
の
遥
り
で
あ
る
。

こ
の
予
穿
は
、
即
日
施
行
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
二
月
七
日

広
島
市
長

渡

忠・

広
島
市
告
示
第
百
二
十
＿
＿
一
号

八 七、、

珪 t也

由城

六
、
用
途
棚
要

『

―
―
-
、
申
睛
者
住
所

四
、
申
睛
者
氏
名

五
、
建
築
場
所

一
、
開
催
日
時

二
、
開
催
場
所

昭
和
一
＿
一
十
年
十
二
月
九
日
午
前
十
時

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九
番
地
．

浅
野
図
書
館
第
一
集
会
場

広
島
市
国
泰
寺
町
一
．
―
-
九
番
地

広
島
市
建
設
局
長
佐
々
木
銑

広
島
市
東
親
音
町
一
丁
目
1

1

―
四
二
番
地
（
西

保

健

所

内

）

[

●

自
動
車
車
庫
、
耐
火
梅
造
二
階
建
、
延
二
三
六

•
•
五0
平
方
メ
ー
ト
ル
（
車
庫
部
分
ー
四
一
―
-
•

二
平
方
メ
ー
ト
ル
）

住
居
地
域
．

当
該
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第

‘,ノ

一
項
（
別
表
第
一
い
項
第
四
号
）
の
建
築
制
限

（
 

に
該
当
す
る
の
で
、
同
条
同
項
但
害
の
規
定
に

よ
る
許
可
に
関
し
行
う
も
の
し
で
あ
る
。

．
 

I
'
 、r

昭
和
三
十
年
十
二
月

1

一日

広

島

市

長

渡

．

辺

忠

第
五
十
九
回
仮
換
地
変
更
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土
地
区
画
墜
理
施
行
に

伴
う
左
記
の
土
地
に
対
す
る
仮
換
地
を
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
広
島
市
基
町
一
番
地
広
島
市
建
設
局
東
部
復
興

事
移
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

已
,• 

1

土

地

ー

ー

ー

ー

ー

|

＿
土
地

在

町

名

一

地

番

中
島
本
町
＿
一

0
五
l

ー

四

九

広

．

平

塚

町

＿

八

興

-

0
ノ

ニ

外

一

筆

ク

// 

禅

寺

所

有

者

氏

名

島

市
雄

広
島
市
告
示
第
百
十
九
号

供
用
開
始
一

路

一

の

区

問

-
｀
町
字
堀
越
線
＿
全
線
一
昭
和
一
＿
一
十
年
十
二
月
十
日

絣し

名

供
用
開
始
の
期
日

ーエ

記

辺

忠

雄

市
道
の
供
用
開
始
に
関
ナ
る
告
示

左
記
の
遥
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
ろ
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
一

十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
甚
き
、
公

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
課
に
お
い
て
一
般
の
縦

度
に
供
す
る
。

昭
和
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日

広

島

市

長

渡

広
島
市
告
示
第
百
十
六
号 ル

／
占

五
、
表
示
図
面
別
紙
の
通
り
（
別
紙
省
略
）
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広
島
市
告
示
第
百
二
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

四
、
場

已菩ロ

一
、
立
入
目
的
太
田
川
河
川
改
修
工
事
に
伴
う
測
誠
及
び
地
質
調

査
の
た
め
。

日
本
国
有
鉄
道
下
関
工
事
事
移
所

昭
和
ー
ー
「
十
年
十
二
月
五
日
か
ら

昭
和
＿
＿
＿
十
一
年
四
月
一
二
十
日
ま
で
、
“
.

（
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
）

広
島
市
（
楠
木
町
、
打
越
町
、
横
川
町
、
山
手
町

三
滴
町
、
一
＿
＿
篠
本
町
、
新
庄
町
）

所

,、、

期起

莱

間者

昭
和
三
十
年
十

1

一
月
五
日

広
島
市
長

渡

辺

忠

雄

土
地
立
入
に
関
し
て
、
日
本
国
有
鉄
道
下
関
工
事
事
酪
所
長
か
ら

、
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
日
付
、
左
記
事
項
に
つ
い
て
遥
知
が
あ
っ

た
の
で
畜
土
地
収
用
法
第
十
二
条
第
一
＿
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る。 広
島
市
告
示
第
百
二
十
一
号

広
島
市
告
示
第
百
二
十
号

．
昭
和
ー
―
―
十
年
十
二
月
五
日

広

島

市

長

渡

辺

・

忠

．

第
六
十
回
仮
換
地
変
更
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土
地
区
画
整
理
施
行
に

伴
う
左
記
の
土
地
に
対
す
る
仮
換
地
を
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
広
島
市
革
町
一
番
地
広
島
市
建
設
局
東
部
復
興

事
謗
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
．
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て

一

歳
入

出
差

引
残

金
な

し

区
崎
忙

¾{III恰
撼
佃

11
十
目

nド

匿
揉
111
十
母
＋

11
匹
ギ

m
把
褪
浙
釘
器
恙
逍
醤
女
,
.
竪
品

111
十
母

脳
送
嘩
杷
艇
<
王
恰
蒜
痘
巨

0
郎
語
辻
,
.
~
Q
居
ミ
P
玲
{
〇

リ
Q
片
捻
辻
＾
呂

m
奨｛ヒャ

1-QO

智
品

111
十
母
＋

11
匹
ギ

m

送
違
把
幽

峙

昭
和
3
0
年

度
広

島
市

歳
入

出
予

算
追

加

歳
入

項
前

回
ま

で
の

追
加

更
正

---1墨—ー計＿＿額
1予
算
額

I
I

 
竺
一

税
1.133,

185,0盟
I五。心温二五扇盈

這
涌
税
丘
五

[
4
7
1
,
0
0
0五；，ー。一贔

OOOlエ函，
3五，
G
。し

I
 

ー
・一

歳
入

合
計

|
2,944,778,0O。i

5,900,000 
2,650,678,000 

歳
出

叫
前

回
ま

で
の

追
加

更
正

累
計

額
予

算
額

17．諸支出金［こ云盈\~
5,498,676, 0悶

I
 

這
支

出
|

11,956, oool 
5,900. ooo: 

.11, 856, ooo 

•
五
五

I
2,644.778,000ド

900,
000i. 

2, 
650, 678, 000 

賂

6
．市

歳
入

項
I
前

回
ま

で
の
l
追

加
更

正
1

累
計

・
額

予
算

額

竺I
_

巴
13,000,0腐

I

l
．

市
低
l

-
|
 3,000, 0001 

歳
入

合
計

|
21, 411, oooj 

3, 
ooo, oooj 

歳
出

項
1
前

回
ま

で
の

1
追

加
更

正
1

累
計

額
予

算
額

2
貸

付
金

1
19,200,0腐

I
3, 
000, 0盟

1
．

貸
付

金
|

19,200,000| 3,000, 000| 

歳
出

合
計

|
21,411,000| 

3,000,000| 

歳
入

出
差

引
残

金
な

し

款款

計

円
3,000,000 

3,000,000 

20,000,000 

閑

15,416,000 

円
22,200,000 

143,650,000 

斑・把

． ．  
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渭ー

迫送
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tIIOegZI母a"岳皆

263,751,000 

263,751,000 

4,158,000 

4,158,000 

款

掛
15,416,0QO 

計

款

歳
入

出
恙

引
残

金
な

し

臼
慮
忙
迎

I艮
探
抑

11+JR
印

巨
忌

111
十
母
＋

11
匹
ギ

m
把
器
ぐ
ie

器
恙
如
器
4
身
皆
揉

111
十
母

臣
送
咀
伝
埠
哀
俎
古
≪
指
ば
送
懃
飴
く
王
合
捻
坦
巨
0
誤

翠
ざ

忍

Q
居
C
P
戎

9Q°

リ
Q
片
は
廷
・
号

m
挺
ぬ
ヤ
：

0°

皆
吾
lll
十
母
＋
11
匹
ギ
ロ

送
呵
忙
出

崎

昭
和

叩
年

鹿
広

島
市

特
別

会
:?t

公
益

質
屋

哭
歳

入
出

予
諄

泊
加

賂
閑

計計

岩

22,200,000 

24,411,000 

ほ
噸

fe¾!t11~撚
皿

11+~<nit' 
陛
品
lll
十
母
＋

11
匹
ギ

m
杷
器
俎
e
器
泰
如
澁
女
鼻
陛
品
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十
叶

樹
送
遠
杷
器
葉
俎
宰
報
挺
瞑
器
<
五
庁
捻
唄
巨
訳
固
s
諒
翠
辻
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函

e
居
ミ
や
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捻
辻
鼻
呂
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ぬ
ヤ
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淫
忌
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十
母
＋

11
匹

や
Cil

送
哨
杷
幽

掛
閑

峙
据

昭
和
30

年
度

広
島

市
特

別
会

計
建

設
炎

歳
入

出
予

算
追

加
更

正

歳
入

款
項

1
前

回
き

で
の

1
追

加
更

正l
累

叶
額

予
算

額
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棗
烹
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払
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第
百
四
十
号
訊
案
広
島
市
の
公
籾
負
に
対
す
る
特
別
手
当

の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
原
案
可
決

ヽ

9
,
3
,

＇
·
~

．
 

,
9
 

ヽ
j
‘
'

9

,

"

`

,

9

r

 
c

"

 

＂ 

9
,
'
9
9
,
｀
ヽ．
 

，
 

醗
決
事
項

（
十
二
月
二
十
＿
＿
＿
日
）

◎
市
議
会
事
項

広
島
市
告
示
百
一
＿
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
九
条

第
一
項
但
害
の
規
定
に
よ
る
建
築
許
可
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
。

昭
和
一
＿
＿
十
年
十
二
月
十
二
日

広

島

市

長

渡

．

辺

忠

雄

昭
和
一
ー
ー
十
年
十

1

一
月
十
五
日
午
後
一
時
三
十
分

広
島
市
国
泰
寺
町
一
-
]
九
番
地

浅
野
図
杏
館
第
一
集
会
場

広
島
市
鉄
砲
町
一
〇
九
番
地

大

谷

赫

郎

広
島
市
牛
田
町
九
七
五
番
地
の
一
―
―
`

製
菓
製
．
＾
ン

H
場
、
木
造
二
階
建
延
九
二
、
七

五
坪
動
力
七
七
五
馬
力

住
居
地
域

喜
建
築
物
は
廊
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
一

項
（
別
表
第
一
い
項
第
二
号
）
の
建
築
制
限
に

該
当
す
る
も
の
頑
、
同
条
同
項
但
笞
の
規
定
に

よ
る
許
可
に
関
し
行
う
も
の
で
あ
る
。

八七

廻地

由城

六五四三

申
睛
者
住
所

申
睛
者
氏
名

建

築

場

所

用

途

梱

要

開

催

日

時

開

催

場

所
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竺
皆

4
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o
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9
0
0
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命

蛍
一
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